
「
氏
爵
」
の
成
立

一
儀
式
・
奉
仕
・
叙
位
一

田

島

公

「氏爵」の成立（田島）

【
要
約
】
　
氏
爵
と
い
う
と
一
般
に
平
安
時
代
、
毎
年
正
月
の
垣
例
の
叙
位
で
、
王
・
源
・
藤
原
・
橘
と
い
う
当
時
有
力
な
四
二
の
出
身
者
が
従
五
位
下

（
叙
爵
）
に
預
か
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
他
、
即
位
式
・
大
嘗
会
と
い
っ
た
天
皇
の
「
代
替
り
」
の
儀
式
や
「
暦
の
代
替
り
」
と
も
い
う
べ
き
朔

旦
冬
至
の
儀
に
ち
な
ん
で
行
わ
れ
る
叙
位
（
即
位
叙
位
・
大
嘗
会
叙
位
、
朔
旦
叙
位
）
で
は
、
伴
・
佐
伯
・
和
気
・
百
済
王
と
い
う
も
は
や
有
力
で
は
な

く
な
っ
た
四
身
の
出
身
者
に
対
し
て
も
叙
爵
（
「
氏
爵
」
）
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
「
氏
爵
」
に
つ
い
て
は
史
料
的
制
約
も
あ
り
、
殆
ど
研
究

が
進
展
し
て
い
な
い
。
本
稿
は
同
氏
以
下
四
氏
へ
の
「
氏
爵
」
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
を
検
討
し
、
「
氏
爵
」
の
成
立
時
期
・
成
立
理
由
に
つ
い
て
考
察
し

た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
　
「
氏
爵
」
の
典
型
例
を
理
解
す
る
た
め
、
応
徳
三
年
の
即
位
叙
位
に
つ
い
て
、
百
済
王
氏
の
「
慰
留
」
申
文
と
『
通
俊
卿
記
』

を
通
し
て
理
解
を
深
め
た
後
、
そ
こ
で
得
た
理
解
を
も
と
に
、
即
位
叙
位
全
体
、
更
に
、
大
嘗
会
叙
位
・
朔
旦
叙
位
に
検
討
を
及
ぼ
し
、
「
氏
爵
」
の
成

立
時
期
を
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
初
め
頃
に
求
め
た
。
ま
た
、
そ
の
成
立
の
由
来
は
、
天
事
案
か
ら
天
智
系
へ
と
皇
統
が
変
化
し
た
光
仁
・
桓
武
朝
に

お
け
る
、
「
代
替
り
」
の
儀
式
へ
の
奉
仕
や
「
功
臣
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
な
先
祖
の
天
皇
家
へ
の
功
労
に
淵
源
を
も
ち
、
そ
れ
に
対
す
る
反
対
給
付
的
な
も

の
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
四
氏
が
没
落
す
る
に
随
い
、
「
氏
爵
」
の
授
与
に
は
、
「
代
替
り
」
の
儀
式
に
奉
仕
し
た
り
由
来
の
深
か
っ
た
磯
の
維
持
・

継
承
や
そ
れ
ら
の
儀
式
に
関
連
し
た
行
事
の
継
続
の
た
め
、
と
い
う
側
面
も
生
じ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
　
　
　
史
林
七
一
巻
一
号
　
一
九
八
八
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
律
令
国
家
の
位
階
制
の
根
幹
は
大
宝
令
・
養
老
令
の
位
階
制
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
平
安
時
代
も
中
期
に
な
る
と
、
位
階
体
系
の
事
実
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

縮
少
な
ど
様
々
な
面
で
位
階
制
が
変
質
す
る
。
例
え
ば
、
正
四
下
上
・
正
五
下
上
の
二
つ
の
位
階
が
越
階
さ
れ
る
の
が
通
例
と
な
り
、
五
位
に
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③

昇
る
こ
と
が
栄
爵
ま
た
は
叙
爵
と
言
わ
れ
大
変
名
誉
な
こ
と
と
さ
れ
た
反
面
、
六
位
以
下
で
は
特
に
七
位
以
下
の
位
階
は
消
滅
し
た
も
同
然
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
く
ら
い
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

な
り
、
位
階
と
言
え
ば
事
実
上
「
従
五
位
下
」
以
上
だ
け
を
問
題
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
五
位
の
位
は
昇
殿
制
の
成
立
以
降
、
貴
族
と
し
て
の

メ
ル
ク
マ
に
ル

指
　
標
に
直
接
な
ら
な
い
も
の
の
、
上
級
貴
族
に
と
っ
て
は
出
発
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
中
小
貴
族
に
と
っ
て
は
終
着
点
で
あ
り
、
貴
族
に
仲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

間
入
り
で
き
る
最
低
ラ
イ
ン
で
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
う
ち
か
ば
ね

　
本
来
、
位
階
は
氏
姓
と
異
な
り
個
人
に
授
与
さ
れ
、
授
与
主
体
の
天
皇
の
代
替
り
に
変
わ
る
こ
と
な
く
固
定
的
で
あ
り
、
官
人
は
勤
務
評
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

（
考
）
を
受
け
、
そ
れ
に
基
づ
き
位
階
が
昇
進
さ
れ
た
（
選
叙
）
。
と
こ
ろ
が
、
政
治
的
・
経
済
的
・
身
分
的
特
権
が
格
段
と
飛
躍
す
る
五
位
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

は
天
皇
の
勅
裁
を
必
要
と
す
る
勅
授
で
あ
る
た
め
、
平
安
時
代
に
は
い
る
と
、
家
柄
等
に
よ
り
栄
爵
に
預
か
り
位
階
の
昇
進
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
こ
の
様
な
位
階
欄
の
変
化
は
律
令
制
社
会
そ
の
も
の
の
変
容
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
九
世
紀
中
葉
以
降
、
藤
原
罠
な
ど
の
一
部
有
力
氏
族
が
高
位
高
官
を
独
占
す
る
一
方
、
律
令
制
以
前
か
ら
の
伝
統
的
有
力
氏
族
は
衰
退
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ゆ
く
。
近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
平
安
貴
族
（
社
会
）
は
奈
良
貴
族
（
社
会
）
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
び
付
か
ず
、
官
僚
社
会
に
即
応
し
た
新
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

タ
イ
プ
の
氏
族
が
進
出
し
台
頭
す
る
と
い
う
考
え
も
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　
で
は
、
高
位
高
官
を
独
占
す
る
氏
族
や
新
た
に
進
出
し
台
頭
す
る
氏
族
の
陰
で
衰
退
し
て
い
っ
た
か
つ
て
の
有
力
氏
族
の
そ
の
後
は
ど
う
な

っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
没
落
し
な
が
ら
も
、
ど
の
様
に
民
を
維
持
・
継
承
し
再
結
集
を
計
っ
て
ゆ
こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
様
な

考
察
は
、
平
安
貴
族
縫
会
の
構
造
・
「
氏
」
や
「
家
」
の
問
題
を
考
え
る
上
で
も
必
要
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
ら
の
社
会
的
地
位
が
低
い
こ
と
も
あ

り
、
史
料
上
に
な
か
な
か
現
わ
れ
に
く
い
と
い
う
制
約
の
た
め
か
、
殆
ど
研
究
が
進
展
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
か
か
る
糊
約
に
も
か
か
わ
ら

ず
検
討
の
対
象
と
す
べ
き
こ
と
に
、
「
代
替
り
」
の
儀
式
に
ち
な
み
伴
・
佐
伯
・
和
気
・
百
済
王
と
い
う
か
つ
て
の
有
力
氏
族
が
叙
爵
（
「
氏
爵
し
）

に
預
か
り
、
そ
れ
を
通
し
て
氏
が
曲
が
り
な
り
に
も
維
持
・
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

　
氏
爵
と
は
、
竹
内
理
三
氏
に
よ
れ
ば
、
「
毎
年
正
月
叙
位
に
、
王
民
及
び
源
氏
藤
原
影
響
氏
等
諸
氏
の
中
で
、
正
六
位
上
ま
で
進
ん
で
五
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
中
か
ら
、
一
人
つ
つ
推
挙
し
て
叙
爵
し
て
叙
爵
の
恩
典
に
浴
さ
せ
る
こ
と
」
で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
、
藤
木
邦
彦
氏
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「氏爵」の成立（田島）

に
よ
る
と
、
氏
爵
は
「
平
安
時
代
か
ら
、
毎
年
正
月
六
感
（
七
日
、
ま
た
は
五
日
目
の
叙
位
の
儀
に
際
し
、
王
氏
・
源
氏
・
藤
原
氏
・
橘
疵
な
ど

の
正
六
位
上
の
者
の
う
ち
か
ら
毎
年
各
一
人
、
各
氏
長
者
（
橘
氏
は
是
定
、
王
民
は
第
一
親
王
の
ち
是
定
）
か
ら
申
請
し
た
者
に
対
し
、
従
五
位
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
じ
の
き
よ

を
与
え
る
こ
と
。
（
中
略
）
ま
た
氏
挙
と
も
い
う
。
春
画
氏
爵
は
、
令
制
の
蔭
位
の
制
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
起
っ
た
も
の
で
、
有
力
な
氏
に
対

す
る
一
特
典
で
あ
り
、
そ
の
氏
の
氏
長
者
は
こ
れ
を
推
挙
す
る
特
権
を
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
正
六
位
上
の
者
は
、
氏
ご
と
に
常
に
何
人

か
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
特
典
を
競
望
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
で
希
望
者
は
ま
ず
申
文
（
申
請
書
）
を
氏
長
者
に
提
出
し
、
こ
れ
を
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

長
者
が
見
て
、
そ
の
う
ち
か
ら
適
任
者
を
定
め
、
こ
れ
を
氏
長
者
か
ら
専
心
を
も
っ
て
推
挙
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
氏

爵
に
預
か
る
氏
は
王
・
源
・
藤
原
・
橘
の
四
氏
と
い
う
平
安
時
代
の
特
に
有
力
な
残
で
あ
り
、
氏
爵
は
そ
う
し
た
有
力
な
氏
に
対
す
る
一
特
典

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
平
安
時
代
の
叙
位
や
氏
爵
の
史
料
を
通
覧
す
る
と
、
毎
年
正
月
の
叙
位
で
王
・
源
・
藤
原
・
橘
の
四
氏
が
預
か
る
氏
爵
の
他
に
、

即
位
式
・
大
嘗
会
な
ど
天
皇
の
代
替
り
の
儀
式
に
伴
う
叙
位
（
即
位
叙
位
・
大
嘗
会
叙
位
）
や
十
九
年
に
一
度
、
十
一
月
朔
日
が
冬
至
と
な
る
こ
と

を
祝
う
朔
旦
冬
至
に
伴
う
叙
位
（
朔
旦
叙
位
）
で
伴
・
佐
伯
・
和
気
・
百
済
王
の
四
琉
が
「
固
煉
」
に
預
か
る
こ
と
も
見
え
る
が
、
そ
れ
に
つ
い

て
は
、
い
つ
頃
、
な
ぜ
成
立
し
た
か
を
始
め
、
そ
の
実
態
は
殆
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
（
以
下
、
諸
氏
以
下
四
氏
へ
の
叙
爵
を
「
氏
爵
」
と
示
す
）
。

も
は
や
有
力
で
は
な
く
な
っ
た
こ
れ
ら
四
氏
に
な
ぜ
「
氏
爵
扁
の
授
与
が
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
画
嚢
」
の
実
態
の
解
明
は
平

安
貴
族
社
会
を
考
え
る
上
で
意
外
な
側
面
を
示
し
て
く
れ
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
研
究
は
殆
ど
進
展
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
ま
ず
、
「
氏
爵
」

の
み
な
ら
ず
、
即
位
叙
位
・
大
嘗
会
叙
位
（
両
者
を
合
わ
せ
「
即
位
」
叙
位
と
す
る
）
・
朔
旦
叙
位
の
実
態
か
ら
し
て
研
究
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に

よ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
叙
位
の
「
氏
爵
」
は
氏
か
ら
の
推
薦
書
（
申
文
）
の
提
出
か
ら
始
ま
り
、
叙
位
の
議
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
が
、
「
残

爵
」
の
申
文
の
内
容
と
叙
位
の
議
の
内
容
と
が
双
方
と
も
よ
く
判
る
典
型
例
を
見
い
出
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
も
起
因
し
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
か
か
る
研
究
状
況
を
鑑
み
、
ま
ず
、
「
氏
爵
」
の
典
型
例
と
し
て
理
解
す
る
上
で
格
好
の
例
で
あ
り
な
が
ら
殆
ど
注
目
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
応
徳
三
年
十
二
月
分
即
位
叙
位
（
堀
河
即
位
）
を
、
百
済
玉
氏
の
「
玩
爵
」
申
文
（
『
為
房
卿
記
』
紙
背
文
書
）
と
叙
位
の
議
を
記
し
た
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『
通
俊
卿
記
』
を
通
し
て
検
討
し
た
後
、
そ
れ
を
も
と
に
同
様
な
視
角
か
ら
の
分
析
を
そ
の
前
後
の
時
代
、

に
も
及
ぼ
し
、
「
氏
爵
」
の
実
態
の
理
解
や
成
立
時
期
・
成
立
理
由
の
解
明
に
迫
ろ
う
と
思
う
。

①
　
黒
板
伸
夫
「
位
階
制
変
質
の
一
側
面
一
平
安
中
期
以
降
に
お
け
る
下
級
位
階

　
一
1
」
（
『
日
本
歴
史
』
四
一
三
号
　
一
九
八
四
年
）
。

②
『
続
ヨ
本
紀
研
究
臨
紙
上
で
の
米
田
雄
介
・
福
井
俊
彦
両
氏
の
研
究
の
後
、
最

、
近
の
研
究
で
は
、
黒
板
伸
夫
「
平
安
時
代
の
位
階
－
正
四
位
上
・
正
五
位
上
を

　
中
心
と
し
て
t
」
（
瀧
川
博
士
米
寿
記
念
会
編
『
律
令
舗
の
諸
問
題
』
一
九
八
四

　
年
）
が
あ
る
。

③
　
竹
内
理
三
「
成
功
・
栄
爵
考
」
（
『
律
令
制
と
貴
族
政
権
』
第
H
都
一
九
五
八
年
）
。

④
　
土
田
直
鎮
「
官
職
制
度
の
概
観
」
（
『
岩
波
古
語
辞
典
』
一
九
七
四
年
）
。

⑤
　
橋
本
義
彦
「
費
族
政
権
の
政
治
構
造
」
（
『
岩
波
講
座
　
日
本
歴
史
』
4
　
一
九

　
七
六
年
、
の
ち
、
『
平
安
貴
族
』
一
九
八
六
年
）
、
古
瀬
奈
津
子
「
興
殿
制
の
成
立
」

　
（
青
木
和
夫
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代
の
政
治
と
文
化
』
一
九
八
七
年
）
。

⑥
嬬
本
義
彦
「
公
家
の
暮
し
し
（
同
『
貴
族
の
世
紀
瞼
一
九
七
五
年
）
。

更
に
、
大
嘗
会
叙
位
・
朔
且
叙
位

⑦
竹
内
理
三
「
律
令
官
位
制
に
於
け
る
階
級
性
」
（
『
律
令
制
と
貴
族
政
権
』
第
－

　
部
　
一
九
五
七
年
）
。

⑧
養
老
公
式
令
1
6
勅
授
位
記
式
条
。

⑨
　
長
山
泰
孝
「
古
代
貴
族
の
終
焉
」
（
『
悪
日
本
紀
研
究
』
二
一
四
号
　
　
九
八
一

　
隔
ヰ
）
、
佐
㎝
膝
宗
諄
「
律
令
政
治
の
驚
歎
」
（
歴
史
学
研
究
ム
∬
・
日
本
史
研
究
会
編
…

　
『
講
座
日
本
歴
史
陣
2
　
一
九
八
四
年
）
。

⑩
宇
根
勲
賞
「
律
令
官
人
鋼
と
貴
族
」
（
『
史
学
研
究
』
一
五
五
号
一
九
八
二
年
）
。

⑪
　
竹
内
理
三
「
氏
長
者
」
（
『
律
令
制
と
費
族
政
権
』
第
H
部
　
一
九
五
八
年
）
。

⑫
藤
木
邦
彦
「
う
じ
の
し
ゃ
く
氏
爵
」
（
『
国
史
大
辞
典
』
第
二
巻
一
九
八
四

　
年
）
。

⑬
最
近
の
研
究
と
し
て
、
宇
根
俊
範
「
氏
爵
と
旋
長
者
」
（
坂
本
賞
三
編
『
王
朝
国

　
家
國
家
史
の
研
究
』
一
九
八
七
年
・
）
が
あ
り
、
更
に
研
究
が
進
展
し
た
。
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第
一
章
　
応
徳
三
年
十
二
月
の
即
位
叙
位
と
「
氏
爵
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
［
節
　
応
徳
三
年
十
二
月
十
三
臼
歯
交
野
禁
野
司
百
済
王
氏
人
血
文
の
検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
既
に
捌
の
機
会
で
述
べ
た
よ
う
に
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
十
七
冊
本
の
『
為
即
言
記
』
（
『
大
御
記
』
）
の
う
ち
寛
治
元

（一

Z
八
七
）
千
秋
七
月
八
月
九
月
条
の
「
裏
書
」
と
題
す
る
写
本
（
題
号
漁
一
理
十
七
冊
本
の
八
）
は
万
治
三
（
一
六
六
〇
）
年
五
月
二
十
五
日
の
奥
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
も
つ
江
戸
蒔
代
の
写
本
で
古
写
本
で
は
な
い
も
の
の
、
院
政
期
を
中
心
と
し
た
注
目
す
べ
き
紙
背
文
書
が
「
裏
書
」
と
し
て
書
写
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
て
う
ら

こ
の
写
本
は
袋
綴
で
紙
数
は
四
十
二
紙
で
あ
る
が
、
第
五
紙
・
第
十
四
紙
の
各
女
の
表
裏
と
第
十
五
紙
の
表
に
は
、
応
徳
三
（
一
〇
八
六
）
年
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
百
済
王
）

一一

獅
ﾌ
堀
河
天
皇
の
即
位
式
に
伴
う
叙
位
（
即
位
叙
位
）
に
関
す
る
「
御
交
野
禁
野
司
百
済
氏
人
」
ら
の
「
氏
爵
」
申
文
が
中
毒
な
が
ら
書
写
さ



「氏爵」の成立（田島）

　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

れ
て
い
る
。
こ
の
申
文
は
殆
ど
学
界
に
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
「
代
替
り
」
の
儀
式
に
伴
う
「
氏
爵
」
の
実
態
を
考
え
る
際
に
重
要
な
手
掛
り

を
与
え
て
く
れ
る
。
従
っ
て
、
ま
ず
写
本
よ
り
こ
の
申
文
の
部
分
の
写
真
と
復
原
さ
れ
る
釈
文
と
を
示
し
な
が
ら
や
や
詳
し
く
そ
の
内
容
を
紹

介
す
る
。
な
お
、
申
文
は
中
尊
で
あ
る
た
め
、
便
宜
的
に
そ
の
前
後
を
そ
れ
ぞ
れ
A
断
簡
・
B
断
簡
と
略
称
す
る
。

　
　
（
第
五
紙
表
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寒
傷
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「氏爵」の成立（田島）

（
第
十
四
紙
裏
）

一．、

i
轡
鋒
蟹
考
墜
乳
蝦
ミ
蕪
編
妻
事
審
巳

　
、
蓼
概
蟻
酸
蕩
蕩
憂
ア
老
続
　
「
ゑ
髭

耀
謙
蜘

　
　
　
　
蓼
－
蕩
奮
萎
甑
鷺
懲
懲

鷹
磁
多
孝
妻
そ
ン
吻
蓬
嶺
滝
Z
屡
暴
「
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渉
建
ゑ
讐
髪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
三
三
鼠
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
三
三
三
三
ρ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夢
婆
盈
窪
榛
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
覆
み
島
獲
磯
切
嚢

41 （41）



（
第
十
五
紙
表
）

　
　
　
ザ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
邑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ξ

　　

@　
@　
@　

@
癒
禦
．

磯
議
灘
欝
毅
麟

繊
嚢

、
癖
乳
㎝

　
仔
〆
　
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ

嚢
離
礁
撫
難
瓢
購
鍵
撚
・
賑
欝
・
懸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

　
　
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
顎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

42　（42，）



「氏爵」の成立：（田島）

釈

文

　
〔
A
断
簡
〕

（
第
五
紙
表
）

「
御
交
野
禁
野
司
百
済
氏
人
等
誠
憧
誠
恐
謹
言

　
　
請
下
特
蒙
二
　
天
恩
一
依
二
先
例
一
任
二
道
理
一
被
う
預
二
蔭
子
百
済
葦
葺
貞
栄
爵
一
状

　
御
即
位
井
大
嘗
會
・
朔
旦
等
給
近
例

　
　
御
即
位

　
　
慶
忠
王

　
　
慶
運
王

　
　
昌
源
王

　
　
基
明
王

　
　
基
清
王

　
　
基
行
王

　
　
大
嘗
會

　
　
興
元
王

「
　
　
良
運
王

（
第
五
紙
裏
）

「
　
朔
旦

　
　
藤
運
王

寛
弘
八
年
十
月
十
七
日

長
和
五
年
二
月
七
日

　
　
　
　
〔
七
力
〕

長
元
九
年
六
月
六
日

寛
徳
二
年
四
月
廿
八
日

治
暦
四
年
七
月
十
九
日

延
久
四
年
十
二
月
廿
八
日

叙叙叙叙叙叙
給給給給給給

寛
和
二
年
十
一
月
十
七
目
　
叙
給

寛
弘
九
年
十
一
月
廿
目
　
叙
給

天
暦
九
年
十
一
月
昔
二
目
　
叙
給

」」」
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〔
一
力
〕

　
　
　
宗
照
王
　
　
　
　
　
　
長
元
四
年
十
二
月
十
五
日
　
叙
給

　
　
　
興
任
王
　
　
　
　
　
　
永
承
五
年
十
一
月
十
三
日
　
叙
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
延
久
元
力
〕

r
　
　
興
房
王
　
　
　
　
　
　
□
□
□
年
十
一
月
廿
二
日
　
叙
給

　
　
　
　
　
（
中
　
欠
）

　
〔
B
断
簡
〕

（
第
十
四
紙
表
）

　
　
　
　
　
　
　
（
蓋
）
　
〔
佛
力
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
蛮
力
〕
　
　
　
　
　
　
（
百
済
王
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
夷
力
〕

「
像
・
輕
論
・
幡
蓋
・
挾
二
一
馬
・
鷹
、
加
レ
之
以
、
南
金
初
出
、
典
則
福
献
工
其
紫
磨
ハ
東
瓦

　
　
　
　
（
百
済
王
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
亦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
勲
力
〕

　
急
紛
、
則
俊
哲
揮
二
其
白
刃
ハ
非
二
蕾
先
祖
立
傳
之
功
ハ
焦
其
後
畜
遺
二
劾
石
之
動
ハ

　
因
レ
藪
、
代
代
　
天
皇
御
即
位
井
朔
旦
冬
至
日
、
随
二
身
挙
一
奏
、
叙
コ
給
氏
爵
ハ
往
古

　
之
例
、
不
レ
可
二
勝
計
ハ
就
レ
中
、
基
貞
大
祖
父
慶
忠
王
・
父
基
行
王
、
是
等
也
、
門
跡
勝
亡

　
　
　
　
　
　
（
白
河
天
皇
）

　
中
、
因
レ
藪
、
先
朝
　
御
蹟
酢
之
時
、
氏
輩
多
難
レ
成
二
遠
望
ハ
以
二
基
行
一
被
レ
尋
コ
叙
御

　
　
〔
巳
力
〕
〔
了
力
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
雛
力
〕

「
爵
】
己
　
下
、
然
則
、
基
貞
相
次
欲
レ
被
二
叙
爵
噛
尤
當
二
其
仁
ハ
抑
氏
人
之
輩
誰
レ
多
、
不
レ
勤
二

（
第
十
四
紙
裏
）

　
　
　
（
役
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
於
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
役
力
〕

「
供
御
役
ハ
恣
奏
二
申
文
ハ
於
二
父
基
行
一
者
、
搦
鋤
二
微
官
日
勤
コ
仕
供
　
御
使
用
甘
五
箇
年
、

　
　
　
　
〔
公
力
〕
　
　
〔
敏
力
〕
　
（
マ
マ
）

　
何
年
奉
二
之
後
、
放
レ
叙
二
無
端
之
輩
一
乎
、
望
請
　
天
恩
、
任
二
道
理
ハ
被
レ
叙
二
件
氏
爵
一

　
　
　
　
〔
知
力
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
公
力
〕

　
者
、
且
和
二
門
跡
之
殊
勝
ハ
且
仰
二
奉
ミ
之
不
空
ハ
氏
人
等
誠
樫
誠
恐
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
憲
徳
瓢
一
年
十
二
n
月
十
一
二
臼
蔭
エ
」
　
甲
止
山
ハ
塁
上
百
済
王
土
貞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
六
差
上
百
済
王
永
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
六
位
上
百
済
王
正
続

」」」」
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［

　
　
　
正
六
位
上
百
済
王
時
世

　
　
　
一
止
六
位
上
百
済
王
清
朋
バ

蔭
子
　
正
六
極
上
百
済
王
為
基

禁
野
別
當
従
五
位
下
百
済
王
基
行

禁
野
別
當
従
五
位
下
百
済
垂

（
第
十
五
紙
表
）

「
件
基
貞
交
野
禁
野
司
供
御
子
孫
明
白
也
、
傍

　
為
レ
令
二
謹
文
一
加
二
与
判
一
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
府
力
〕
（
下
毛
賜
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
近
衛
先
生
下
野
武
忠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
府
力
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
近
衛
先
生
下
野
敦
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
近
衛
将
監
下
野
本
曲

」」」

「氏爵」の成立（田島）

　
こ
の
文
書
は
事
書
等
に
よ
る
と
、
応
徳
三
年
十
一
月
二
十
六
日
に
践
醸
し
た
堀
河
天
皇
の
即
位
式
（
十
二
月
十
九
日
）
に
先
だ
ち
十
二
月
十
六

爲
に
行
わ
れ
た
即
位
叙
位
の
議
に
お
い
て
、
蓄
済
王
茂
の
「
蔭
子
」
基
盤
が
「
先
例
」
に
よ
り
「
栄
爵
」
（
従
五
位
下
）
を
授
け
ら
れ
る
よ
う
に

と
「
御
交
野
禁
野
司
百
済
氏
人
」
ら
が
提
出
し
た
申
文
で
あ
る
。
以
下
、
関
連
史
料
を
示
し
つ
つ
「
申
文
」
の
大
意
を
紹
介
す
る
（
以
下
、
こ
の

「
氏
爵
」
申
文
を
「
申
文
」
と
略
称
す
る
）
。

　
ま
ず
A
断
簡
（
第
五
紙
表
裏
）
に
は
、
事
書
に
続
き
「
御
即
位
井
大
嘗
會
朔
旦
等
給
近
例
」
（
以
下
、
「
近
例
」
と
略
称
す
る
）
と
し
て
、
即
位
叙

位
・
大
嘗
会
叙
位
・
朔
旦
叙
位
で
「
民
爵
」
に
預
か
っ
た
交
野
の
百
済
王
氏
の
先
例
が
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
て
い
る
。
今
、
そ
れ
を
叙
位
ご
と
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

代
順
に
整
理
し
て
み
る
と
表
1
の
様
に
な
る
。
「
群
盗
」
に
示
さ
れ
た
人
物
の
う
ち
、
即
位
叙
位
で
「
氏
爵
」
に
預
か
っ
た
寛
弘
八
年
の
慶
忠
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表1　「申文」にみえる「御即位＃大嘗禽朔旦等給近例」

叙　　　　　　　位

天皇
日本年号

k西暦〕 即位1大嘗会撫冬至
備　　　　　考

村　　上 天暦9
k955〕

11／22翻案王

一　　条 寛和2
k986〕

11／17興三王

寛弘8
k1011〕 10／17慶忠王

三　　条
長和1
k1012〕 11／20良運王 寛弘9年は長和元年と改元

長和5
k1016〕 2／7慶運王 叙位議は2／6，即位式は2／7

二一条
長元4
k1031〕

12／15宗照王
i11／15カ）

後朱雀
長元9
k1036〕

（6／6
V／6カ）昌源王 叙位議は7／6，即位式は7／10

寛徳2
k1045〕 4／28基明王 即位式は4／8，叙位議は4／28

後冷泉
永承5
k1050〕

11／13自任王

治暦4
k1068〕

7／19基聖王 叙位議は7／19，即位式は7／21

後三：条
延久1
k1069〕 11／22興房王

白　　河 延久4
k1072〕

12／28基行ヨ三 即位式は12／29

「申文」にみえる各叙位が行われた日と『公卿補任』の尻付など他の史料から知られる各叙位の

日と齪齢する例がみえるが，これは，叙位が審議された日と実際に位記が授与されたEとの相違

であろう。「申文」には叙位が審議された日が記されている。

王
と
延
久
四
年
の
基
行
王
は
、
後
述
す
る
B
断
簡

か
ら
知
ら
れ
る
様
に
「
氏
爵
」
を
申
請
し
た
「
蔭

子
」
基
貞
の
そ
れ
ぞ
れ
祖
父
と
父
で
あ
る
。
A
断

簡
は
「
近
例
」
の
後
、
欠
け
て
い
る
の
で
、
次
に

B
断
簡
の
説
明
を
行
う
。

　
B
断
簡
（
第
十
四
紙
表
裏
・
第
十
五
紙
表
）
の
冒
頭

は
前
欠
で
、
釈
文
の
み
を
示
す
と
次
の
様
に
な
る
。

　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
（
2
×
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

　
　
（
第
1
行
）
像
経
論
幡
蓋
挾
具
及
馬
鷹
加
之
以

　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
南
金
初
出
則
敬
福
獄
其
紫
暦
東
中

　
　
（
第
2
行
）
急
紛
則
俊
哲
揮
其
白
刃
　
（
後
略
）

　
前
欠
の
た
め
判
読
し
難
い
箇
所
も
あ
る
が
、
引

用
部
分
に
続
け
て
、
た
だ
「
先
祖
立
傳
之
功
」
の

み
で
は
な
く
、
ま
た
、
「
其
後
畜
」
も
「
劾
石
之

〔
勲
力
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

動
」
を
遣
し
た
た
め
代
々
天
皇
の
「
即
位
」
・
朔
旦

冬
至
に
「
二
二
」
に
預
か
っ
た
と
記
し
て
い
る
こ

と
、
さ
ら
に
、
百
済
王
属
は
日
本
（
倭
国
）
と
友
好

関
係
が
深
い
百
済
国
が
六
六
〇
年
に
唐
・
新
羅
連

合
軍
の
た
め
滅
亡
し
た
の
に
伴
い
亡
命
し
た
王
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
に
き
し

幅
広
（
善
光
）
を
祖
と
し
、
持
統
朝
に
百
済
王
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
き
し
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「氏爵」の成立（田島）

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

い
う
氏
族
名
を
賜
わ
り
八
・
九
世
紀
に
か
け
て
活
躍
し
た
渡
来
系
氏
族
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ぱ
、
次
の
様
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
ま
ず
、
（
1
）
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
（
以
下
、
『
書
紀
』
と
略
す
）
欽
明
十
三
年
十
月
条
の
「
百
済
聖
明
王
、
顛
辞
遣
二
西
部
姫
氏
達
率

回
忌
斯
致
契
等
ハ
献
二
釈
迦
仏
金
銅
像
一
年
・
幡
蓋
若
干
・
経
論
若
干
巻
ハ
」
と
い
う
記
事
が
関
連
し
よ
う
。
こ
れ
は
百
済
の
聖
明
王
が
仏
像
・

幡
蓋
・
経
論
を
日
本
に
伝
え
た
と
す
る
、
所
謂
仏
教
公
伝
と
称
さ
れ
る
記
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
（
1
）
の
部
分
を
比
較
す
る
と
、
ほ
ぼ
同
じ
内

容
な
の
で
、
「
申
文
」
の
前
欠
部
分
に
は
百
済
国
王
が
仏
像
を
献
じ
た
こ
と
（
「
，
献
釈
迦
仏
金
銅
（
像
）
」
等
）
が
記
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
、
（
2
）
「
馬
」
に
つ
い
て
は
、
『
古
事
記
』
中
巻
応
神
天
皇
の
段
の
「
百
済
国
主
照
古
王
、
駅
馬
牡
馬
壱
疋
・
牝
馬
壱
疋
ハ
付
瓢
阿
知
亡
師
一

品
貢
上
・
蹴
羅
譲
」
と
い
う
記
事
や
『
喪
響
応
準
葦
分
鷺
条
の
「
墓
手
遣
一
画
直
璽
劃
良
墨
鹿
瀬
養
二
闘
士
上

厩
ハ
因
以
二
二
直
岐
一
令
二
掌
飼
噛
贈
号
二
其
養
レ
馬
之
庭
ハ
日
二
塾
図
一
也
、
」
と
い
う
記
事
と
関
連
し
よ
う
。
こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
り
、
馬
は
応
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
阿
薩
伎
）

朝
の
頃
に
百
済
国
王
が
阿
知
吉
師
、
を
日
本
に
派
遣
し
た
際
に
齎
さ
れ
た
と
の
伝
え
が
「
記
紀
」
編
纂
時
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
、
（
3
）
「
鷹
」
に
つ
い
て
は
、
『
書
紀
』
仁
徳
四
十
三
年
九
月
条
の
次
の
記
事
が
関
連
し
よ
う
。

　
　
庚
子
朔
、
裏
門
屯
倉
誓
書
古
響
町
越
鳥
ハ
献
二
於
天
皇
一
日
、
「
臣
毎
レ
張
レ
網
捕
レ
鳥
、
未
三
文
得
二
是
鳥
之
類
例
故
奇
襲
献
レ
之
、
」
天
皇
召
二
酒
君
噛

　
　
示
レ
鳥
日
、
「
是
何
鳥
　
、
」
酒
至
難
言
、
「
此
鳥
之
類
、
多
在
瓢
百
済
一
得
レ
馴
而
理
念
レ
人
、
言
書
飛
語
掠
二
諸
鳥
ハ
百
済
俗
号
二
審
鳥
一
田
二

　
　
側
螂
W
羅
上
腿
」
強
諸
国
鴻
罫
齢
套
養
蹴
警
米
一
幾
隙
の
嗣
直
壁
の
駅
、
酒
君
禅
話
二
章
繕
一
著
聯
繋
課
率
以
二
小
鈴
一
著
二
輪
尾
ハ
居
二
腕
上
「
献
ご
予
天

　
　
皇
「
是
日
、
幸
二
百
舌
鳥
野
一
而
遊
猟
、
時
雌
雑
多
起
、
乃
放
レ
鷹
令
レ
捕
、
勿
獲
二
数
十
海
賦

　
　
是
月
、
甫
定
二
鷹
甘
部
ハ
故
時
人
号
二
其
養
レ
鷹
之
慮
ハ
日
二
鷹
甘
邑
一
也
、

　
こ
の
時
、
鷹
の
「
養
馴
」
を
命
ぜ
ら
れ
た
酒
君
は
「
百
済
王
之
族
」
で
、
百
済
に
派
遣
さ
れ
た
紀
角
宿
禰
に
対
し
「
無
礼
」
で
あ
っ
た
と
し

　
（
葛
　
城
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
襲
津
彦
に
付
け
て
日
本
に
送
ら
れ
た
人
物
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
馬
の
献
上
を
め
ぐ
る
伝
承
と
同
様
、
こ
れ
ら
の
寵
事
が
何
ら
か
の
事
実
に

基
づ
く
か
否
か
と
い
う
問
題
は
暫
く
お
く
と
し
て
も
、
少
く
と
も
八
世
紀
初
め
頃
に
は
、
鷹
は
仁
徳
朝
の
頃
に
百
済
の
王
族
に
よ
っ
て
、
「
養

馴
」
が
始
め
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
承
を
も
と
に
交
野
の
百
済
王
氏
の
桜
之
は
鷹
飼
が
百
済
国
の
王
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族
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
こ
と
を
先
祖
の
功
績
と
認
識
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
後
述
す
る
様
に
交
野
の
禁
野
は
鷹
場
で
あ
る
の
で
、
鷹

飼
の
始
ま
り
を
め
ぐ
る
伝
承
は
「
禁
野
別
當
」
の
百
済
王
子
が
「
氏
爵
」
に
預
か
る
大
き
な
根
拠
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
如
く
、
「
記
紀
」
に
記
述
さ
れ
た
百
済
国
か
ら
の
仏
教
公
爵
・
馬
の
進
上
や
百
済
国
の
王
族
に
よ
る
鷹
飼
の
開
始
を
、
交
野
の
百
済

王
氏
の
氏
人
は
、
「
先
祖
立
傳
之
功
」
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
（
4
）
の
部
分
は
『
黒
日
本
紀
』
（
以
下
、
『
続
合
』
と
略
す
）
天
平
勝
宝
元
（
七
四
九
）
年
四
月
甲
午
朔
条
・
乙
卵
（
二
十
二
日
）
条
等
に
み
え

る
所
謂
東
大
寺
公
舎
那
仏
（
大
仏
）
の
黒
金
の
た
め
陸
奥
守
百
済
王
敬
福
が
部
内
の
小
田
郡
で
産
出
さ
れ
た
黄
金
を
朝
廷
に
献
上
し
た
功
績
と
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
。
　
　
　
　
　
　
。

淫
し
よ
う
。
「
申
文
」
に
み
え
る
「
敬
福
」
と
は
勿
論
百
済
王
敬
福
を
指
し
「
紫
磨
」
と
は
黄
金
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
「
南
金
」
は
「
黄
金
」
の

誤
写
と
思
わ
れ
る
。
続
く
（
5
）
の
部
分
は
や
や
判
読
し
難
い
部
分
も
あ
る
が
、
百
済
王
氏
は
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
初
め
に
か
け
て
律
令
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る

家
の
零
下
経
略
に
お
い
て
軍
事
面
で
活
躍
し
た
氏
族
で
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ぼ
、
「
白
刃
」
を
「
揮
」
つ
た
「
俊
哲
」
と
は
宝
亀
五
（
七
七
四
）

年
よ
り
始
ま
っ
た
対
蝦
夷
戦
争
で
活
躍
し
た
百
済
王
俊
哲
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
「
功
績
」
を
強
調
し
た
部
分
と
思
わ
れ
る
。
聖
哲
は
陸
奥
鎮

守
副
将
軍
・
同
将
軍
、
上
夷
副
使
等
を
歴
任
し
た
が
、
『
続
紀
』
宝
亀
十
一
（
七
八
○
）
年
十
二
月
丁
巳
（
二
十
七
日
）
条
に
よ
れ
ば
「
陸
奥
鎮
守
副

将
軍
従
五
位
上
百
済
王
俊
哲
等
言
、
己
等
為
レ
賊
被
レ
囲
、
三
吉
矢
壷
、
而
祈
二
桃
生
・
白
河
等
郡
神
一
十
一
社
日
乃
得
レ
潰
レ
園
、
自
レ
非
二
神
力
「

何
六
二
軍
士
ハ
請
預
二
幣
社
ハ
許
レ
之
、
」
と
あ
り
、
「
申
文
」
に
い
う
様
に
俊
哲
は
自
ら
「
揮
一
一
其
白
刃
こ
っ
て
「
賊
」
の
包
囲
網
を
突
破
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
か
か
る
東
北
経
略
に
お
け
る
彼
の
「
活
躍
」
は
百
済
王
氏
一
族
に
語
り
継
が
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
「
申
文
」
に
よ
る
と
、
百
済
王
氏
は
以
上
の
様
な
「
先
祖
」
と
「
霜
露
」
の
功
績
に
よ
り
、
代
々
の
天
皇
「
即
位
」
の
時
や
朔
旦
冬

至
の
日
に
「
氏
挙
」
に
随
っ
て
奏
し
、
「
氏
爵
」
が
叙
さ
れ
る
の
は
「
往
古
之
例
」
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
罠
爵
」
の
授
与

を
申
請
し
た
基
貞
の
「
大
祖
父
」
慶
忠
王
と
父
基
行
王
が
そ
う
し
た
例
で
あ
り
、
先
の
白
河
天
皇
の
即
位
叙
位
で
は
「
氏
爵
」
の
授
与
を
め
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

り
「
影
響
」
が
多
く
「
競
望
」
し
た
が
、
父
の
基
行
が
結
局
「
馬
爵
」
に
預
か
っ
て
い
る
の
で
、
子
の
基
貞
も
相
次
い
で
「
叙
爵
」
に
預
か
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
役
）

の
は
尤
も
「
仁
」
に
か
な
う
、
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
そ
も
そ
も
「
氏
人
年
輩
」
は
多
い
と
い
っ
て
も
禁
野
の
「
供
御
役
」
を
勤
め
ず
に
恣
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「氏爵」の成立（田島）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
役
力
〕

に
「
申
文
」
を
奏
し
て
い
る
こ
と
、
父
の
基
行
は
一
人
で
二
十
五
年
間
も
（
禁
野
別
当
と
し
て
）
「
供
御
使
」
に
勤
仕
し
て
い
る
こ
と
、
を
主
張
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

て
い
る
。
そ
の
後
や
や
文
意
不
明
だ
が
、
「
道
理
」
に
任
せ
て
基
貞
が
「
氏
爵
」
に
預
か
れ
ば
、
一
門
一
族
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、

「
奉
公
」
を
怠
り
な
く
勤
め
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
、
と
し
て
基
貞
へ
の
「
氏
爵
」
を
申
請
し
て
い
る
。

　
以
上
の
如
く
記
し
た
後
、
「
懸
徳
王
室
十
二
月
十
三
日
」
の
日
付
に
続
け
て
「
蔭
子
正
六
位
上
百
済
王
室
貞
」
以
下
八
人
が
名
前
を
連
ね
て

　
⑯

い
る
。
そ
し
て
、
「
申
文
」
の
最
後
に
は
「
氏
爵
」
を
申
請
し
た
百
済
王
基
貞
が
「
交
野
禁
野
司
供
御
」
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た

　
　
　
　
　
〔
鷹
力
〕
（
下
毛
野
）

め
、
「
右
近
衛
先
生
下
野
武
忠
」
以
下
三
人
が
「
与
判
」
を
加
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
与
判
」
の
意
味
を
理
解
す
る
に
は
百
済
王
氏

や
下
毛
野
氏
と
交
野
の
禁
野
と
の
関
係
を
少
し
述
べ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
百
済
王
玩
は
『
書
紀
』
天
智
三
（
六
六
四
）
年
三
月
条
に
「
以
二
百
中
食
善
光
王
手
ハ
居
“
一
干
難
波
ご
と
あ
る
よ
う
に
初
め
は
難
波
に
居
住
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

い
た
が
、
百
済
王
敬
福
が
河
内
守
に
任
命
さ
れ
た
天
平
勝
宝
二
（
七
五
〇
）
年
頃
、
百
済
王
氏
の
主
流
は
河
内
国
交
野
郡
に
移
住
し
た
と
考
え
ら

　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
み
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

れ
て
い
る
。
現
在
、
枚
方
市
中
宮
に
は
百
済
寺
跡
が
あ
り
、
百
済
王
氏
の
氏
寺
と
し
て
敬
福
が
創
建
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
し
て
、
光
仁
天
皇
が
宝
亀
二
（
七
七
一
）
年
二
月
に
行
幸
し
て
以
来
、
特
に
百
済
国
王
よ
り
分
れ
た
と
称
す
る
和
氏
出
身
の
高
野
新
笠
を
母
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
る
桓
武
天
皇
が
延
暦
二
（
七
八
三
）
年
十
月
に
行
幸
し
鷹
狩
を
行
っ
て
か
ら
は
、
頻
繁
に
交
野
の
地
に
天
皇
の
行
幸
が
あ
り
、
交
野
を
本
貫
と

す
る
百
済
王
氏
と
交
野
の
禁
野
と
の
関
係
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
。
「
禁
野
」
と
は
天
皇
の
支
配
す
る
狩
場
で
一
般
の
狩
猟
を
禁
じ
た
原
野
で
あ
り
、

し
め
の

標
野
と
も
呼
ば
れ
た
。
『
西
宮
認
』
（
史
籍
集
覧
本
）
巻
十
七
臨
時
五
の
鎖
鎌
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
タ
　
ノ

　
　
禁
野
、
北
野
彌
期
当
　
交
野
翻
鰭
蹄
等
　
宇
陀
野

と
あ
り
、
交
野
の
禁
野
は
百
済
王
氏
と
深
い
関
係
が
あ
っ
た
の
で
、
百
済
王
氏
が
そ
の
「
検
校
」
を
行
う
様
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
申
文
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
は
「
禁
野
別
當
」
が
二
人
み
え
る
が
、
代
女
こ
の
交
野
の
百
済
王
氏
が
そ
の
地
位
を
世
襲
し
て
い
た
ら
し
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
述
の
如
く
交
野
の
禁
野
で
は
鷹
狩
が
行
わ
れ
た
が
、
一
般
に
禁
野
で
は
衛
府
の
鷹
飼
の
官
人
（
次
第
に
近
衛
舎
人
に
限
定
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

と
い
う
）
が
蔵
人
所
の
も
と
で
鳥
を
供
御
と
し
て
貢
進
ず
る
制
度
が
で
き
て
ゆ
く
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
禁
秘
抄
』
上
巻
の
御
膳
事
に
は
、
「
供
御
四
国
供
、
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先
例
等
置
二
御
膳
棚
一
画
、
付
二
御
厨
子
三
民
近
代
只
直
付
二
御
厨
子
所
ハ
禦
野
交
野
等
協
同
レ
之
、
撫
響
人
」
と
あ
り
、
「
鷹
飼
舎
人
」
が
「
禁
野

交
野
等
鳥
」
を
進
め
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
一
方
、
九
世
紀
以
降
に
衛
府
を
中
心
に
活
躍
す
る
下
毛
野
氏
は
、
十
世
紀
末
葉
以
降
、
大
臣
家
大
饗
で
「
鷹
飼
渡
」
の
任
を
世
襲
的
に
独
占

　
　
　
　
　
⑳

す
る
様
に
な
り
、
院
政
期
以
降
は
蔵
人
所
に
直
属
す
る
鷹
飼
職
を
長
く
世
襲
し
、
衛
府
官
人
随
身
兼
御
鷹
飼
と
し
て
河
内
闘
交
野
の
禁
野
を
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

轄
下
に
お
き
、
そ
こ
に
設
定
さ
れ
た
鷹
飼
免
田
を
保
持
し
つ
つ
禁
野
の
管
掌
を
基
礎
と
し
て
散
所
の
管
理
運
営
に
当
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
与
判
」
を
加
え
た
一
人
下
毛
野
武
忠
は
当
時
の
記
録
等
に
忽
々
そ
の
名
が
見
え
る
人
物
で
、
『
水
左
記
』
応
徳
元
年
正
月
十
七
日
条
に
よ
れ

ば
「
鷹
飼
右
近
番
長
」
と
み
え
、
ま
た
、
『
下
毛
野
氏
系
図
』
に
よ
る
と
武
豊
は
「
御
鷹
飼
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。
「
氏
爵
」
に
預
か
る
こ
と
を

申
請
し
た
百
済
楽
基
貞
が
「
交
野
禁
野
司
供
御
子
孫
」
で
あ
る
こ
と
を
下
毛
野
武
豊
ら
が
保
証
し
て
い
る
の
は
、
下
毛
野
氏
が
当
時
交
野
の
禁

野
の
近
く
に
鷹
飼
と
し
て
居
住
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
申
文
」
に
こ
の
「
黒
黒
扁
が
必
要
だ
っ
た
理
由
は
、
「
氏
爵
」
を
め
ぐ
り

氏
人
に
よ
る
「
競
望
」
が
激
し
く
、
禁
野
供
御
役
を
勤
め
る
こ
と
が
「
氏
爵
」
の
授
与
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
証
明
す
る
必

要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　
以
上
、
「
申
文
」
の
内
容
を
検
討
し
た
が
、
こ
の
「
申
文
」
に
よ
り
、
こ
の
時
ま
で
、
交
野
の
禁
野
の
百
済
王
氏
は
遅
く
と
も
十
世
紀
中
頃

か
ら
十
一
世
紀
初
め
以
降
、
「
即
位
」
叙
位
・
朔
旦
叙
位
で
定
期
的
に
「
氏
爵
」
に
預
か
っ
て
お
り
、
今
圏
も
そ
の
先
例
に
な
ら
っ
て
叙
爵
さ

れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
申
文
」
は
ぜ
の
様
に
取
り
扱
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
応
徳
三
年
の
即
位
叙
位
の
議
を
『
通
俊
卿
記
』
に
よ

り
「
氏
爵
」
を
中
心
に
即
位
叙
位
の
実
例
を
考
察
す
る
。
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第
二
節
　
『
通
俊
卿
記
』
応
徳
三
年
十
二
月
十
六
日
条
の
検
討

応
徳
三
年
十
二
月
十
六
日
の
堀
河
天
皇
の
即
位
叙
位
に
つ
い
て
は
、
『
御
即
位
叙
位
部
類
』
所
引
の
『
通
俊
卿
認
』
に
詳
し
い
。
「
申
文
」
の



「玩爵」の成立（田島）

内
容
の
理
解
の
み
な
ら
ず
、
即
位
叙
位
の
審
議
内
容
が
判
る
典
型
的
な
例
で
も
あ
る
の
で
、
や
や
長
文
に
わ
た
る
が
、
『
大
日
本
史
料
』
第
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

編
之
一
よ
り
関
連
す
る
部
分
を
掲
げ
る
（
一
線
・
－
線
・
（
－
）
等
の
番
号
は
筆
者
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
師
実
）

　
　
応
徳
三
年
十
二
月
十
六
臼
、
今
日
被
レ
行
二
御
即
位
叙
位
事
一
叢
申
刻
参
内
、
（
中
略
）
次
摂
政
出
御
、
目
附
蝉
南
　
次
公
卿
各
署
レ
座
、
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔭
陽
吋
　
　
　
　
　
（
源
）

　
　
人
々
座
所
後
、
右
中
割
基
綱
朝
臣
・
権
盲
虻
弁
幽
草
・
右
少
弁
重
書
等
、
道
守
回
文
思
入
レ
自
可
聴
面
罵
戸
門
置
二
執
筆
人
座
前
ハ
（
中
略
）
摂

　
　
警
レ
頷
磯
．
諜
解
承
乏
置
二
笏
畿
～
取
コ
移
籍
文
書
於
第
二
箪
舞
（
露
）
叢
到
寄
簑
覧
卑
年
落
雷
返
積
（
露
）

予
鳶
口
葉
軸
謝
参
無
恥
候
二
摂
贅
莚
織
召
二
続
畢
舗
蕪
幕
欝
墨
髭
篇
噛
次
空
房
持
粂
続
燕
雀

　
　
野
州
取
レ
思
入
一
二
笛
ハ
齢
糊
聯
取
レ
笏
候
、
摂
政
願
許
給
、
次
置
レ
笏
披
レ
紙
巻
⇒
返
之
ハ
和
レ
墨
先
三
二
癖
直
四
字
ハ
詩
劇
憶
　
仰
云
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
白
河
）
　
　
　
　
　
　
　
〔
在
イ
〕

　
　
王
氏
爵
、
錐
レ
無
心
親
王
落
丁
被
レ
叙
否
、
予
申
云
、
無
ご
親
王
挙
ハ
殊
不
レ
被
レ
叙
、
但
院
御
斎
、
一
両
有
レ
之
叙
之
例
、
無
二
左
右
仰
ハ
傍

賭
博
錨
礁
ギ
鎌
鱗
転
嫁
藁
蓑
鐸
繍
欝
離
結
論
鰹

　
　
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
廻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
予
イ
〕

　
　
民
部
省
欲
レ
叙
、
件
奏
不
レ
見
目
筥
中
押
衡
以
二
右
中
弁
基
綱
朝
臣
一
令
二
尋
求
噛
令
レ
叙
レ
之
、
暢
次
取
レ
笏
忌
避
、
院
宮
御
申
文
召
遣
、
群
微

　
　
摂
政
諾
給
、
被
レ
仰
下
獄
レ
召
二
曲
少
弁
重
資
一
之
由
b
予
召
二
重
資
ハ
劉
参
入
居
士
東
予
噛
仰
云
、
院
宮
御
申
文
召
遣
、
野
馬
ポ
蝶
重
資
退
去
、

　
　
次
叙
ご
外
記
」
則
ハ
勾
二
申
文
一
入
二
筥
応
身
依
レ
蕊
取
コ
出
氏
爵
名
簿
等
ハ
置
目
硯
篤
左
方
ハ
一
嘗
鰍
難
次
下
コ
筆
画
・
佐
伯
・
和
気
・
百
済

　
　
戴
餅
墾
卸
蚕
簿
等
指
レ
笏
給
乏
郷
熊
舞
非
議
置
二
瀬
套
霧
蟹
・
次
依
レ
裂
次
斜
日
箆
麻
露
蠕
望

　
　
駒
権
次
叙
爵
墳
欝
礪
今
度
之
源
氏
爵
名
簿
・
熊
取
依
二
塁
不
レ
被
二
挙
聖
餐
為
二
簸
前
叙
位
乏
盗
下
郊
外
謁
茎

　
　
置
レ
笏
及
レ
手
給
レ
之
、
置
二
二
左
ハ
下
下
給
申
文
ハ
従
レ
窯
出
一
一
申
文
等
噛
殆
可
一
漉
合
ハ
伽
少
々
申
文
等
、
一
挙
与
一
一
硯
篤
一
之
間
、
置
レ
之
、

　　

�
･
算
甥
置
碁
簸
繭
鵬
際
挫
創
属
次
鋸
左
右
近
将
監
餐
皆
下
露
申
文
筆
此
掃
墨
少
叢
雲
授
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
副
力
〕

　　

@
宮
御
申
文
肇
（
中
蜘
次
登
臨
労
繍
灘
撫
輪
一
縷
蕪
雑
塩
蒸
疹
田
螺
薯
挙
二
鵬
蟄
ニ
へ
散
位
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
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（
済
定
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伴
）
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

挙
子
息
一
人
、
主
計
助
広
忠
挙
野
々
、
被
レ
叙
二
定
通
挙
一
一
、
外
記
伴
定
信
、
難
レ
申
二
氏
爵
噛
先
祖
依
レ
無
二
叙
爵
前
例
ハ
不
レ
被
レ
用
レ
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
佐
伯
）
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
（
儒
高
）
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

佐
伯
氏
所
労
者
二
人
、
伽
猷
鱗
禦
図
説
蝦
、
観
顯
隈
隈
灘
鷺
畷
蕪
蒸
職
験
魯
雛
被
爾
蝋
燭
跣
職
無
論
叙
二
信
高
ハ
鰯
畑
閣
　
次
被
レ
叙
二
百
済
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
和
）
⑰

懇
零
墨
無
熱
簾
善
導
姦
妊
題
塁
基
底
五
襲
（
露
）
鏡
原
仲
護
≒
鵬
騨
淡
レ
叙
　
謝
蝿

轡
鱗
鶴
位
美
内
藤
、
纂
肇
耀
次
暴
徒
四
位
上
整
轟
聯
童
覧
輩
年
号
ハ
（
中
略
）
次
摂
政
召
一

新
中
納
言
ハ
給
二
叙
位
ハ
令
二
請
印
ハ
（
下
略
）

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
従
四
位
上

　
　
〔
弐
〕

　
　
藤
原
朝
臣
能
実
、
院
御
給
、

　
従
四
位
下

　
　
〔
2
〕

　
　
藤
原
朝
臣
敦
基
、
策
、

　
従
五
位
上

　
　
〔
3
〕

　
　
藤
原
朝
臣
仲
実
、
陽
明
門
院
卿
給
、

　
　
〔
4
〕
　
　
　
（
耀
マ
）

　
　
平
朝
臣
資
季
、
治
国
、

　
従
五
位
下

　
　
（
1
）

　
　
蔽
棚
原
朝
臣
隆
時
、
　
蔵
人
、

　
　
（
2
）
　
　
（
マ
マ
）

　
　
源
朝
臣
家
清
、
式
部
、

　
　
（
3
）

　
　
平
朝
臣
祐
俊
、
民
部
、

　
　
（
4
）

　
　
紀
朝
臣
雅
定
、
外
託
、

　
　
（
5
）

　
　
大
江
朝
臣
宗
国
、
史
、
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（
6
）

藤
原
朝
臣
成
経
、
氏
、

（
7
）

橘
朝
臣
光
清
、
氏
、

（
8
）
　
　
　
　
〔
翻
力
〕

高
野
朝
臣
忠
副
、
策
、

（
9
）

菅
原
朝
臣
惟
進
、
席
近
、

（
1
0
）

紀
朝
臣
国
方
、
　
右
近
、

（
1
1
）

彌櫛

ｩ
厳
一
仲
季
、
　
二
条
院
御
給
、

（
1
2
）

藤
原
朝
臣
経
明
、
太
皇
大
臭
后
宮
御
鈴
、

（
1
3
）

八
木
宿
禰
忠
幸
、
皇
太
盾
営
御
給
、

（
1
4
）

源
朝
臣
頼
季
、
一
・
聡
子
内
親
王
齢
、

（
1
5
）

藤
原
朝
臣
清
方
、
三
．
m
篤
子
内
親
王
齢
、

（
1
6
）

和
気
朝
臣
信
忠
、
禿
．
籍
子
内
親
王
給
、

（
1
7
）

源
朝
臣
顕
保
、
充
。
腿
子
内
親
王
給
、

（
1
8
）

藤
原
朝
臣
忠
良
、
莞
．
m
令
子
内
競
王
鵜
、

（
1
9
）

藤
原
朝
臣
兼
成
、
女
御
道
子
覇
臣
給
、

（
2
0
）

藤
原
朝
臣
実
任
、
前
女
御
基
子
給
、

（
2
1
）

渠
田
朝
臣
安
頼
、
諸
司
、

（
2
2
）
　
　
　
　
⑲

橘
朝
臣
高
宗
、
諸
司
、

（
2
3
）

清
原
真
人
頼
季
、
外
衛
、

（
2
4
）
　
　
　
　
⑳

伴
朝
臣
済
定
、
開
門
、
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（
2
5
）

　
　
　
　
佐
伯
朝
臣
信
高
、
際
門
、

　
　
　
（
2
6
）

　
　
　
　
百
済
王
基
貞
、
氏
、

　
　
　
　
　
　
慮
徳
鼠
年
十
二
月
十
六
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

　
右
に
引
用
し
た
『
通
俊
同
署
』
に
よ
る
と
、
公
卿
ら
が
諸
院
・
端
野
・
諸
省
（
宮
司
）
・
諸
氏
な
ど
か
ら
の
「
奏
」
・
「
挙
」
・
「
申
文
」
等
に
よ

る
推
薦
老
に
つ
い
て
、
先
例
を
勘
案
し
つ
つ
審
議
が
行
わ
れ
て
ゆ
く
過
程
が
知
ら
れ
る
。
以
下
、
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
る
部
分
を
中
心
に
簡
単

な
説
明
を
加
え
る
。

　
ま
ず
、
「
奏
」
や
「
申
文
」
に
よ
り
、
蔵
人
・
式
部
・
民
部
・
外
記
・
史
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
順
番
で
一
定
の
年
限
を
勤
め
た
「
労
」
の
あ
る
人

物
が
推
挙
さ
れ
（
通
例
、
蔵
人
で
は
六
位
蔵
人
、
式
部
・
民
部
で
は
大
降
、
外
記
で
は
大
外
記
、
史
で
は
左
右
の
大
史
が
候
補
者
と
な
る
）
、
詳
言
は
式
部
省

　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
「
挙
」
を
除
い
て
そ
の
ま
ま
叙
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
う
ち
外
記
（
「
紀
朝
臣
雅
定
、
外
記
、
」
）
に
つ
い
て
は
、
同
じ
『
為
房
無
記
』
の
「
裏

書
」
の
第
十
八
紙
裏
に
関
連
す
る
記
述
が
み
え
る
。
こ
の
記
述
は
恐
ら
く
こ
の
叙
位
の
議
に
関
連
す
る
何
ら
か
の
抜
書
様
の
も
の
と
思
わ
れ
、

以
下
説
明
を
加
え
る
叙
位
に
も
か
か
わ
る
部
分
が
あ
る
の
で
、
そ
の
部
分
の
釈
文
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

（
第
十
入
紙
裏
）

「
宗
季
・
嘉
墜
　
章
案
鋸
璽
魏
γ
塗
嚢

　
　
繍
辮
型
雛
窪
瀧
辮
憲
叢
簾
嘩
・
購
・

　
　
（
紀
）

　
　
聯
鵬
定
、
　
申
二
外
寵
巡
爵
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
最
後
の
「
雅
定
、
望
外
転
置
爵
ご
と
の
記
載
は
外
記
の
巡
爵
を
申
請
し
た
紀
溌
墨
の
こ
と
を
示
し
、
『
通
俊
卿
記
』
の
記
述

と
対
応
す
る
。

　
さ
て
、
次
い
で
、
橘
氏
・
藤
原
氏
の
氏
爵
が
叙
さ
れ
た
。
通
例
で
は
王
氏
・
源
氏
の
氏
爵
も
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
今
回
の
叙
位
で
は
、

王
氏
は
「
親
王
挙
」
が
な
く
、
ま
た
、
源
氏
は
左
大
臣
源
俊
房
の
「
重
服
」
に
よ
り
「
源
氏
爵
名
簿
」
が
「
挙
申
し
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
様
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に
、
共
に
氏
長
者
的
な
人
物
に
よ
る
推
挙
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
王
・
源
の
爾
氏
は
氏
爵
に
預
か
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
癖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
更
に
、
策
労
及
び
左
右
近
衛
府
の
将
監
が
叙
さ
れ
た
後
、
引
用
の
際
に
は
省
略
し
た
が
、
諸
々
の
院
宮
・
内
親
王
・
女
御
の
「
給
」
（
御
給
）

に
よ
る
推
挙
者
が
申
請
通
り
叙
さ
れ
、
諸
司
の
「
労
」
に
よ
り
二
人
が
叙
さ
れ
た
。
以
上
、
こ
こ
ま
で
の
叙
位
の
さ
れ
方
は
、
『
西
宮
記
』
や

『
江
家
次
第
』
に
み
え
る
叙
位
の
議
の
あ
り
方
と
類
似
し
て
お
り
、
通
常
の
正
月
の
叙
位
の
あ
り
方
と
同
じ
と
言
え
よ
う
。

　
そ
し
て
、
叙
位
の
議
の
最
後
に
、
「
氏
々
沙
汰
」
、
即
ち
「
氏
寺
」
の
申
文
を
提
心
し
た
伴
氏
以
下
の
叙
爵
が
審
議
さ
れ
た
。
以
下
、
「
氏
爵
」

に
か
か
わ
る
部
分
な
の
で
、
や
や
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
ま
ず
、
伴
氏
は
氏
長
老
の
「
挙
」
が
二
通
あ
り
、
散
位
伴
感
通
の
「
挙
」
（
そ
の
子
済
定
）
と
主
計
助
伴
広
忠
の
「
挙
」
（
外
記
伴
定
信
）
が
あ
っ

た
が
、
定
通
が
推
挙
し
た
済
定
が
叙
さ
れ
た
。
一
方
、
広
忠
が
推
挙
し
た
外
記
伴
定
信
は
「
先
祖
依
レ
無
二
叙
爵
慣
例
一
蓋
レ
被
レ
用
レ
之
、
」
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
様
に
先
祖
に
「
氏
爵
」
に
預
か
っ
た
人
物
が
い
な
か
っ
た
た
め
申
請
は
却
下
さ
れ
た
。
ま
た
、
佐
伯
氏
は
外
記
大
失
佐
伯
親
元
の
子
元
宗
と

掃
部
属
佐
伯
信
貞
の
子
信
高
が
「
氏
着
し
を
め
ぐ
り
「
争
論
」
す
る
が
、
先
例
を
尋
ね
ら
れ
た
藤
原
通
俊
が
、
親
元
の
先
祖
に
は
そ
う
し
た
先

例
は
な
い
も
の
の
、
信
貞
は
祖
父
が
安
和
・
寛
和
の
間
に
「
二
藍
」
に
預
か
っ
た
例
が
あ
る
と
回
答
し
た
た
め
、
結
局
、
信
高
が
叙
爵
さ
れ
た
。

さ
て
、
先
に
示
し
た
抜
書
様
の
記
載
に
は
「
元
宗
、
申
二
佐
伯
氏
璽
　
信
高
、
申
・
葡
氏
璽
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
『
通
俊
皇
霊
』
の
記
述
と
対
応
す
る

の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
時
、
「
氏
爵
」
に
預
か
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
元
宗
は
、
翌
寛
治
元
年
十
一
月
の
大
嘗
会
叙
位
で
「
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

爵
」
に
預
か
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
次
に
百
済
王
氏
の
「
氏
爵
」
が
叙
さ
れ
た
が
、
結
局
第
一
節
で
検
討
し
た
「
申
文
」
に
よ
り
「
氏
爵
」
を
申
請
し
た
百
済
王
基
貞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
⑪

が
叙
さ
れ
た
。
『
通
俊
卿
記
』
に
よ
れ
ば
、
基
貞
は
「
禁
野
司
小
口
」
で
あ
り
、
佐
伯
氏
と
岡
様
に
先
例
を
間
わ
れ
た
通
俊
が
、
百
済
王
氏
に

は
「
氏
爵
」
申
請
岩
が
二
人
い
る
が
、
「
単
二
禁
野
一
已
為
レ
先
」
す
、
即
ち
交
野
禁
野
の
百
済
王
氏
を
先
に
叙
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
回
答
し

勧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
役
）

た
た
め
基
貞
が
「
氏
爵
」
に
預
か
っ
た
。
「
申
文
」
に
禁
野
で
の
「
供
御
役
扁
の
勤
仕
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
叙
爵
に
決
定
的
な
効
果

を
あ
げ
た
と
言
え
る
。
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さ
て
、
叙
位
聞
書
に
示
さ
れ
る
様
に
今
回
の
即
位
叙
位
で
は
和
気
氏
は
「
氏
爵
」
に
預
か
っ
て
い
な
い
。
但
し
『
通
俊
卿
記
』
に
「
下
コ
給

伴
・
佐
伯
・
和
気
・
百
済
等
申
文
ご
と
あ
る
の
で
、
和
気
氏
も
申
文
を
提
出
し
た
ら
し
い
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
の
は
先
述
の
抜
書
様
の
記
載
で

あ
・
・
即
ち
・
「
覇
型
雛
茎
と
の
記
述
は
「
氏
爵
」
を
申
請
し
た
天
に
和
気
嘉
の
子
贅
が
い
た
こ
ピ
鑑
定
さ
せ
る
・

　
以
上
の
様
に
「
氏
爵
」
の
申
詰
に
際
し
て
は
、
氏
内
部
で
「
氏
爵
」
を
め
ぐ
り
「
競
望
」
が
起
っ
て
お
り
、
残
長
者
も
推
挙
者
を
一
人
に
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

一
で
き
ず
、
聖
上
の
「
門
流
」
と
も
い
う
べ
き
存
在
が
「
氏
爵
」
に
預
か
る
た
め
互
い
に
争
っ
て
い
た
。
こ
の
様
な
「
競
望
」
が
起
っ
た
理
由

は
没
落
し
た
氏
で
は
「
属
爵
」
に
預
か
る
こ
と
が
氏
内
部
で
氏
長
者
的
存
在
に
な
る
た
め
の
条
件
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
氏
爵
」

の
授
与
は
そ
の
先
祖
に
叙
爵
の
先
例
が
あ
る
こ
と
が
重
要
な
条
件
で
あ
っ
た
が
、
「
申
文
」
の
「
近
例
」
に
み
え
る
先
祖
の
「
氏
爵
」
授
与
者
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

百
済
王
氏
で
も
交
野
の
禁
野
在
住
の
一
族
で
あ
り
、
十
一
世
紀
に
は
既
に
即
位
叙
位
に
お
い
て
彼
ら
が
「
里
庄
」
に
預
か
る
こ
と
が
定
例
化
し

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

　
以
上
、
『
通
俊
卿
記
』
を
通
し
て
応
徳
三
年
の
即
位
叙
位
を
「
氏
爵
」
を
中
心
に
検
討
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
「
氏
爵
」
と
即
位
叙
位
の
典
型

例
や
傾
向
が
理
解
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
次
章
以
下
、
予
想
さ
れ
る
史
料
的
欄
約
に
紺
し
て
、
こ
れ
ら
の
理
解
を
も
と
に
、
即
位
・

大
嘗
会
・
朔
旦
の
各
叙
位
の
実
態
を
検
討
し
、
そ
の
中
か
ら
「
氏
爵
」
の
成
立
時
期
や
成
立
理
由
を
解
明
す
る
こ
と
に
す
る
。
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①
足
利
健
亮
・
金
田
章
裕
・
田
島
公
「
美
濃
国
池
田
郡
の
条
里
一
「
池
田
郡
司

　
五
百
木
部
惟
茂
解
」
の
紹
介
と
検
討
を
中
心
に
一
」
（
『
史
林
』
七
〇
1
三
　
一

　
九
八
七
年
）
第
一
章
。

②
　
日
記
の
記
主
で
あ
る
藤
原
亀
鑑
関
連
の
史
料
は
『
大
目
本
史
料
』
第
三
編
之
一

　
六
の
永
久
三
（
＝
一
五
）
年
四
月
一
日
条
参
照
。
略
伝
に
は
所
功
「
『
撰
集
秘
記
』

　
の
基
礎
的
研
究
」
（
野
薄
『
京
都
御
、
所
東
山
御
文
庫
本
撰
集
秘
記
』
一
九
八
六
年
）

　
が
あ
る
。
ま
た
、
為
房
が
再
興
し
た
と
も
い
う
べ
き
高
藤
以
来
の
勧
修
寺
流
に
つ

　
い
て
は
橋
本
義
彦
「
勧
修
亜
流
藤
原
氏
の
形
成
と
そ
の
性
格
」
（
『
平
安
貴
族
社
会

　
の
研
究
』
一
九
七
六
年
）
が
あ
る
。
な
お
、
現
存
す
る
『
為
房
卿
記
』
の
写
本
に

　
つ
い
て
は
、
『
国
書
総
生
録
』
第
五
巻
（
一
九
六
七
年
）
、
皆
川
完
一
編
「
記
録
年

　
表
」
（
『
国
史
大
辞
典
』
第
四
巻
　
一
九
八
四
年
）
参
照
。

③
そ
の
他
の
主
な
文
霞
二
通
に
つ
い
て
は
別
稿
で
紹
介
す
る
予
定
で
あ
る
。

④
　
応
徳
三
年
当
時
、
藤
原
為
湧
は
権
左
少
憩
と
し
て
、
後
索
の
『
通
俊
卿
記
』
に

　
み
え
る
よ
う
に
（
一
線
部
分
）
こ
の
即
位
叙
位
の
行
事
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　
百
済
王
氏
の
「
申
文
」
が
『
為
房
無
記
』
寛
治
元
年
秋
の
条
の
「
裏
譲
」
と
し
て

　
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
と
の
こ
と
と
関
係
し
よ
う
。
叙
位
の
議
に
お
い
て
、
通

　
例
、
氏
爵
の
申
文
は
外
記
方
に
提
出
さ
れ
る
た
め
（
玉
井
力
「
斎
、
紀
家
集
隠
紙
背
文

　
書
に
つ
い
て
」
『
日
本
歴
史
』
四
三
四
号
　
一
九
八
四
年
）
、
為
募
は
叙
位
の
議
の



「氏爵」の成立（田島）

終
了
後
、
不
要
と
な
っ
た
「
申
文
」
を
何
ら
か
の
理
由
、
例
え
ば
後
胤
の
『
通
俊

認
諾
』
に
よ
れ
ば
、
「
氏
爵
」
の
場
合
、
先
祖
に
叙
爵
の
先
例
が
あ
っ
た
か
否
か

　
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
今
後
の
叙
位
の
議
の
参
考
と
し
て
持
ち
帰
っ
た
も

　
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
『
為
房
卿
記
』
の
自
筆
本
は
京
都
大
学
文
学
部
附
属
博

物
館
所
蔵
の
永
保
元
年
の
も
の
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
具
注
暦
に
書
か
れ
て
い
た
よ

　
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
申
文
」
が
写
本
を
転
写
す
る
過
程
で
日
記
に
入
り

込
ん
だ
も
の
で
な
く
、
自
筆
の
『
為
虜
卿
記
』
寛
治
元
年
秋
の
条
の
料
紙
と
し
て

　
用
い
ら
れ
た
た
め
残
っ
た
と
す
る
と
、
一
見
、
不
都
合
に
も
み
え
る
が
、
寛
治
元

　
年
秋
の
場
合
、
記
述
内
容
が
か
な
り
多
い
日
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
日
は
具
注
暦

　
の
余
窒
や
裏
に
書
き
ぎ
れ
な
い
た
め
、
具
注
暦
の
間
に
紙
を
継
ぎ
足
し
て
書
き
つ

　
い
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
こ
の
「
申
文
」
や
一
一
な
ど
、
反
故
と
な
つ

　
た
寛
治
元
年
秋
よ
り
前
の
書
状
・
文
書
が
料
紙
と
し
て
利
用
さ
れ
、
「
裏
書
」
と

　
し
て
残
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
但
し
、
具
注
暦
に
書
い
た
日
記
を
も
と
に
、
自
ら

　
あ
る
い
は
子
孫
が
清
書
本
を
作
る
際
に
「
申
文
」
が
用
い
ら
れ
る
な
ど
そ
の
他
の

　
可
能
性
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、
断
定
す
る
こ
と
は
さ
し
控
え
た
い
。
な
お
、

　
紙
背
文
書
に
関
し
て
は
田
中
稔
「
紙
背
文
書
」
（
『
目
本
古
文
書
学
講
座
』
中
世
編

　
－
　
一
九
八
○
年
）
参
照
。

⑤
　
竹
内
理
三
編
『
平
安
遺
文
』
、
『
大
日
本
史
料
下
期
三
編
之
一
や
そ
の
補
遺
に
も

　
未
収
。

⑥
朔
旦
叙
位
の
最
後
に
み
え
る
興
房
董
が
叙
爵
さ
れ
た
年
は
写
本
か
ら
は
判
読
困

　
難
で
あ
る
が
、
そ
の
残
画
や
永
承
五
（
一
〇
五
〇
）
年
以
降
応
徳
三
年
以
前
で
、
朔

　
旦
冬
至
が
祝
わ
れ
た
年
は
延
久
元
年
だ
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
桃
裕
行
「
閏
月
と

　
朔
旦
冬
至
（
一
九
年
七
閏
へ
の
執
心
）
」
〔
広
瀬
秀
雄
編
『
暦
』
｝
九
七
四
年
〕
）
、

　
不
閣
部
分
が
「
延
久
元
年
」
と
推
定
さ
れ
る
と
同
時
に
、
「
近
点
」
に
示
ざ
れ
た

　
百
済
董
氏
の
叙
爵
例
は
幸
い
に
も
全
て
残
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

⑦
治
暦
四
年
の
即
位
叙
位
で
「
氏
爵
」
に
預
か
っ
た
基
清
王
が
『
本
朝
世
紀
』
治
暦

　
四
年
十
一
月
二
十
一
目
条
に
、
ま
た
、
三
論
の
父
の
基
行
王
が
『
叙
位
尻
付
抄
』

　
に
み
え
る
他
は
、
管
見
で
は
他
の
史
料
に
み
え
な
い
。
な
お
、
『
叙
位
尻
付
抄
』

　
は
『
大
日
本
史
料
』
未
刊
部
分
は
翻
刻
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
本
稿
関
連
の
部
分

　
の
み
を
示
す
（
引
用
は
一
承
都
大
学
附
…
属
図
書
館
所
…
蔵
菊
亭
文
庫
本
〔
就
胴
求
番
暑

　
菊
・
巻
・
5
4
〕
に
よ
り
、
東
山
御
文
庫
本
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
確
認
し
た
）
。

　
　
　
御
即
位

　
　
　
　
　
伴
・
佐
伯
、
注
翻
門
ハ

　
「
延
久
四
年
即
位
」

　
　
従
五
位
下
伴
朝
臣
荒
事
、
唐
門
、

　
　
　
　
　
佐
伯
朝
臣
行
季
、
附
田
、

　
「
応
徳
三
年
即
位
」

　
　
従
五
位
下
伴
朝
臣
国
定
、
開
門
、

　
　
　
　
　
佐
伯
朝
臣
信
高
、
開
門
、

　
　
　
　
　
和
気
・
百
済
、
蘭
姫
援

　
「
延
久
四
年
」

　
　
三
五
長
春
百
済
基
行
、
氏
、

　
　
　
　
　
和
気
朝
臣
義
親
、
氏
、

　
「
応
徳
三
年
即
位
」

　
　
従
五
位
下
百
済
王
基
貞
、
氏
、

⑧
　
こ
の
「
即
位
」
は
即
位
式
と
大
嘗
会
を
含
む
所
謂
広
義
の
「
即
位
」
を
示
す
。

⑨
長
由
泰
孝
「
百
済
王
氏
の
人
々
」
（
『
枚
方
市
史
』
第
二
巻
　
一
九
七
二
年
）
。

　
『
続
紀
』
天
平
神
護
一
一
年
六
月
壬
子
（
二
十
八
日
）
条
（
百
済
王
敬
福
嘉
伝
）
も
参

　
照
。

⑩
　
利
光
三
津
夫
・
上
野
利
三
「
律
令
器
量
の
百
済
王
氏
」
（
利
光
三
津
夫
編
『
法
史

　
学
の
諸
問
題
』
一
九
八
七
年
）
。

⑪
『
書
紀
』
仁
徳
四
十
一
年
三
月
条
。

⑫
　
例
え
ば
正
暦
四
（
九
九
三
）
年
山
一
二
月
二
十
六
日
付
太
物
以
官
符
案
（
『
平
｛
女
遺
文
』

　
一
〇
一
四
九
〇
九
）
に
は
、
「
紫
磨
金
之
尊
像
」
と
み
え
る
。

⑬
注
⑨
・
⑩
参
照
。
ま
た
、
今
井
啓
一
「
百
済
転
置
福
と
そ
の
周
縁
」
（
『
続
日
本

　
紀
研
究
』
四
－
一
〇
　
一
九
五
七
年
）
も
参
照
。

⑭
「
氏
爵
」
を
め
ぐ
る
「
競
望
」
は
百
済
王
氏
の
み
な
ら
ず
、
十
一
世
紀
に
は
他
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黄
に
も
し
ば
し
ば
み
え
る
が
、
応
徳
三
年
の
即
位
叙
位
の
場
合
は
後
掲
の
『
通
俊

　
卿
記
』
（
本
童
・
第
二
節
）
に
詳
し
い
。

⑮
「
何
年
奉
戴
二
曲
、
放
叙
無
端
之
輩
乎
」
の
部
分
は
や
や
文
意
不
明
で
あ
る
。

⑯
二
人
の
禁
野
別
当
の
う
ち
［
人
は
不
在
の
た
め
か
署
名
し
て
い
な
い
。
な
お
、

　
「
蔭
子
正
六
二
上
百
済
王
為
基
」
は
『
中
右
記
』
や
『
朝
隆
無
記
』
の
保
安
四
（
一

　
一
二
三
）
年
・
二
月
十
六
日
条
（
と
も
に
、
京
都
大
学
附
属
図
無
館
｝
所
蕊
…
平
松
文
庫
本

　
『
御
即
位
叙
位
部
類
』
〔
請
求
番
号
　
平
松
・
第
四
門
・
コ
ー
1
9
〕
・
宮
内
庁
書
陵

　
部
所
蔵
柳
原
本
『
御
即
位
叙
位
部
類
』
〔
函
号
柳
－
麗
〕
・
内
閣
文
庫
早
蕨
坊
誠

　
家
本
『
御
即
位
叙
位
部
類
記
』
〔
函
号
　
掬
一
点
〕
葛
引
）
に
み
え
る
崇
徳
天
皇
即

　
位
に
伴
う
叙
位
で
「
疵
爵
」
に
預
か
っ
た
「
百
済
王
為
基
」
と
同
一
人
物
と
思
わ

　
れ
、
交
野
禁
野
の
百
済
王
氏
は
そ
の
後
も
「
尊
爵
」
に
預
か
っ
て
い
る
。

⑰
『
続
紀
州
天
平
神
護
二
年
六
月
壬
子
（
二
十
八
日
）
条
。

⑱
　
注
⑨
・
⑬
参
照
。

⑲
奥
田
尚
「
百
済
王
氏
の
百
済
寺
」
（
『
枚
方
市
史
』
第
二
巻
一
九
七
二
年
）
。
な

　
お
、
こ
の
百
済
寺
の
縁
起
で
、
鎌
倉
時
代
の
書
写
と
い
う
「
百
済
寺
本
縁
起
」

　
（
『
伏
見
宮
家
九
条
家
旧
蔵
諸
寺
縁
起
集
』
図
書
寮
叢
刊
　
一
九
七
〇
年
）
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
ラ
　
　
ブ

　
百
済
王
氏
の
「
子
孫
河
内
国
交
野
郡
居
住
也
、
代
々
國
王
即
位
蒔
、
賜
レ
冠
成
二
五

　
位
｛
也
、
」
と
あ
り
、
温
位
叙
位
で
「
氏
爵
」
に
預
か
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い

　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
高
野
新
笠
）

⑳
　
『
続
紀
』
延
暦
九
年
正
月
壬
子
（
十
五
日
）
条
に
は
、
「
葬
二
於
大
枝
山
籠
階
皇
太
贋
、

　
姓
和
氏
、
認
隠
笠
、
贈
正
～
位
踏
継
之
女
也
、
母
贈
正
一
位
大
枝
朝
臣
真
直
、

　
后
先
出
レ
自
二
百
済
武
寧
王
之
子
純
随
太
子
「
（
中
略
）
宝
亀
年
中
、
改
レ
姓
為
二
高

　
　
　
　
　
（
桓
武
V

　
野
朝
臣
ハ
今
上
即
レ
位
、
尊
為
榊
皇
太
夫
人
二
九
年
追
劃
上
尊
号
ハ
日
二
皇
太
后
「
其

　
百
済
遠
祖
都
慕
王
者
、
河
伯
之
女
講
料
翼
精
一
而
所
レ
生
、
皇
太
后
即
其
後
也
、
」
と

　
あ
り
、
高
野
素
襖
の
等
身
氏
族
で
あ
る
和
氏
は
百
済
国
の
武
闘
王
（
第
二
四
代
）

　
の
子
難
曲
太
子
よ
り
分
れ
た
琉
族
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。
一
方
、
百
済
巫
氏
は

　
『
続
紀
』
天
平
神
護
一
一
年
六
月
壬
子
（
二
十
八
日
）
条
（
百
済
王
敬
福
麗
伝
）
に

　
「
其
先
者
鳩
レ
自
三
白
済
国
義
慈
王
こ
と
み
え
、
義
慈
王
（
第
三
〇
代
）
よ
り
分
れ
、

　
そ
の
子
禅
瓜
を
祖
と
し
て
い
る
。

⑳
井
上
薫
「
交
野
ケ
原
へ
の
行
幸
と
鷹
狩
」
（
『
枚
方
市
奥
』
第
二
巻
一
九
七
二

　
年
）
。

＠
　
本
章
第
一
一
節
に
引
用
し
た
『
通
俊
雪
柳
』
も
参
照
。
「
氏
爵
」
に
預
か
っ
た
人
物

　
は
氏
長
者
的
存
在
と
な
り
、
「
禁
野
刷
當
」
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑳
　
中
原
俊
章
「
蔵
人
所
の
役
割
と
供
御
の
性
格
」
（
同
『
中
世
公
家
と
地
下
官
人
臨

　
一
九
入
七
年
）
。

⑳
新
訂
増
補
故
実
叢
書
本
の
『
禁
秘
南
扇
註
』
に
よ
る
。

⑯
　
平
安
時
代
の
下
毛
野
氏
に
つ
い
て
は
、
高
橋
窟
雄
「
平
安
時
代
の
毛
野
氏
一

　
そ
の
性
格
と
問
題
一
」
（
『
古
代
学
輪
九
…
一
・
二
　
…
九
六
〇
年
）
、
笹
山
晴
生

　
「
毛
野
氏
と
衛
府
i
高
橋
蜜
雄
氏
の
「
平
安
弱
虫
の
毛
野
壷
」
を
め
ぐ
っ
て
一
i
」

　
（
『
日
本
歴
史
』
一
八
六
号
　
一
九
六
三
年
、
の
ち
、
同
『
日
本
古
代
衛
府
鰯
度
の

　
研
究
』
一
九
八
五
年
）
、
中
原
俊
章
「
中
世
随
身
の
存
在
形
態
一
随
身
家
下
毛

　
野
氏
を
中
心
に
一
…
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
六
七
号
　
一
九
七
五
年
）
・
同
『
中
世
公

　
家
と
地
下
宮
人
』
～
九
八
七
年
）
、
棋
野
贋
造
「
十
囲
世
紀
初
頭
の
下
毛
野
氏
の

　
官
人
た
ち
」
（
『
平
安
文
学
研
究
』
七
三
号
　
一
九
八
五
年
）
、
渡
辺
晴
美
「
院
政

　
時
代
と
随
身
－
下
毛
野
武
正
を
通
し
て
一
」
（
『
鶏
本
歴
史
』
四
五
六
号
　
一

　
九
八
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。

⑭
　
喝
野
正
武
「
『
鷹
飼
渡
』
と
下
毛
計
量
」
（
『
史
観
』
九
三
号
　
一
九
七
六
年
）
。

⑳
　
網
野
善
彦
「
中
世
前
期
の
『
散
所
』
と
給
免
田
－
召
次
・
雑
色
・
駕
輿
丁
を

　
中
心
に
一
」
（
『
史
林
』
五
九
一
一
　
一
九
七
六
年
、
の
ち
、
岡
『
日
本
中
世
の

　
非
農
業
民
と
天
皇
隠
　
九
八
四
年
）
。
な
お
、
『
由
椀
記
』
応
保
元
（
＝
六
　
）
年

　
十
二
月
二
十
三
日
条
に
は
、
「
片
野
御
鷹
飼
下
毛
野
武
安
・
知
武
、
繋
累
申
免
田
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔵
入
所
牒
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
人
工
レ
雛
鯛
地
利
「
任
二
先
例
一
億
二
所
牒
榊
令
レ
果
事
鉛
又
為
二
楠
葉
御
牧
住
人
「
御
鷹

　
差
等
被
レ
追
劃
捕
住
宅
一
＃
凌
破
□
了
、
」
と
あ
り
、
片
野
（
交
野
）
の
鷹
飼
で
あ
る

　
下
毛
野
氏
の
実
態
が
具
体
的
に
知
ら
れ
る
初
例
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
か
か
る
意
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「氏爵」の成立（田島）

　
味
で
、
こ
の
「
申
文
」
の
記
載
は
百
済
王
氏
は
勿
論
、
下
毛
野
業
が
交
野
禁
野
や

　
そ
の
近
辺
に
住
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。

⑯
　
下
毛
野
武
忠
に
つ
い
て
は
注
⑯
前
掲
中
原
論
文
に
略
伝
が
み
え
る
。
ま
た
、
武

　
忠
も
含
め
こ
の
蒔
代
の
下
毛
野
戊
に
関
す
る
史
料
は
『
栃
木
県
史
』
史
料
編
古
代

　
（
一
九
七
四
年
）
に
詳
し
い
（
注
⑳
前
掲
網
野
論
文
参
照
）
。
な
お
、
武
篇
は
『
中
右
記
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
師
通
）

　
寛
治
四
（
一
〇
九
〇
）
年
四
月
十
五
日
条
に
「
左
府
生
下
毛
野
武
忠
、
左
大
将
随
身
、
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
と
み
え
る
の
で
、
「
申
文
」
の
［
右
近
衛
先
生
」
は
「
右
近
衛
府
生
」
の
誤
写
で
あ

　
る
。

⑳
『
下
毛
野
氏
系
図
』
（
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
菊
亭
文
庫
請
求
番
考
菊
・

　
巻
・
5
1
）
の
武
忠
の
項
を
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
（
…
線
は
筆
者
）
。

　
　
　
競
馬
上
手

汀
法
忠
1
　
…
　
　
　
（
訴
訟
灘
購
羅
ザ
。
）

　
　
　
御
鷹
飼

　
　
　
母
　
岡
二
近
季
ハ

　
　
　
京
極
殿
番
長
、

　
　
　
官
人
、
後
二
条

　
　
　
殿
宮
人
、
白
河
院

　
　
　
官
人
、
帰
コ
参
京
極

　
　
　
殿
ハ
競
馬
揚
馬
上

　
　
　
手
、
知
コ
行
散
所

　
　
　
雑
色
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
ひ
つ

⑳
　
日
記
の
記
主
は
、
当
時
右
大
弁
で
あ
り
、
こ
の
日
に
叙
位
の
執
筆
を
勤
め
た
藤

　
原
通
俊
で
あ
る
。

⑳
　
『
通
俊
露
里
』
は
注
⑯
に
も
引
重
し
た
平
松
本
と
柳
原
本
及
び
坊
城
本
の
『
御

　
即
位
叙
位
部
類
』
に
よ
り
一
部
改
め
た
。

（
⑫
　
こ
の
問
、
「
院
宮
」
の
申
文
に
よ
る
叙
爵
（
「
諸
宮
無
給
」
）
に
関
す
る
記
事
が
み

　
え
る
が
省
略
し
た
。
な
お
、
注
⑩
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
衆
力
〕

⑳
　
『
大
臼
本
史
料
』
は
「
家
」
と
あ
る
が
、
平
松
本
・
柳
原
本
・
坊
城
本
と
も
に

　
「
取
」
に
作
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

⑧
　
こ
れ
以
前
に
「
下
蒔
石
伴
・
佐
伯
・
和
気
・
百
済
等
申
文
ハ
各
三
通
」
と
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
「
件
氏
長
者
挙
二
通
也
、
」
と
あ
る
部
分
と
相
違
す
る
が
、
前
者
の
「
風
通
」
は

　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
「
二
通
」
の
誤
り
か
。
な
お
「
語
漏
長
者
挙
」
は
「
伴
氏
長
者
挙
」
の
誤
写
の
可

　
能
性
も
想
定
さ
れ
る
。

㊧
　
『
大
目
本
史
料
』
は
「
元
手
」
と
す
る
が
、
平
松
本
・
梱
原
本
・
坊
城
本
と
も
に

　
コ
兀
宗
」
と
す
る
。
ま
た
、
本
文
に
後
掲
す
る
『
為
房
卿
記
』
の
「
裏
書
」
の
第

　
十
八
紙
裂
に
み
え
る
抜
書
様
の
記
載
に
「
元
々
、
申
二
佐
舶
二
三
ご
と
あ
り
、
　
コ
兀

　
む

　
宗
」
“
と
よ
む
べ
き
で
あ
る
。

⑳
　
『
大
日
本
史
料
』
は
「
被
向
」
と
す
る
が
、
平
松
本
・
柳
原
本
・
坊
城
本
と
も

　
　
　
　
む

　
に
「
疑
問
」
に
作
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
湘
）

⑳
　
『
大
日
本
更
料
』
は
「
安
々
寛
和
間
」
と
す
る
が
、
柳
原
本
・
坊
城
本
は
「
安

　
む

　
之
寛
和
間
」
に
作
る
。

⑳
　
　
『
大
日
本
史
料
』
は
「
代
」
と
す
る
が
、
平
松
本
・
柳
原
本
・
坊
城
本
と
も
に

　
「
氏
」
に
作
る
。

⑳
　
『
大
日
本
史
料
』
は
「
高
定
」
と
す
る
が
、
柳
原
本
・
坊
城
本
や
『
叙
位
尻
付

　
抄
』
は
「
高
宗
」
に
作
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
定
力
）

⑳
　
『
大
日
本
史
料
』
は
「
済
目
」
と
す
る
が
、
平
松
本
・
柳
原
本
・
坊
城
本
や

　
『
叙
位
尻
付
抄
』
で
は
「
定
」
の
字
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
他
、
省
略

　
し
た
部
分
に
も
、
平
松
本
・
柳
原
本
・
坊
城
本
等
に
よ
っ
て
『
大
日
本
史
料
』
の

　
よ
み
を
再
検
討
す
べ
き
点
が
い
く
つ
か
指
摘
で
ぎ
る
。

＠
　
諸
院
・
諸
宮
の
申
文
に
よ
る
叙
爵
の
部
分
に
つ
い
て
は
油
⑳
に
述
べ
た
よ
う
に

　
省
略
し
た
が
、
叙
位
聞
書
の
部
分
に
示
さ
れ
た
如
く
、
従
五
位
下
で
は
、
「
二
条

　
院
御
給
」
に
よ
っ
て
叙
爵
さ
れ
た
（
1
1
）
源
仲
桑
以
下
、
「
前
女
御
基
子
給
」
に
よ

　
っ
て
叙
爵
さ
れ
た
（
2
0
）
藤
原
突
任
ま
で
十
人
が
叙
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
よ

　
う
な
「
院
肯
量
頒
」
の
一
般
例
に
つ
い
て
は
、
『
江
家
次
第
幽
栖
蒼
二
叙
位
の
他
、
｝
須
田
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春
子
「
口
囲
・
女
院
の
乱
立
と
『
院
宮
給
歴
」
e
・
⇔
（
『
古
代
文
化
史
論
孜
』
4

　
号
・
5
号
　
一
九
八
三
年
・
一
九
八
西
年
）
参
照
。

＠
　
式
部
省
の
省
挙
は
源
宗
俊
を
推
薦
し
た
が
、
摂
政
藤
原
勝
目
の
意
見
に
よ
り
源

（
マ
マ
）

　
宗
清
が
叙
さ
れ
た
。

⑬
　
「
知
｛
買
」
に
つ
い
て
は
、
『
叙
位
尻
付
抄
』
の

　
　
　
　
陰
陽
允

　
「
応
徳
四
年
」

　
　
　
従
五
位
下
伴
朝
臣
知
突
、
陰
陽
允
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
な

　
と
の
記
載
よ
り
、
こ
の
人
物
の
氏
名
は
瓢
箪
で
あ
り
、
応
徳
三
年
十
二
月
の
即
位

　
叙
位
で
叙
爵
を
申
請
し
、
叙
ざ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
翌
寛
治
元
年
の
正
月
叙
位

　
に
は
叙
爵
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

＠
　
は
じ
め
に
注
⑩
前
掲
宇
根
論
文
参
照
。

⑮
策
労
と
は
対
策
之
労
と
も
い
い
、
文
章
生
に
関
す
る
労
の
こ
と
で
あ
る
。
労
に

　
つ
い
て
は
福
井
俊
彦
「
労
お
よ
び
労
帳
に
つ
い
て
の
覚
書
」
（
『
日
本
歴
史
臨
二
八

　
三
号
　
一
九
七
一
年
）
参
照
。
多
く
の
場
合
、
　
一
定
の
勤
務
年
数
を
指
す
こ
と
が

　
多
い
。

⑯
注
＠
参
照
。

⑰
　
注
⑭
参
照
。

⑱
　
注
⑳
参
照
。

⑲
注
⑯
参
照
。

⑩
　
『
本
朝
世
紀
』
寛
治
元
年
十
一
月
十
八
日
条
。
ま
た
、
『
叙
位
尻
付
抄
』
（
『
大
日

　
本
史
料
』
第
三
編
之
一
（
補
遺
）
に
は
「
寛
治
元
年
大
嘗
会
」
で
叙
爵
さ
れ
た
人

　
物
の
一
人
に
「
従
五
位
下
佐
伯
朝
臣
元
宗
、
氏
、
」
と
み
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
昌

⑪
　
梱
原
本
は
「
禁
野
司
少
⇔
」
ま
た
坊
城
本
は
「
禁
野
司
小
。
」
と
す
る
。
あ
る

　
　
　
　
　
　
（
少
）

　
い
は
「
禁
野
司
小
□
」
と
す
べ
き
か
。

㊥
　
上
野
利
三
氏
は
「
百
済
王
二
人
、
以
二
禁
野
一
已
為
レ
先
」
云
々
の
部
分
に
つ
い
て
、

　
「
恐
ら
く
、
叙
位
に
預
か
り
う
る
有
資
格
者
が
、
こ
の
時
の
同
氏
一
族
内
に
は
二

　
名
お
り
、
禁
野
以
外
の
一
名
は
京
都
に
い
た
が
、
先
例
に
よ
り
、
「
禁
野
司
小
口
」

　
た
る
禁
野
在
住
者
に
優
先
権
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

　
さ
れ
て
い
る
（
上
野
利
三
「
『
百
済
王
三
松
系
図
隔
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
1

　
律
令
時
代
帰
化
人
の
基
礎
的
研
究
一
1
」
『
慶
応
義
塾
創
立
一
二
五
周
年
記
念
論

　
文
集
』
　
九
入
二
一
年
）
。

⑭
　
語
気
義
親
は
、
『
叙
位
尻
付
抄
』
に
よ
れ
ば
、
延
久
四
年
の
自
河
天
皇
の
即
位

　
叙
位
で
「
氏
爵
」
に
預
か
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
注
⑦
参
照
）
。

⑭
　
注
②
前
掲
橋
本
論
文
参
照
。

㊥
　
こ
の
よ
う
な
「
競
釜
」
は
十
一
世
紀
に
は
い
っ
て
か
ら
顕
著
に
な
る
よ
う
に
思

　
わ
れ
る
（
注
⑭
参
照
）
。

⑳
　
こ
の
他
、
京
内
在
住
の
百
済
王
氏
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
⑫
参
照
）
。
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第
二
章
　
　
「
即
位
」
叙
位
・
朔
旦
叙
位
と
「
氏
爵
」

　
天
皇
の
代
替
り
の
儀
式
で
あ
る
即
位
式
と
大
嘗
会
や
十
九
年
余
一
度
、
冬
至
と
十
一
月
朔
日
と
が
同
じ
藏
と
な
る
こ
と
を
祝
う
朔
旦
冬
至
の

儀
に
は
、
そ
れ
に
伴
い
叙
位
が
行
わ
れ
、
そ
の
中
で
、
伴
・
佐
伯
・
和
気
・
百
済
王
の
四
氏
に
対
し
「
照
臨
」
の
授
与
も
行
わ
れ
た
。
こ
の
章

で
は
、
第
一
章
で
得
た
即
位
叙
位
の
実
例
に
つ
い
て
の
理
解
を
も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
叙
位
の
実
態
を
「
氏
爵
」
を
中
心
に
、
「
耶
位
」
儀
に



「氏爵」の成立（田島）

伴
う
叙
位
（
即
位
叙
位
と
大
嘗
会
叙
位
）
と
朔
旦
叙
位
の
二
つ
に
分
け
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

第
閏
節
　
即
位
叙
位
・
火
嘗
会
叙
位
と
「
氏
爵
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ま
ず
、
即
位
叙
位
の
「
玩
爵
」
の
実
態
か
ら
検
討
す
る
。
一
条
兼
務
の
『
書
始
和
抄
』
の
「
御
即
位
事
」
に
よ
る
と
、
「
御
即
位
の
叙
位
の
事
、

恒
例
の
叙
位
に
替
る
忍
な
し
、
但
、
院
宮
の
御
給
に
当
年
の
字
を
の
せ
ず
、
伴
・
佐
伯
・
和
気
・
百
済
の
四
姓
に
爵
を
給
う
事
、
常
の
叙
位
に

か
は
れ
り
、
」
と
あ
り
、
即
位
叙
位
の
授
与
対
象
者
は
毎
年
正
月
に
行
わ
れ
る
通
常
の
叙
位
の
例
に
伴
・
佐
伯
・
和
気
・
百
済
の
四
氏
が
加
わ

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『
西
宮
記
』
巻
一
の
五
日
叙
位
儀
で
は
「
御
即
位
・
大
嘗
会
・
朔
旦
、
言
外
窓
下
預
二
叙
位
一
事
台
と
あ
る
様
に
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ら
の
叙
位
の
時
に
特
に
叙
位
を
う
け
る
対
象
者
を
具
体
的
に
明
示
し
て
い
な
い
が
、
『
江
家
次
第
』
巻
二
の
叙
位
に
よ
れ
ぽ
、

　
　
御
即
位

　
　
伴
・
佐
伯
、
開
門
、
　
和
気
・
百
済
、
功
臣
後
或
氏
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
あ
り
、
伴
氏
以
下
の
四
十
が
「
馬
爵
」
に
預
か
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
朝
隆
卿
記
』
保
安
四
（
一
＝
一
三
）
年
二
月
十
六
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

に
よ
る
と
、
崇
徳
天
皇
の
即
位
式
に
伴
う
叙
位
で
「
氏
爵
」
に
預
か
っ
た
伴
奉
光
・
佐
伯
義
定
・
和
気
貞
相
・
百
済
為
基
の
氏
名
に
続
き
「
已

上
四
姓
、
御
即
位
叙
位
鮎
苗
輩
也
、
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
院
政
期
の
即
位
叙
位
で
は
、
既
に
伴
氏
以
下
の
四
氏
が
「
氏
爵
」
に
預
か
る
の

が
通
例
に
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
か
か
る
通
例
は
一
体
い
つ
頃
か
ら
定
例
化
さ
れ
い
つ
頃
ま
で
続
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
表
2
は
、
六
国
史
よ
り
後
の
史
料
か
ら
即
位
叙
位
の
実
例
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
管
兇
に
よ
れ
ば
、
叙
位
聞
書
に
よ
り
叙
位
全
体
が
判
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

最
も
新
し
い
例
は
、
後
柏
原
天
皇
の
即
位
叙
位
（
大
永
元
〔
一
五
二
一
〕
年
三
月
十
七
日
）
で
あ
り
、
そ
の
際
、
伴
惟
幸
・
佐
伯
安
治
・
和
気
博
方
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

百
済
王
遠
倫
が
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
た
例
で
あ
る
。
反
対
に
古
い
例
で
は
、
後
三
条
天
皇
の
即
位
叙
位
で
、
『
本
朝
世
紀
』
治
暦
四
年
七
月
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

九
日
条
に
よ
る
と
、
百
済
王
基
清
・
伴
正
室
・
佐
伯
鳶
職
が
叙
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
主
に
叙
位
聞
書
か
ら
知
ら
れ
る
限
り
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
氏
爵
」
は
院
政
期
前
後
か
ら
、
な
ん
と
驚
く
こ
と
に
戦
国
時
代
ま
で
行
わ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
が
判
か
る
。
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〔
凡
例
〕
　
○
印
は
、
叙
爵
者
が
い
た
こ
と
を
示
す
。
◎
は
二
人
、
◎
は
三
人
を
示
し
、
そ
れ
以
上
は
そ
の
人
数
を
数
字
で
示
し
た
。
な
お
、
氏
爵
・
「
暴
騰
」
は
、
そ
の

　
名
を
記
し
た
。
ま
た
、
O
内
は
外
需
五
位
下
、
△
は
叙
爵
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
一
は
、
叙
爵
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

〔
出
典
略
称
〕
　
公
、
『
公
卿
補
任
』
。
外
、
『
外
記
補
任
』
。
三
、
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
。
歌
、
『
中
古
歌
伯
三
十
六
人
伝
』
。
即
（
吏
・
外
・
九
）
、
『
即
位
部
類
記
』
所
引

　
『
吏
部
王
記
』
・
『
外
記
目
記
』
・
『
九
条
殿
記
』
。
貞
、
『
貞
信
公
記
抄
』
。
小
、
『
小
右
記
』
。
権
、
『
権
記
』
。
申
、
「
交
野
禁
野
司
百
済
王
氏
入
申
文
」
。
範
、
『
範
国
記
』
。

　
世
、
『
本
朝
世
紀
駈
。
帥
、
『
帥
記
』
。
尻
、
『
叙
位
尻
付
抄
』
。
通
、
『
通
俊
卿
記
』
。
中
、
『
中
右
記
』
。
水
、
『
水
理
記
』
。
朝
、
『
朝
隆
樋
門
』
。
頼
、
『
頼
業
記
』
。
兵
、

　
『
兵
範
記
』
。
山
、
『
山
椀
記
』
。
吉
、
『
願
状
』
。
後
、
『
後
鳥
羽
院
即
位
記
』
。
三
軍
、
『
三
長
記
』
。
明
、
『
明
月
記
』
。
家
、
『
家
光
卿
記
』
。
地
下
、
『
地
下
家
伝
』
。

　
平
、
『
平
戸
記
』
。
妙
、
『
妙
藍
碧
抄
』
。
勘
、
『
勘
仲
記
』
。
業
、
『
業
資
藤
縄
』
。
園
、
『
園
太
暦
』
。
続
、
『
続
史
愚
抄
』
。
永
、
『
永
享
大
嘗
会
記
』
。
除
、
『
除
目
執
筆

　
記
』
。
言
、
『
言
継
卿
記
』
。
押
、
『
押
小
路
家
家
低
』
。
江
、
『
江
寵
』
。
二
条
、
『
二
条
資
叢
記
』
。
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一
方
、
治
暦
四
年
よ
り
前
で
は
、
即
位
叙
位
の
際
の
叙
位
聞
書
が
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
史
料
的
制
約
の
た
め
、
断
片
的
な
史
料
に
頼
ら
ざ

る
を
得
な
い
が
、
表
2
に
も
示
し
た
如
く
、
即
位
叙
位
の
「
氏
爵
」
が
あ
る
程
度
知
ら
れ
る
。
ま
ず
、
百
済
王
氏
は
先
述
の
「
申
文
」
に
よ
り
、

寛
弘
八
（
一
〇
二
）
年
の
三
条
天
皇
の
即
位
叙
位
以
降
は
殆
ど
「
民
爵
」
に
預
か
っ
て
い
る
。
ま
た
和
気
属
は
『
書
記
』
寛
弘
八
年
十
月
十
九

日
条
や
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
元
（
一
〇
一
二
）
年
閏
十
月
十
四
日
条
、
さ
ら
に
『
範
国
記
』
長
元
九
（
一
〇
三
六
）
年
八
月
二
十
二
日
条
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

三
条
・
後
朱
雀
の
両
天
皇
の
即
位
叙
位
で
そ
れ
ぞ
れ
「
氏
爵
」
に
預
か
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
そ
し
て
、
人
名
は
定
め
難
い
が
、
百
済
王
氏
・

和
気
氏
の
「
氏
爵
」
に
関
し
て
は
、
『
貞
信
公
記
抄
』
天
慶
九
（
九
四
六
）
年
四
月
二
十
七
日
条
に
「
御
前
、
有
二
叙
位
議
ハ
晩
頭
、
随
時
朝
臣
蒙
レ

仰
来
云
、
百
済
・
和
気
氏
爵
事
云
女
」
と
あ
り
、
ま
た
『
吏
部
古
記
』
天
慶
九
年
四
月
二
十
八
日
条
に
よ
れ
ぽ
、
こ
の
日
の
即
位
叙
位
に
つ
い

　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
「
諸
官
・
諸
氏
爵
、
皆
被
レ
叙
、
」
と
あ
る
の
で
、
百
済
王
・
和
気
両
氏
の
「
曲
直
」
は
確
実
に
行
わ
れ
た
。

　
次
に
伴
氏
・
佐
伯
氏
に
つ
い
て
言
う
と
、
『
通
俊
卿
記
』
に
み
え
る
「
氏
爵
」
に
預
か
っ
た
佐
伯
信
高
の
祖
父
は
安
和
・
寛
和
の
間
に
叙
爵
さ

れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
、
円
融
・
花
山
・
一
条
の
い
ず
れ
か
の
天
皇
の
即
位
叙
位
で
「
尊
爵
」
に
預
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
一
方
、
丈
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

は
、
　
『
小
右
記
』
永
観
二
（
九
八
四
）
年
十
月
九
日
条
よ
り
花
山
天
皇
の
即
位
叙
位
で
「
民
望
」
に
預
か
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
よ
う
。
ま
た

先
に
引
用
し
た
『
吏
部
王
記
』
か
ら
考
え
て
、
天
慶
九
年
四
月
の
即
位
叙
位
で
は
和
気
・
百
済
王
両
氏
の
み
な
ら
ず
、
伴
・
佐
伯
両
氏
も
「
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

爵
」
に
預
か
っ
た
ら
し
い
。



「氏爵」の成立（国島）

　
こ
の
様
に
天
慶
九
年
の
村
上
天
皇
の
即
位
叙
位
で
は
、
既
に
馬
脚
以
下
の
四
氏
へ
の
「
氏
爵
」
が
行
わ
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

以
上
の
様
な
「
氏
爵
」
の
傾
向
や
典
型
例
か
ら
み
る
と
、
例
え
ば
「
氏
爵
」
と
い
う
尻
付
や
叙
位
聞
書
が
残
っ
て
い
な
く
と
も
、
伴
・
佐
伯
・

和
気
・
百
済
王
の
四
三
が
揃
っ
て
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
て
い
れ
ば
、
「
氏
爵
」
の
授
与
と
み
な
し
て
も
よ
い
場
合
も
想
定
さ
れ
、
そ
の
始
ま
り

は
さ
ら
に
遡
れ
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
、
か
か
る
問
題
は
先
に
示
し
た
院
政
期
の
叙
位
聞
書
や
儀
式
書
に
そ
の
典
型
例
が
み
え
る
即
位
叙
位

で
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
る
者
の
固
定
化
が
い
つ
頃
か
ら
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
問
題
と
も
関
連
し
よ
う
。

　
先
述
の
如
く
即
位
叙
位
全
体
が
判
る
古
い
例
は
治
暦
四
年
や
第
一
章
で
詳
述
し
た
応
徳
三
年
の
例
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
『
西
宮
記
』
や
『
江

家
次
第
』
の
通
常
の
正
月
叙
位
に
示
さ
れ
た
例
と
ほ
ぼ
同
じ
様
に
、
伴
氏
以
下
の
「
熟
思
」
の
他
、
基
本
的
に
は
、
王
・
源
・
藤
原
・
橘
の
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
補
注
1
）

氏
へ
の
氏
爵
、
蔵
人
・
式
部
・
民
部
・
外
記
・
史
な
ど
の
巡
爵
、
諸
司
の
「
労
」
、
そ
し
て
、
武
官
（
左
右
近
衛
将
監
・
外
衛
・
馬
寮
）
へ
の
叙
爵
、

更
に
諸
院
・
諸
点
の
「
給
（
御
世
）
」
な
ど
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
例
え
ば
外
記
の
場
合
、
『
外
記
補
任
』
に
よ
っ
て
即
位
叙

位
で
の
吉
例
が
判
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
表
2
に
も
示
し
た
が
、
六
国
史
よ
り
後
の
史
料
で
は
仁
和
薫
（
八
八
七
）
年
十
一
月
の
宇
多
天
皇
の

即
位
叙
位
か
ら
続
け
て
叙
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
橘
氏
の
氏
爵
は
『
公
卿
補
任
』
延
喜
十
九
（
九
一
九
）
年
条
に
よ
っ
て
同
じ
く

仁
和
三
年
十
一
月
の
即
位
叙
位
で
総
勢
殖
が
叙
爵
を
う
け
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
宇
根
俊
範
氏
は
通
常
の
叙
位
で
、
王
・
源
・
藤
原
・
橘
流
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
氏
爵
の
成
立
は
九
世
紀
末
頃
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
即
位
叙
位
の
叙
爵
者
の
定
例
化
の
時
期
、
ひ
い
て
は
「
氏
爵
」
の
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

時
期
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
遡
り
、
九
世
紀
の
即
位
叙
位
記
事
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
な

　
表
3
は
、
九
世
紀
の
即
位
叙
位
で
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
た
人
物
を
氏
名
や
宮
職
を
考
慮
に
入
れ
、
表
2
と
岡
じ
方
式
で
院
政
期
を
典
型
と
す

る
即
位
叙
位
の
叙
爵
者
と
対
応
関
係
が
判
る
よ
う
に
纒
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
『
日
本
三
代
実
録
』
（
以
下
、
『
三
実
』
と
略
す
）
よ

り
前
の
史
料
で
は
、
編
纂
基
準
の
違
い
か
ら
、
叙
位
当
時
の
位
階
の
み
で
官
職
が
不
明
の
人
物
が
多
い
が
、
氏
名
は
判
る
の
で
、
明
ら
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

『
征
実
』
に
み
え
る
即
位
叙
位
と
は
異
な
り
、
伴
氏
以
下
四
面
の
「
残
爵
」
の
成
立
は
窺
え
な
い
。
よ
っ
て
、
以
下
、
『
三
夏
』
の
即
位
叙
位

の
記
事
を
中
心
に
検
討
を
加
え
る
。
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表
3
　
平
安
晦
代
前
期
に
お
け
る
即
位
叙
位
の
叙
爵
者
（
従
五
位
下
）

暦
号
日

西
目
丹

　823

弘仁14
4　・27

　833

天長10
3・6

　850

嘉祥3
4　・17

　858

天安2
11・　7

　877

元慶1
1・3

　
8
3

　

8
慶
9

8
　
元
2

皇天

（
顕

爵
）

王

二二明仁

楠野王

徳文和清成陽孝

広山高尚王

源

光

有〔散位〕
保
唱

酬
名
散
徹
散

田
有
」
希
当
〔

垂
貼
元
伽

藤原瀧舗1旨儲爾：鍵藤棚
　
ラ

房
谷

安
永

《
《

南　　雄
〔散位｝

橘道常蔭休

（「

爵
」
）

伴
齢

（大伴）真臣

和気

一

芭細

人

益　　友
〔淡路守］

真　　利
〔中務大冊〕

茂
勾

　
舎
允

鑑
険

春雄〔散位〕

春　継
〔散位〕

（時　　人〔難門〕）

晦佐〔敬位）

秋宗〔散位〕

忠行〔大蔵大丞〕

春　瀧
〔散位〕

時 人
〔散位〕

蔵藤原山陰藤原末並

式部丞

篤部丞

外　旧

制大史

火蔵丞

内蔵助

主殿助

直間・助教

博士・陰陽

○○○

［○○

（o）

（o）

（o）

（o）

（o）

○［
○

○○

○○○

（o）○○

（o）○

司諸○

近
衛
将
監

左近

右近

。・（o）

　　（（o））

＠・（o）

4・（O）

○

＠・（o）

o・（o）

○（o）○

外　　衛
（馬寮）

その他

○◎◎
一

明不

○○o・（o）o・（o）

叙爵者の
合　　計

4・（1）

10・（1）

呈出史類

3・（1）

9・（1）

続審紀

5・（2）

9・（3）

徳文

14・（3）

三　実

23・（7）2e・（5）

史類をタ三実三

〔
凡
例
〕
　
0
内
は
叙
爵
時
に
帯
び
て
い
た
官
職
を
示
す
（
倶
し
、
蔵
人
以
下
は
省
略
）
。
O
で
囲
っ
た
氏
名
は
外
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
Ω
は
他
に
叙
爵

　
理
由
が
考
え
ら
れ
る
も
の
を
示
す
。
一
は
確
実
に
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
死
慶
元
年
の
場
合
、
飯
田
瑞
穂
「
尊
経
緯
文
庫
蔵
『
類
聚
国
史
』
抄
出
紙
片

　
に
つ
い
て
i
『
三
代
実
録
』
逸
文
の
紹
介
1
」
（
門
高
橋
隆
三
先
生
窟
寿
記
念
論
集
　
古
記
録
の
研
究
恥
一
九
七
〇
年
）
に
よ
っ
て
補
っ
た
（
表
5
も
同
じ
）
。
な

　
お
、
『
日
本
三
代
実
録
』
以
前
で
は
官
職
が
記
さ
れ
ず
、
不
明
な
も
の
が
多
い
が
、
他
の
史
料
に
よ
り
叙
爵
当
時
の
官
職
を
で
き
る
だ
け
補
っ
た
。
他
は
表
2
に
同
じ
。

〔
出
典
略
称
〕
　
類
史
、
『
類
聚
国
史
』
。
続
後
紀
、
『
続
日
本
後
紀
』
。
文
徳
、
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
既
。
三
年
、
『
日
本
三
代
実
録
』
。
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「氏爵」の成立（田島）

　
ま
ず
伴
氏
以
下
の
「
氏
爵
」
で
は
百
済
王
氏
を
除
く
伴
・
佐
伯
・
和
気
の
一
鳳
琉
は
叙
爵
に
預
か
っ
た
例
が
か
な
り
あ
り
、
王
氏
以
下
四
氏
の

氏
爵
は
も
と
よ
り
・
血
豆
藷
司
の
三
部
書
の
叙
例
も
対
応
す
る
例
が
多
い
、
」
と
に
気
付
曾
従
・
て
・
い
ま
だ
完
全
に
定
着
し
て
い
な

い
場
合
も
一
部
に
み
う
け
ら
れ
る
が
、
即
位
叙
位
で
叙
爵
を
う
け
る
対
象
者
は
、
清
和
天
皇
の
即
位
叙
位
以
降
、
次
第
次
第
に
院
政
期
に
み
ら

れ
る
様
な
定
例
の
も
と
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
き
、
遅
く
と
も
十
世
紀
初
め
頃
に
は
定
着
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
即
位
叙

位
に
お
け
る
「
氏
爵
」
の
成
立
も
同
様
な
過
程
を
辿
り
、
最
終
的
な
定
例
化
は
十
世
紀
初
め
頃
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
特
に
伴
．
佐
伯
両
氏

の
「
氏
爵
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
清
和
天
皇
の
即
位
叙
位
の
頃
か
ら
恒
例
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
次
に
、
大
嘗
会
叙
位
に
つ
い
て
も
同
様
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
大
嘗
会
叙
位
の
際
に
も
「
氏
爵
」
が
叙
さ
れ
る
の
は
先
述
し
た
が
、
表
2
同
様
、
六
国
史
よ
り
後
の
大
嘗
会
叙
位
の
実
態
を
纒
め
た
の
が
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

4
で
あ
る
。
叙
位
聞
書
に
よ
っ
て
大
嘗
会
叙
位
の
全
体
が
判
る
初
見
は
、
管
見
で
は
治
暦
四
年
置
、
そ
の
他
は
全
て
院
政
期
や
そ
れ
以
降
の
例

で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
蔵
人
や
式
部
な
ど
諸
省
・
諸
司
の
巡
演
及
び
諸
院
・
室
蘭
の
「
給
（
御
給
ご
は
即
位
叙
位
の
例
と
同
じ
で
あ
り
、

大
嘗
会
叙
位
の
場
合
は
こ
れ
に
悠
紀
・
主
基
両
国
の
国
司
が
加
わ
る
。
ま
た
、
王
氏
以
下
四
氏
の
氏
爵
も
あ
る
。
そ
し
て
、
伴
氏
以
下
四
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

「
官
爵
」
に
つ
い
て
い
う
と
、
愈
愈
と
佐
伯
氏
し
か
み
え
ず
、
そ
れ
も
管
見
で
は
、
仁
安
一
二
（
＝
六
八
）
年
の
大
嘗
会
叙
位
を
最
後
に
伴
氏
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

下
の
「
氏
爵
」
は
即
位
叙
位
と
異
な
り
、
全
く
み
え
な
く
な
る
。

　
一
方
、
十
一
世
紀
後
半
以
前
の
大
嘗
会
叙
位
を
み
る
と
、
百
済
王
氏
の
「
玩
爵
」
は
「
申
文
」
の
「
近
例
」
に
み
え
る
よ
う
に
寛
和
二
（
九
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

六
）
年
と
長
和
元
（
…
〇
一
二
）
年
に
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
外
記
の
巡
爵
は
宇
多
天
皇
の
大
嘗
会
叙
位
ま
で
遡
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
諸
院
・

諸
宮
の
「
給
（
御
給
）
」
も
寛
平
九
年
の
大
嘗
会
叙
位
ま
で
遡
る
こ
と
か
ら
、
即
位
叙
位
と
同
様
に
『
三
実
』
や
そ
れ
以
前
の
例
を
検
討
す
る
必

要
が
で
て
く
る
。
そ
の
実
例
を
示
し
た
も
の
が
表
5
で
あ
る
が
、
薄
曇
を
検
討
す
る
と
、
王
氏
以
下
四
氏
の
叙
爵
は
仁
寿
元
（
八
五
一
）
年
の
文

徳
天
皇
の
大
嘗
会
叙
位
か
ら
ほ
ぼ
定
例
化
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
式
部
以
下
の
諸
県
・
諸
司
の
懸
章
は
貞
観
元
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

清
和
天
皇
の
大
嘗
会
叙
位
か
ら
か
な
り
定
例
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
伴
氏
以
下
四
氏
の
「
氏
爵
」
は
い
ま
だ
定
例
化
さ
れ
た
と

69　（69）



1068 1012 986 985 970 946 932 897 888 西　　暦

治暦4 長和1 寛和2 寛和1 天禄1 天慶9 承平2 寛平9 仁和4 年号
11・21 11・2工 11・10 11・21 11・20 1ユ・19 11・16 11・23 11・25 月・日

（20） （17） （19）

円融村上朱雀醍翻脛宇多畦 皇

1源

国運

吊

＝
元
興

一
｝

野原

　橘

　伴

1佐伯

和気
百済王

1二

三

。

公・申

OIO

o

o

o？

）
○
（

○

「

梓
　
　
　
　
一

ρ

一

公・外・三　外　　公・外

ol＠

o

o

爵

「
氏

爵
」

　人
式部丞

民部激

外記
　史

諸　司

検非違使

大蔵丞

　　近左近　　衛
右近三
助 衛

（馬允）

興宮

三后
内親王

女御

悠紀

主医
’

1・明法
f

「
日

給
」

国
司

陰陽・宮主

1その他
公・外目・外辺出典

表
4
　
大
轡
会
叙
位
の
叙
爵
者
（
従
五
位
下
）
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「氏爵」の成立（田島）

〔
凡
例
〕
　
表
2
に
同
じ
。

〔
出
典
略
称
〕
　
表
2
に
同
じ
他
、
中
外
、
『
叙
位
記
国
所
引
『
中
外
記
』
。
為
、
『
右
中
軸
中
黒
記
隔
。
古
、
『
古
今
和
歌
集
目
録
』
。

1301

正安3
11・18

後二条

資兼王

顕文

闘虜

琉経

○
…
○
一
〇

＠

o
o
o
o
o
o

9・（1）

9・（1）

正

1242

仁治3
11・12

後嵯峨

兼行ヨ三

定成

雅俊

以氏

〇
一
〇
一
〇

8

o
o
10

o

8・（2）

7・（3）

平

1212　1　1168

建暦2仁安3
11・11　1　11・20

順徳

○

。
℃
。
○

。
蔓
。
。
7

高倉
忠虜王

一

歩出

盛方
劉　宗

一

一

｝

○

○

○

○

＠・（O）1　0

o

OIO
o
le　18・（1）

10　19・（1）

o
明　　兵

1166

仁安1
11・14

六条
兼二王

清信

元山

○
一
〇
一
〇
｝
○

7

O

＠

o
6

1e　？

o

兵

1155

久寿2
11・22

1142

康治1
11・14

後白州近衛

行資王

国長

○
一
〇
「
○
皿
○
…
○

o

＠

10

12

兵・山・為

実広王

光俊

親盛

○
｝
〇
一
〇
一
〇
一
〇

0
o

o

o
o

10

11

o
世・中外

1108

天仁1
11・20

鳥羽

1087

寛治1
11・18

堀河
行季ヨ三

国貞

宗輔

師俊

元宗

○
…
○
一
〇

a15

o？

o？

o
＠

＠

o
＠

0

11・（1）

9

o
＠

中i世覗
　F
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859

貞競工

11・19

竃
弓

、
ゼ

和

久漬山王

治O撰

働徹人

働徹宗忠

俊聡麟］

藤原国経

。

（o）

（o）

o
o
o

＠

＠・（＠）

（o）

o・（o）

4

○・（○）〔三河〕

（○）〔美作〕

4

25・（8）

実

851

仁寿1
11・26

文　　徳

粟田王

良世・藤河
真冬

宅　　主

春　　世

巨範・貞臣

（o）

o

833

天長10
11・18

仁明
二二ヨ三

豊前王

高欄

宅継

一2（4）i．．F．一：一｛．2．．？

22・（s）　lll・（2）

文徳睡魏

823

弘仁14
11・20

叢
峨
王
王

代
井

嵯
貞
御

和
二
王

　
二
野

柵
工
占

野継・永雄
ﾉ勢雄

一

浄　　臣

一

一

一

賀蕨麻呂・文山
葛成・浜主

　永　　継

　弟　　成

5・（2） 10・（4）

11・（2） 18・（4）

類　　史　　後 己ウ
邦

808

大問3
11・17

平　　城

暫山王

弟　　葛

6・（2）

8・（2）

後　紀

暦
号
日

西
年
月

天　　皇

王

　源

藤原

　橘

　伴

佐伯

和気

百済王

（
氏

爵
）

（「

爵
」
）

蔵　　人

式部丞

民部二

二　　記

山

内　　記

内　　蔵

主殿允

助　　教

博士・陰陽

皇太二
宮少進
諸　　司

左近

右近

近
衛
将
監

外　　衛

悠紀

丁丁

国
司

その他

不　　明

叙爵者
の合計
出　　典

表
5
　
平
安
時
代
前
期
に
お
け
る
大
嘗
会
叙
位
の
叙
爵
者
（
従
五
位
下
）
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　877

元慶1
11・21

　884

元慶8
H・25

光　　孝 陽　　成

実雄王
艶b王 一

天行・来 二二・二

二泉〔散位〕 春生〔散位助〕

時生〔少判事〕 香芋薩ユ

一 一

一 一

一 『

一 『

◎ ◎

一 ○

○ （○）

（○） （◎）

○ ○

一
○

一 『

○
一

『
（○）

○ ○

◎ 5・（◎）

○ ○

○ ○

◎ ○・（○）

◎〔伊勢〕 4〔美濃〕

◎〔備前〕 ④〔備中〕

○ 4

一 一

24・（1） 29・（8）

三曹・類史 三実・類史

「氏爵」の成立（田島）

〔
凡
例
〕
　
〔
出
典
略
称
〕
　
表
3
参
照
。
こ
の
他
、
箏
曲
、

　
四
～
五
六
一
三
　
一
九
八
六
年
）
参
照
。

『
日
本
後
紀
』
。
な
お
、
外
記
に
つ
い
て
は
中
野
高
行
「
目
凹
閣
文
庫
所
蔵
『
外
記
補
任
』
の
補
訂
」
（
『
史
学
』
五
五
1

は
言
え
ず
、
大
嘗
会
叙
位
の
「
氏
爵
」
の
成
立
は
十
世
紀
以
降
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
即
位
叙
位
と
大
嘗
会
叙
位
の
日
は
比
較
的
近

く
、
九
世
紀
後
半
の
頃
は
即
位
叙
位
で
こ
れ
ら
の
氏
が
「
氏
爵
」
に
預
か
っ
て
ま
も
な
い
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
大
嘗
会
叙
位
で
の
「
氏
爵
」

は
、
百
済
王
民
の
「
申
文
」
な
ど
か
ら
み
て
遅
く
と
も
十
世
紀
後
半
、
他
の
叙
位
の
傾
向
か
ら
考
え
て
、
恐
ら
く
、
十
世
紀
も
初
め
頃
に
そ
の

始
ま
り
が
遡
る
の
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
。

　
以
上
、
広
義
の
「
即
位
」
叙
位
（
即
位
叙
位
・
大
嘗
会
叙
位
）
の
実
態
を
検
討
し
、
「
氏
爵
」
の
成
立
時
期
を
中
心
に
解
明
を
試
み
た
。
そ
の
結

果
、
院
政
期
頃
の
叙
位
聞
書
に
典
型
例
が
み
え
る
叙
位
の
原
型
は
、
清
和
天
皇
の
頃
か
ら
始
ま
り
、
「
贈
爵
」
に
つ
い
て
い
え
ぼ
、
九
世
紀
後

半
か
ら
十
世
紀
初
め
頃
に
か
け
て
次
第
次
第
に
定
例
と
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
二
節
　
朔
旦
叙
位
と
「
氏
爵
」

　
百
済
王
氏
の
「
申
文
」
に
み
え
る
様
に
、
朔
旦
冬
至
に
伴
う
叙
位
（
朔
旦
叙
位
）
で
も
「
謬
言
」
に
預
か
る
こ
と
が
定
例
と
さ
れ
て
い
た
。
本

節
で
は
朔
旦
叙
位
に
お
け
る
「
氏
爵
」
の
実
態
を
考
察
す
る
が
、
そ
の
前
に
、
朔
旦
冬
至
と
は
如
何
な
る
行
事
で
、
い
つ
頃
か
ら
始
ま
る
の
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

等
を
、
桃
裕
行
氏
の
研
究
を
も
と
に
簡
単
に
説
明
す
る
。
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1126

大治1
11・2e

崇徳

成世

朔（外）

1088

寛治2
11・17

（26）

堀河

師時

秀成

惟基

o

○
【
○
　
○

尻・公・二

le69　i　1050　1　1031

延久1　永承5　長元4
11・22　111・13　111・15

993　1　974

正暦4天延2
11・12　［　11・18

（15）

955

天暦9
11・22

898

昌泰1
11・21

暦
号
日

西
年
月

後談齢泉後燦ヒ条円融村上醍醐天twl｛

一

皇

興房興任宗照

。

申　申・押

一
一申

o

○
【
公

1

藤運
○

（○） ○

」

O［O

廻申公．外

司諸

差
二

道夢
博

齢
（

直

士
士法

書
二

郷大

近
衛
将
監

近左

近右

衛
）允馬

乳
「
（

ク

「
御
　
給
」

宮院

后三

王構内

御磯

明不．他のぞ

典出

　　因
州

藤原
　　爵橘

伴

　　民
佐伯

和気　　爵
　　L首済王

蔵 人

式 部

民 部

外 記

　史
諸

表
6
　
朔
旦
叙
伎
の
叙
爵
者
（
従
五
位
下
）
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「JiEee」の成立（田島）

1145

久安1
11・18

1221

承久3
11・16

1240

仁治1
11・12

1449　1　1411　1　1392

宝徳1　応永18
12・12　1　12・18　？

明徳3
12－5　？

近衛
輔実iiE

基重

貞経

相村

基兼

後堀河

資親王

定　俊

兼俊

邦成

四条
光弘王

具氏

俊実

済氏

茂成

後小松

。？

o？

○○○

○o？

○
　
○
　
○
　
◎

一

◎

○
　
○
　
○

○
　
［

α
○
○

○
　
○

○

1
　
！

松
小
後

α
α
」

○

四
花
後

二
一

春
経

○

○

○
　
○
　
　
　
○

○

○◎

○

清家

匿
平

　　

@
劇

康康

　
〔
凡
例
〕
　
蓑
2
に
同
じ
。

　
〔
出
典
略
称
〕
　
表
2
の
他
、
二
、
『
後
日
条
幅
通
記
』
。
朔
（
外
）
、
『
朔
旦
冬
至
部
類
』
所
引
『
外
記
記
』
。
清
、
『
清
原
重
憲
記
』
。
康
、
『
康
自
記
』
。

　
朔
旦
冬
至
は
冬
至
と
十
一
月
朔
日
と
が
洞
じ
日
と
な
る
こ
と
を
祝
う
行
事
で
あ
る
。
太
陰
暦
（
太
陰
太
陽
暦
）
で
は
、
太
陰
（
月
）
の
月
梢
の
ひ

と
巡
り
で
あ
る
朔
望
月
と
太
陽
の
一
周
年
で
あ
る
病
期
年
と
を
組
合
せ
、
十
二
朔
望
月
が
一
回
帰
年
よ
り
十
日
ほ
ど
短
い
の
を
閏
月
を
時
々
置

く
こ
と
で
調
節
し
た
。
そ
し
て
、
十
九
回
帰
年
の
長
さ
と
十
九
年
の
間
に
七
箇
の
閏
月
を
置
い
た
二
百
三
十
五
朔
望
月
の
長
さ
が
ほ
ぼ
等
し
い

こ
と
か
ら
、
十
九
年
間
に
七
回
閏
月
を
置
く
と
、
朔
望
月
と
回
帰
年
と
の
関
係
が
ひ
と
ま
わ
り
し
た
。
従
っ
て
、
年
と
月
の
共
通
の
起
点
で
あ

る
朔
旦
冬
至
も
十
九
年
ご
と
に
廻
っ
て
き
た
。
十
九
回
帰
年
（
睦
二
三
五
箇
月
）
の
長
さ
は
「
章
」
と
呼
ば
れ
二
章
一
九
年
七
閏
」
と
い
わ
れ
た
。

　
朔
旦
冬
至
は
十
九
年
に
一
度
、
冬
至
と
十
一
月
一
臼
が
一
致
す
る
た
め
大
変
め
で
た
い
と
さ
れ
、
十
一
月
一
日
に
公
卿
が
素
膚
を
上
り
、
こ

れ
を
う
け
て
天
皇
は
紫
震
殿
に
出
御
し
旬
儀
を
行
う
。
そ
の
後
、
十
一
月
中
辰
の
日
、
毎
年
の
年
中
行
事
で
あ
る
豊
明
節
会
の
日
に
、
噂
し
て
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⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

叙
位
（
朔
旦
叙
位
）
と
赦
を
行
い
、
節
会
の
半
ば
、
同
趣
旨
の
宣
命
が
行
わ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
朔
旦
冬
至
は
暦
の
一
つ
の
「
章
」
が
新
し
く
始
ま
る
こ
と
を
祝
う
儀
式
、
い
わ
ば
暦
の
「
代
替
り
」
（
「
代
始
め
」
）
の
儀
式
と

も
み
な
せ
よ
う
。
日
本
で
は
古
代
・
中
世
の
間
、
天
皇
が
暦
つ
ま
り
時
間
を
支
配
し
て
お
り
、
新
し
い
「
章
」
を
迎
え
る
暦
の
「
代
替
り
」

（
朔
旦
冬
至
）
は
天
皇
の
支
配
す
る
時
間
の
「
代
替
り
」
で
あ
り
、
天
皇
自
身
の
「
代
替
り
」
に
も
通
ず
る
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
朔
旦
冬
至
の
起
源
は
中
国
に
あ
る
が
、
日
本
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
桓
武
天
皇
の
延
暦
三
（
七
八
四
）
年
か
ら
で
あ
り
、
以
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ほ
ぼ
十
九
年
ご
と
に
朔
旦
冬
至
が
祝
わ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
叙
位
も
行
わ
れ
た
。
桓
武
天
皇
が
朔
旦
冬
至
を
採
用
し
た
の
は
、
百
済
王
氏
の
本
拠

地
の
交
野
で
聖
天
上
帝
を
祀
る
儀
礼
（
郊
祀
の
礼
）
を
行
っ
た
よ
う
に
中
国
的
な
行
事
・
思
想
の
導
入
に
積
極
的
だ
っ
た
こ
と
と
か
か
わ
る
と
思

　
　
⑳

わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
第
一
節
と
同
様
に
朔
旦
叙
位
に
つ
い
て
そ
の
実
態
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
表
6
は
表
2
と
同
じ
様
に
六
国
史
よ
り
後
の
朔

旦
叙
位
の
実
例
を
纒
め
た
も
の
で
あ
る
。
叙
位
聞
書
な
ど
に
よ
り
朔
且
叙
位
全
体
が
判
る
史
料
は
少
く
、
管
見
で
は
『
清
原
重
憲
記
』
久
安
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

（
二
四
五
）
年
十
一
月
十
八
日
条
に
み
え
る
の
が
古
い
例
で
あ
る
。
そ
の
際
、
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
た
人
々
は
、
表
6
に
示
し
た
如
く
で
あ
り
、

こ
れ
は
『
西
宮
記
』
巻
一
の
五
日
叙
位
儀
や
『
江
家
次
第
』
巻
二
の
叙
位
等
に
み
え
る
通
常
の
叙
位
で
叙
さ
れ
た
諸
省
・
諸
司
の
早
退
、
諸
院

・
岡
宮
の
「
給
（
御
給
）
」
や
王
氏
以
下
四
聖
の
氏
爵
に
、
和
気
氏
・
百
済
王
氏
の
「
氏
爵
」
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

後
、
鎌
倉
蒔
代
で
は
承
久
三
（
一
二
二
一
）
年
や
仁
治
元
（
＝
一
四
〇
）
年
の
朔
旦
叙
位
の
例
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
場
合
、
百
済
王
氏
へ
の

「
氏
爵
」
が
な
い
こ
と
を
除
く
と
、
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
ま
た
、
室
町
時
代
で
は
、
『
康
富
記
』
宝
徳
～
7
6
（
一
四
四
九
）
年
十
二
月
十
二
日
条
に
よ
れ
ば
、
朔
旦
叙
位
の
「
氏
爵
」
の
申
文
に
関
連
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
外
籠
）

「
和
気
氏
爵
申
文
、
付
二
氏
上
首
明
茂
朝
臣
一
出
レ
之
、
百
済
氏
申
文
、
局
務
被
レ
作
コ
上
之
ハ
明
徳
・
応
永
如
レ
此
云
々
、
御
鷹
飼
出
之
由
申
ゴ
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

之
ハ
当
時
、
不
レ
聞
一
一
其
人
ご
と
あ
り
、
か
な
り
形
骸
化
し
て
い
た
と
は
い
え
、
明
徳
三
（
一
三
九
二
）
年
・
応
永
十
八
（
一
四
二
）
年
と
今
回

（
宝
徳
元
年
）
の
朔
旦
叙
位
で
は
和
気
氏
・
百
済
王
氏
へ
の
「
氏
爵
」
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
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「氏爵」の成立（田島）

〔
凡
例
〕
・
〔
出
典
略
称
〕
　
表
3
に
同
じ
。
承
和
八
年
目
場
合
、
藤
原
氏
は
他
に
関
主
・
密
雄
が
い
る
が
、
こ
の
時
、
蔵
人
か
（
『
尊
卑
分
豚
』
）
。

879

元慶3
11・25

860

貞観2
11・16

　陽　　　成

　時影ヨ三

　常人王〔散位〕

　蔭〔散位〕

長常〔前越前穴豫〕
　直房〔散位〕

貞樹〔兵部大圏〕

《是継〔参河権介〕》

数隆〔右馬大副〕

　　o

　　o

　（o）

　（＠）

　o
　（o）

＠・（o）

　o

ot（o）

　4・　（＠）

　o
　（o）

＠・（o）

o・（o）

25　・　（11）

三曹・類史

冊　　祁

興我王

鑑
真宗〔散位〕

Y良〔散位〕

茂蔭〔内舎入〕

一

一

六書莞〕

貞恵〔散位〕

◎

○

（○）

（○）

一

一

（○）

○

○・（○）

○

（○）

◎・（○）

（○）

（○）

◎

6

○

26・（8）

三　　実

841　1　822

承和8　弘仁13
11・20　1　11・26

仁　i男　嵯峨

議垂永上王

高直

仲村麿

＠？

ii一：一｛．g？一1　i4・（1）

11　・　（6）1　lg　・　（4）

mbt’・．・．・a　l類史

麿
号
日

西
年
月

天

　王

　源

藤原

　橘

　伴

佐伯

和気

百済論

蔵

皇

（
氏

爵
）

（「

爵
」
）
　
人

式部細

民部品

大外記

左大剛

大蔵丞

内蔵允

大　　工

大内記

直講・助教

陰陽・博士

皇太后生

蝋　　司

左近藩

右近鐙

外　　衛

その他

不　　明

叙爵者の
合　　計

出　　典

表
7
　
平
安
時
代
前
期
に
お
け
る
朔
旦
叙
位
の
叙
爵
者
（
従
五
位
下
）
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で
は
、
久
安
元
年
よ
り
前
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
氏
爵
」
の
授
与
に
限
っ
て
い
う
と
、
『
江
家
次
第
』
巻
二
の
叙
位
に
よ
れ
ば
、

　
　
朔
旦

　
　
　
和
気
氏
、
氏
、
暦
道
　
暦
博
士

と
あ
り
、
和
気
氏
の
み
が
「
氏
爵
」
に
預
か
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
叙
位
尻
付
抄
』
に
よ
れ
ば
和
気
・
百
済
王
両
氏
へ
の
「
氏
爵
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
寛
治
二
二
〇
八
八
）
年
ま
で
遡
り
、
百
済
正
氏
の
「
申
文
」
に
み
え
る
よ
う
に
百
済
王
氏
の
「
生
害
」
は
天
暦
九
（
九
五
五
）
年
ま
で
遡
る
。
但



表
8
　
朔
旦
叙
位
詔
の
文
言

囎
年
号
月
日

叙
爵
対
象
者
に
関
す
る
詔
の
文
言
（
括
弧
内
は
宣
命
の
文
言
）

784

延
暦
3
・
1
1
・
1
1
　
王
公
已
下
、
宜
レ
二
二
賞
賜
噛

㎜
態
甲
n
お
能
尽
恵
愛
先
熱
輸
窺
書
特
撫
二
餐
幕
申
二
衷
撰

躍
弘
養
・
n
愛
遅
速
・
食
毒
早
勤
皇
加
二
鑑
甫
蚕
糞

圓
　
承
和
8
．
1
1
・
2
0其門
蔭
久
絶
、
及
功
才
早
著
者
、
二
極
二
栄
奨
「
式
暢
二
三
光
「

（
手
々
乃
中
ホ
治
賜
人
冠
ご
一
雀
）

86e

貞
観
　2

11

16

其
門
蔭
言
絶
、
及
功
才
毫
髪
者
、
特
加
二
栄
奨
ハ
式
暢
二
心
章
「

（
氏
氏
乃
中
依
治
賜
布
人
毛
一
二
在
）

879

元
慶

　3

11

25

～
ー
ー
　
　
（
敷
イ
）
（
イ
ナ
シ
）

其
雪
山
久
絶
、
才
効
先
著
者
、
特
二
二
栄
賞
ハ
以
穆
工
朝
章
噛

（
氏
々
乃
中
薮
垣
賜
布
人
毛
…
一
一
在
）

98
@
昌
泰
1
・
U
・
2
1
　
勢
門
蔭
久
絶
、
才
華
尤
著
者
、
特
加
二
栄
賞
〔
以
穆
二
朝
章
（

8917

延
喜
1
7
・
1
1
・
1
7
　
其
功
臣
末
葉
、
及
才
効
著
聞
者
、
特
加
二
栄
賞
ハ
呈
露
二
朝
章
嚇

55

V
暦
9
・
1
1
・
2
2
其
功
臣
至
聖
、
及
才
効
著
聞
者
、
特
旨
二
栄
箕
以
穆
二
朝
莫

9

出

典

続
紀
・
要
略

類
史
・
要
略

類
史
・
要
略

二
三
紀
・
要
略

三
無
・
要
略

菅
家
文
章
8

三
実
・
要
略

要
略
・
群
載

要
略
・
朔
旦
詔

新
儀
式

要
略

％
天
延
・
・
u
魚
馨
、
及
才
効
著
聞
煮
特
加
二
栄
箕
以
穆
落
莫
㎝
要
略
・
蟻
壁

鰯
正
暦
4
血
島
強
黙
蜘
、
及
才
効
著
聞
者
、
特
加
・
栄
掌
以
穆
二
二
婁
要
略
・
朔
旦
表

㎜
発
・
・
詰
購
媒
籍
馬
韓
講
、
第
餐
以
鑑
婁
朔
旦
蓑

1050

永
承

　5

11

16

其
功
臣
末
葉
、
重
言
効
著
聞
者
、
草
加
二
栄
賞
ハ
以
穆
雛
朝
章
ハ

（
氏
々
乃
中
ホ
治
豊
島
も
一
二
在
）

朔
旦
蓑

し
、
伴
・
佐
伯
両
民
に
つ
い
て
は
一
人
の
叙
例
も

み
え
な
い
。
更
に
「
置
碁
」
の
他
に
叙
さ
れ
る
人

々
の
叙
爵
例
で
は
、
表
6
に
み
え
る
如
く
、
こ
の

間
は
史
料
的
制
約
が
多
い
こ
と
も
あ
り
、
外
記
の

巡
爵
と
諸
院
宮
の
「
給
（
御
覧
ご
が
少
し
判
る
程

度
で
あ
る
。
従
っ
て
、
久
安
元
年
の
朔
旦
叙
位
の

叙
位
聞
書
に
み
え
る
よ
う
な
、
朔
旦
叙
位
の
そ
れ
、

そ
れ
の
叙
爵
が
、
い
つ
頃
か
ら
固
定
化
し
始
め
定

例
化
す
る
か
を
検
討
す
る
に
は
、
第
一
節
で
試
み

た
と
同
様
に
『
三
実
』
や
そ
れ
以
前
の
史
料
に
つ

い
て
氏
名
や
官
職
に
よ
っ
て
叙
爵
者
を
分
類
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
分
類
・
整
理
し

た
表
7
に
よ
れ
ば
、
不
詳
な
も
の
を
除
く
と
、
貞

観
二
（
八
六
〇
）
年
と
元
慶
三
（
八
七
九
）
年
の
朔
旦

叙
位
の
叙
情
は
先
に
示
し
た
久
安
元
年
の
朔
旦
叙

位
の
叙
位
聞
書
に
み
え
る
叙
例
と
か
な
り
似
て
お

⑫り
、
「
民
謡
」
に
つ
い
て
い
え
ぼ
、
百
済
重
書
は

二
度
と
も
叙
爵
を
う
け
て
お
り
、
和
気
氏
も
貞
観

二
年
の
朔
旦
叙
位
で
は
叙
爵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
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「氏爵」の成立（田島）

1069

延
久

　1

11

24

工088

寛
治

　2

11

20

11if｛g－4slll’gze7

嘉
承
2

11

29

久
安
1

11

21

（
参

考
）

其
功
臣
末
葉
、
二
才
効
著
醐
者
、
特
加
二
栄
賞
「
以
穆
二
朝
章
ハ

（
馬
引
中
ホ
治
賜
人
毛
一
二
在
）

其
功
臣
宋
葉
、
及
才
効
著
聞
者
、

（
氏
々
中
ホ
一
二
在
）

特
加
一
開
栄
賞
ハ
以
穆
二
朝
章
ハ

其
功
臣
末
葉
、

　
　
　
　
　
　
〔
糞
力
〕
　
〔
脚
力
〕

及
才
効
著
聞
者
、
将
加
二
栄
貴
一
以
穆
二
朝
章
ハ

其
功
臣
末
葉
、

　
〔
効
力
〕
　
　
〔
特
力
〕

及
才
郊
著
聞
者
、
将
加
二
栄
賞
一
算
穆
二
朝
章
「

功
臣
宋
葉
、
才
数
著
聞
、
特
加
二
二
賞
「

朔
旦
三

朔
旦
表

本
朝
続
文
粋
2

一清

ｴ
重
嘉

一
蒙
次
第

　
〔
出
典
略
称
〕
　
続
紀
、
『
続
段
本
紀
』
。
要
略
、
『
政
事
要
略
』
。
類
史
、
『
類
聚
国
史
』
。
続
後
紀
、
『
続
日

　
　
本
県
紀
』
。
三
尊
、
『
陰
二
三
代
実
録
』
。
群
載
、
『
朝
野
群
載
』
。
朔
旦
詔
、
『
朔
旦
冬
至
賀
表
井
同
詔

　
　
（
延
喜
十
七
年
）
睡
。
朔
旦
蓑
、
『
朔
旦
冬
至
賀
表
弁
裏
書
』
。

　
〔
備
考
〕
　
長
湘
元
年
は
大
嘗
会
と
、
嘉
承
二
年
は
即
位
式
と
重
な
っ
た
朔
且
冬
至
で
あ
る
。

の
こ
と
も
考
慮
に
い
れ
る
と
、
伴
・
佐
伯
武
骨
は
別
と
し
て
、
和
気
・
百
済
王
両
氏
の

と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
但
し
正
確
に
い
う
と
、
朔
旦
叙
位
の
場
舎
、
叙
爵
対
象
者
が
特
定
の
民
の
萱
野
者
の
み
に
固
定
化
す
る
の
は
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
朔
旦
叙
位
の
詔
の
文
言
の
変
化
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
朔
旦
叙
位
の
詔
は
、
正
史
・
『
政
事
要
略
』
（
巻
二
五
年
中
行
事
）
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

『
朔
天
馬
三
賀
表
井
裏
書
』
等
に
よ
り
、
か
な
り
連
続
的
に
残
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
叙
位
対
象
老
に
関
す
る
文
書
は
、
表
8
に
示
し
た
如

く
、
長
和
元
（
一
〇
一
二
）
年
を
除
く
と
、
延
喜
十
七
（
九
一
七
）
年
を
境
に
「
其
門
蔭
久
絶
」
（
ゆ
る
者
）
か
ら
「
其
功
臣
末
葉
」
（
の
者
）
に
変
化

し
て
い
る
こ
と
が
判
か
る
・
こ
れ
に
関
連
し
て
薪
儀
さ
第
五
の
朔
旦
冬
至
鞠
に
み
え
る
次
の
記
事
が
参
考
と
な
ろ
う
・

．
髭
中
毒
・
有
ご
叙
位
糞
鐸
驚
謹
鰯
其
儀
読
奏
二
位
記
捺
印
無
事
如
レ
常
鍵
騰
鱗
藁
葺
馨
宣
命
等
事
仰
夫

　
　
臣
一
令
レ
草
レ
之
、
贈
遺
奏
覧
、
た
詑
御
書
日
、
畢
返
給
、
下
二
所
司
一
如
レ
常
、
其
黒
日
、
延
喜
十
七
年
、
依
レ
無
二
可
レ
叙
好
評
者
ハ
省
コ
棄
其

　
　
詞
一
也
、
新
嘗
會
日
、
御
二
南
殿
「
給
工
下
名
三
鳳
命
行
二
叙
位
一
事
等
、
皆
同
二
七
日
越
ハ
（
後
略
）

　
王
氏
以
下
四
氏
の
氏
爵
の
例
を
み
る
と
、
貞
観
二

　
年
か
ら
は
、
昏
睡
が
定
例
化
さ
れ
て
い
る
と
い
っ

　
て
い
い
と
思
わ
れ
る
。
特
に
源
氏
の
場
合
、
　
『
三

　
実
』
貞
観
二
年
十
一
月
十
六
日
壬
辰
条
で
従
五
位

　
下
に
叙
さ
れ
た
「
斜
位
源
朝
臣
好
・
正
六
位
上
演

　
朝
臣
加
」
は
、
『
尊
卑
分
営
』
嵯
峨
源
氏
の
項
に

　
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
封
目
を
う
け
た
こ
と
が
表
記

　
　
　
　
　
　
⑬

　
さ
れ
て
お
り
、
朔
旦
叙
位
の
氏
爵
が
こ
の
頃
に
は

　
既
に
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
以
上

「
氏
爵
」
は
九
世
紀
後
半
か
ら
定
例
化
し
つ
つ
あ
っ
た
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（
補
注
2
）

　
こ
の
記
事
を
参
考
に
す
れ
ば
、
「
門
追
撃
絶
」
え
て
い
た
者
と
は
、
「
絶
蔭
者
」
、
則
ち
久
し
く
従
五
位
下
に
な
る
こ
と
が
な
か
っ
た
氏
の
出

身
者
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
昌
泰
元
（
八
九
八
）
年
以
前
の
朔
旦
叙
位
で
は
特
定
の
氏
の
出
身
者
に
限
定
せ
ず
、
「
門
蔭
」
が
久
し
く
絶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

え
て
い
た
氏
の
出
身
者
が
叙
爵
の
対
象
者
で
あ
っ
た
。
表
8
に
示
し
た
よ
う
に
、
朔
旦
叙
位
の
詔
に
「
稟
議
池
心
」
云
女
の
文
言
が
み
え
始
め

る
の
は
弘
仁
十
三
（
八
二
二
）
年
の
朔
旦
叙
位
か
ら
で
あ
り
、
朔
旦
叙
位
が
始
ま
っ
た
当
初
の
目
的
の
一
つ
は
大
変
め
で
た
い
こ
と
な
の
で
、
諸

氏
の
う
ち
暫
く
従
五
位
下
に
昇
る
人
物
を
出
せ
な
か
っ
た
氏
の
出
身
者
を
叙
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
弘
仁
十
三
年
以
降
の
朔
旦
叙

位
で
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
た
人
物
を
み
る
と
・
琵
以
下
の
四
氏
（
氏
爵
）
を
除
≦
・
墜
な
氏
に
分
散
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
％
ま

た
、
か
か
る
叙
爵
の
傾
向
や
方
針
は
桓
武
朝
以
降
の
新
興
氏
族
の
進
出
や
か
つ
て
の
有
力
氏
族
層
の
没
落
と
も
関
連
し
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
延

喜
十
七
年
か
ら
「
功
臣
末
葉
」
の
文
言
が
用
い
ら
れ
た
よ
う
に
、
天
皇
家
に
功
績
が
あ
っ
た
特
定
の
「
功
臣
」
の
子
孫
が
叙
爵
対
象
者
と
な
っ

た
。
『
江
家
次
第
』
巻
二
の
叙
位
に
は
、
即
位
叙
位
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、
先
述
の
如
く
和
気
・
百
済
王
の
両
氏
が
「
功
臣
後
」
と
あ
り
、

こ
れ
ら
特
定
の
玩
だ
け
に
叙
爵
が
固
定
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

　
こ
の
様
に
院
政
期
に
典
型
例
が
み
え
る
朔
且
叙
位
全
体
の
叙
例
は
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
初
め
に
か
け
て
形
成
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
そ

し
て
朔
旦
叙
位
で
の
「
氏
爵
」
の
成
立
に
も
同
じ
傾
向
が
窺
え
、
叙
爵
対
象
者
の
不
特
定
氏
か
ら
特
定
氏
（
「
功
臣
」
）
へ
の
固
定
化
と
い
う
傾
向

は
「
即
位
」
叙
位
で
の
「
幾
爵
」
の
成
立
と
も
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
「
即
位
」
叙
位
で
「
功
臣
」
と
さ
れ
る
百
済
忌
数
が
「
鼠
輩
」

に
預
か
る
様
に
な
る
の
は
十
世
紀
初
め
頃
と
推
定
し
た
が
、
こ
れ
も
十
世
紀
初
頭
に
お
け
る
朔
旦
叙
位
の
変
化
と
関
連
し
よ
う
。

①
　
『
群
書
類
従
』
第
二
六
輯
所
収
。

②
『
撰
集
秘
記
』
巻
二
の
五
日
叙
位
議
の
記
載
も
『
西
宮
記
』
に
同
じ
（
表
2
参

　
照
）
。
『
撰
集
秘
記
』
は
第
一
章
注
②
参
照
。

③
　
第
一
章
注
⑯
参
照
。

④
　
後
柏
原
天
皇
の
践
酢
は
明
応
九
（
一
五
〇
〇
）
年
九
月
置
あ
る
が
、
即
位
式
は
二

　
十
二
年
後
に
し
て
漸
く
行
わ
れ
た
。

⑤
　
『
除
目
執
筆
記
嫉
香
』
（
『
大
日
塞
史
料
』
第
九
編
之
十
二
　
大
永
元
年
三
月
十

　
七
日
条
所
収
）
に
み
え
る
「
御
即
位
叙
位
薄
」
参
照
。
な
お
、
伴
・
佐
伯
・
和
気

　
・
首
済
王
の
各
氏
の
「
氏
爵
」
申
文
も
所
収
さ
れ
て
い
る
（
伴
・
佐
伯
両
氏
の
申

　
文
は
第
三
章
に
引
用
し
た
）
。

⑥
こ
の
時
、
和
気
氏
の
「
氏
爵
」
は
な
い
。

⑦
伴
氏
以
下
四
氏
へ
の
「
氏
爵
」
が
戦
国
時
代
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
そ
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「氏爵」の成立（田農）

　
れ
が
各
時
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
社
会
全
体
の
中
で
も
っ
て
い
た
の
か

　
と
い
う
こ
と
と
は
、
別
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
正
月
の
通

　
常
の
叙
位
も
含
め
、
鎌
倉
隣
代
以
降
の
位
階
制
に
つ
い
て
萩
た
な
視
角
か
ら
の
研

　
究
の
進
展
を
倹
ち
た
い
。

⑧
　
宮
騎
道
生
「
｛
予
佐
和
気
使
小
考
」
（
『
史
学
雑
誌
隠
』
五
山
ハ
巻
二
号
　

一
九
四
【
五
加
干
）
、

　
は
じ
め
に
注
⑬
前
掲
宇
根
論
文
参
照
。

⑨
　
上
野
利
三
氏
は
、
こ
の
時
に
百
済
王
氏
の
「
玩
爵
」
に
預
か
っ
た
人
物
を
「
散

　
位
従
五
位
下
髪
済
王
興
銀
」
（
『
大
嘗
会
御
襖
部
類
記
』
所
収
『
九
条
殿
御
記
』
天

　
子
童
〔
九
四
穴
〕
年
十
月
二
十
八
日
粂
）
と
推
定
さ
れ
る
（
第
一
章
無
二
前
掲
上
野

　
論
文
参
照
）
。

⑩
こ
の
時
、
伴
忠
陳
が
外
従
五
位
下
か
ら
内
階
に
叙
さ
れ
た
が
、
忠
勇
は
太
政
官

　
の
史
で
も
あ
っ
た
の
で
、
史
の
巡
爵
の
可
能
性
も
捨
て
切
れ
な
い
。

⑪
　
　
『
即
位
部
類
記
』
黒
土
の
『
吏
部
王
記
』
や
『
外
記
日
記
』
の
天
慶
九
年
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
範
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
少
丞
）

　
一
一
十
八
稠
条
に
よ
る
と
、
卸
位
式
で
「
開
門
」
を
行
っ
た
人
物
に
大
蔵
丞
伴
忠
則
。

　
散
位
佐
伯
保
躬
が
み
え
る
。
開
門
を
担
当
し
た
人
物
は
五
位
で
あ
っ
た
の
で
（
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
補
濠
3
）

　
三
章
参
照
）
、
こ
の
二
人
が
「
氏
爵
」
に
預
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

⑫
は
じ
め
に
注
㊥
前
掲
宇
根
論
文
。

⑬
　
八
世
紀
の
即
位
叙
位
で
は
「
氏
爵
」
な
ど
特
定
の
叙
爵
の
明
確
な
定
例
化
傾
向

　
は
み
え
ず
、
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
た
人
物
も
少
な
い
た
め
検
討
の
対
象
と
し
て
は

　
省
略
し
た
。

⑭
藤
原
・
橘
飼
氏
は
仁
明
朝
か
ら
叙
爵
が
続
け
ら
れ
、
清
和
朝
か
ら
は
こ
れ
に
王

　
・
源
の
両
氏
も
加
わ
る
。
後
述
す
る
表
5
・
7
や
『
尊
卑
分
豚
』
の
記
事
（
注
⑭

　
参
照
）
よ
り
、
即
位
叙
位
・
大
嘗
会
叙
位
・
朔
旦
叙
位
で
の
王
氏
以
下
四
氏
へ
の

　
氏
爵
は
、
清
和
朝
以
降
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑯
　
外
記
や
史
は
外
従
五
位
下
で
あ
る
が
、
院
政
期
に
は
内
階
に
叙
さ
れ
て
い
る
の

　
で
表
に
示
し
た
。

⑯
毎
年
正
月
の
定
例
の
叙
位
に
お
い
て
も
、
遅
く
と
も
清
和
朝
頃
か
ら
洞
様
の
傾

　
向
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
『
三
献
』
と
そ
れ
以
前
の
正
史
と
は
編
纂
方
針
の
相
違

　
が
あ
り
、
叙
爵
者
の
官
職
が
不
隣
な
こ
と
が
多
い
た
め
断
定
は
し
か
ね
る
。
今
後

　
の
研
究
に
委
ね
た
い
。

⑰
『
本
朝
世
紀
』
治
暦
四
年
十
　
月
二
十
一
日
条
。

⑱
　
　
『
唱
酬
記
』
仁
安
三
年
十
一
月
二
十
日
条
。

⑭
　
表
4
参
照
。

⑳
　
『
外
記
補
任
』
参
照
。

⑳
　
こ
の
う
ち
、
大
嘗
会
叙
位
で
は
、
和
気
茂
へ
の
「
氏
爵
」
は
な
い
（
第
三
章
参
照
）
。

⑫
　
第
一
章
注
⑥
前
掲
桃
論
文
、
同
「
保
元
元
年
の
中
間
朔
旦
冬
至
と
長
寛
二
年
の

　
朔
旦
冬
至
一
暦
道
・
算
道
の
争
論
と
符
天
の
問
題
一
」
（
『
遠
藤
元
男
先
生
碩

　
寿
記
念
日
本
古
代
史
論
苑
』
一
九
八
三
年
）
、
ま
た
、
同
氏
執
筆
の
『
国
史
大
辞

　
典
』
第
穴
巻
（
…
九
月
六
年
）
の
「
さ
く
た
ん
と
う
じ
　
朔
旦
冬
至
」
の
項
も
参
照
。

⑱
　
『
儀
式
』
馬
韓
の
新
嘗
会
儀
に
は
、
「
新
嘗
会
儀
、
若
有
篇
朔
且
冬
至
咽
凶
行
篇
叙
位
ご

　
と
あ
る
。

⑭
朔
旦
冬
至
の
詔
に
は
漢
文
の
詔
と
宣
命
体
の
詔
と
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

　
櫛
木
謙
周
「
宣
命
に
関
す
る
一
考
察
l
l
漢
文
詔
勅
と
の
関
係
を
中
心
に
i
」

　
（
『
続
曝
本
紀
研
究
』
一
＝
○
号
　
一
九
八
○
年
）
や
表
8
参
照
。

　
　
承
平
六
（
九
三
穴
）
年
は
暦
を
直
し
て
朔
旦
冬
至
と
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
た
め
、

　
朔
旦
冬
盃
は
祝
わ
れ
な
か
っ
た
（
注
⑫
参
照
）
。
従
っ
て
、
当
然
、
朔
旦
叙
位
も
な

　
い
。

⑳
　
例
え
ば
、
目
崎
徳
衛
「
桓
武
天
皇
と
怨
霊
」
（
岡
『
王
朝
の
み
や
び
』
　
一
九
七

　
八
年
）
。

⑫
『
清
原
重
憲
記
』
は
平
田
俊
春
「
木
朝
世
紀
後
篇
と
権
少
外
記
重
憲
記
」
（
同

　
『
私
撰
国
史
の
批
判
的
研
究
』
一
九
八
二
年
）
に
よ
り
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
伏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥
歎

　
見
宮
家
黍
（
写
真
版
）
で
確
認
し
た
。
な
お
、
平
照
氏
は
「
輔
実
王
寛
和
」
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
解
殿

　
る
が
、
「
輔
舞
調
帳
和
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
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表9　朔旦叙位の氏別叙爵者（従五位下）

氏　名

弘仁13

承和8

貞観2

元慶3

王源藤原橘
。 ＠　o

＠ ＠　o

O　＠　4　0

＠0　　9　0

伴佐伯和気菖済王

o

o　　o

o o

林貞江真菟紀坂上石上小野

。　o　o　o　o　o　　o

o（o）

o
大神　文室　大原　上毛野　安倍　池田　笠　上　益田　ト部　善友　在原　大中臣秋篠巨勢

。　o　o　o（o）　o　o　o（o）　（o）　（o）

o　　o　　o　　o　o

o　　o o
（o） （o） o o
名草　壼伎　多　和民部　儀刀　秦　味真　春道　志斐　家原　興道　布瑠　平　清原　　菅野

（o）　（o）　（o）　（o）　（o）　（o）

o　　o　　o　　o　　o　　o　o　o o
o（＠）

当麻　永原　石川　三善　多米　六人部　肩野　清根　善道　忠世桜井田部　阿保　惟良　良墨

。　o　o　（o）　（o）　（o）　（o）　（o）　（o）．（o）

o　o　　o　　o

賀茂　吉備　下毛野　時統武射　山村　文　宮主　弟国部

。　o　（o）　（o）　（o）　（o）　（o）　（o）　（o）

計

18氏（4氏）

8氏（6氏）

22矯（8氏）

16眞鳶（10氏）

言己号は表2・3に同じ。毘典は表7参照。
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⑳
　
『
家
光
卿
記
』
承
久
三
年
十
一
月
十
六
日
条
（
『
大
日
本
史
料
』
第
四
編
之
一
六

　
所
収
）
。

㊥
　
『
平
戸
記
』
仁
治
元
年
十
一
月
十
二
日
条
。

⑳
　
第
　
章
注
⑥
前
掲
桃
論
文
参
照
。

⑭
　
『
叙
位
尻
付
抄
駈
（
第
一
章
注
⑦
参
照
）
に
は

　
　
　
朔
旦

　
　
　
　
　
　
和
気
氏

　
「
寛
治
二
年
朔
旦
」

　
　
　
徳
五
位
下
欝
気
朝
臣
秀
成
、
氏
、

　
　
　
　
　
　
百
済
王
惟
基
、

　
と
あ
る
（
『
大
日
本
史
料
』
第
三
編
之
一
（
補
遺
）
寛
治
二
年
十
一
月
十
七
段
条
参

　
照
）
。

＠
　
外
記
・
史
な
ど
は
外
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
て
い
る
が
、
院
政
期
以
降
の
例
で
は

　
絶
望
に
叙
さ
れ
て
い
る
。
十
世
紀
初
め
以
降
、
外
位
か
ら
内
階
に
叙
さ
れ
る
よ
う

　
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑳
　
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
『
尊
卑
分
豚
』
第
三
篇
よ
り
、
関
連
部
分
の
み
を
示
す

　
（
…
線
筆
者
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
五
位
下
　
氏
爵

　
　
嵯
峨
天
南
干
「
源
信
－
瞬

　
　
　
　
　
　
「
源
生
－
旗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僻

　
　
源
氏
の
氏
爵
に
つ
い
て
い
え
ば
、
嵯
蛾
源
氏
の
場
合
、
嵯
峨
天
皇
の
孫
の
代
か

　
ら
氏
爵
に
預
か
る
人
物
（
源
叶
・
隻
・
精
・
遠
・
加
見
・
宥
・
蔭
・
温
・
激
・
澆

　
・
凝
・
良
・
記
・
尋
）
が
み
え
始
め
る
。

⑭
　
『
朔
且
冬
至
賀
表
艸
裏
書
臨
（
醍
醐
寺
報
恩
院
所
蔵
）
の
『
大
日
本
史
料
』
未
翻

　
刻
部
分
に
つ
い
て
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
の
影
写
本
に
よ
っ
た
。
な
お
、

　
閲
覧
に
際
し
て
は
加
藤
友
康
氏
の
お
手
を
煩
わ
せ
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
申
し

　
上
げ
る
。

⑳
　
　
『
群
書
類
従
騒
餓
烹
ハ
輯
所
収
。

⑳
　
表
8
に
示
し
た
よ
う
に
、
宣
命
体
の
詔
に
は
「
赫
々
中
匁
治
賜
布
人
毛
一
二

　
在
、
」
と
あ
る
。
　
こ
れ
は
、
湖
…
且
叙
位
が
始
㎜
ま
っ
た
当
初
の
鮎
特
定
の
氏
を
叙
爵
の

　
対
象
と
し
な
か
っ
た
頃
の
方
針
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

⑰
　
表
9
参
照
。

⑱
　
「
功
臣
」
に
つ
い
て
は
第
三
章
・
参
照
。

第
三
章
　
　
「
氏
爵
」
の
成
立
と
「
代
替
り
」
の
儀
式

「氏爵」の成立（田島）

　
前
章
ま
で
の
検
討
に
よ
り
、
「
氏
爵
」
を
中
心
に
即
位
叙
位
・
大
嘗
会
叙
位
・
朔
旦
叙
位
の
実
態
が
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
と
思
わ

れ
る
が
、
「
氏
爵
」
の
成
立
の
聞
題
と
も
か
か
わ
っ
て
、
何
故
に
も
は
や
有
力
で
は
な
く
な
っ
た
伴
氏
以
下
四
氏
へ
の
叙
爵
が
天
皇
や
暦
の
「
代

替
り
」
の
儀
式
に
伴
っ
て
行
わ
れ
始
め
、
定
例
と
な
っ
て
い
っ
た
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

　
王
・
源
・
藤
原
・
橘
の
四
品
に
対
す
る
氏
爵
の
授
与
理
由
に
つ
い
て
は
、
既
述
の
よ
う
に
有
力
氏
族
へ
の
特
典
と
い
う
こ
と
で
説
明
で
き
よ

　
や

　
　
　
伴
・
佐
伯
・
和
気
・
百
済
王
の
四
二
は
、
　
「
弐
爵
」
に
預
か
り
始
め
る
九
世
紀
後
半
以
降
、
社
会
的
地
位
を
下
げ
て
お
り
、
王
玩
以
下

・
つ
カ
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の
壽
、
撰
に
講
ら
れ
な
い
．
従
．
て
、
本
章
で
律
．
佐
伯
．
和
気
．
慕
王
の
四
氏
が
轟
し
に
預
か
、
、
う
に
な
．
た
粟
を
岡

考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
4

　
ま
ず
、
伴
氏
と
佐
伯
氏
の
叙
爵
理
由
に
つ
い
て
は
、
表
2
に
示
し
た
即
位
叙
位
の
史
料
の
尻
付
に
し
ば
し
ば
「
開
門
」
と
み
え
る
こ
と
、
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

述
の
『
江
家
次
第
』
巻
二
の
叙
位
や
『
叙
位
尻
付
抄
』
に
「
御
即
位
」
叙
位
の
際
は
「
伴
・
佐
伯
、
開
門
、
」
と
あ
る
こ
と
、
更
に
、
次
に
示
す

　
　
　
　
　
　
　
④

『
除
目
執
筆
記
蝦
香
』
に
引
用
さ
れ
る
伴
惟
幸
と
佐
伯
安
治
の
申
文
、
が
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
（
一
線
は
筆
者
）
。

　
　
一
止
轟
ハ
位
ト
｛
伴
朝
臣
惟
幸
誠
懊
ぼ
誠
恐
謹
一
一
茜
、

　
　
　
請
殊
蒙
二
天
恩
ハ
　
因
准
一
一
先
例
ハ
閨
一
氏
爵
一
状
、

翻
調
重
層
達
書
即
籔
位
青
・
桑
果
之
輩
・
関
二
栄
爵
動
二
開
門
之
霜
融
前
之
例
也
、
望
請
天
犀
因
准
・
先
例
疲
・
叙
・

　
　
従
五
位
下
一
者
、
将
下
知
二
聖
鰍
之
莫
大
ハ
弥
励
中
奉
公
之
功
労
訟
　
、
惟
重
量
埋
誠
恐
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
（
一
五
二
一
）

　
　
　
　
　
永
正
十
八
年
三
月
十
七
日
　
正
六
位
上
伴
朝
臣
惟
幸
「
申
文
」

　
　
正
六
位
上
佐
伯
朝
臣
安
治
誠
倥
誠
恐
謹
言
上
、

　
　
　
請
殊
蒙
二
天
恩
ハ
因
准
二
先
例
ハ
被
レ
叙
二
従
五
位
下
一
状
、

　
　
右
考
二
旧
貫
ハ
御
即
位
日
開
門
、
伴
・
佐
伯
之
両
氏
参
勤
従
事
者
、
定
流
重
鉢
、
毎
度
叙
位
之
日
、
賜
二
叙
爵
一
達
二
轍
鮒
噛
因
准
二
先
例
ハ

　
　
被
レ
叙
二
従
五
位
下
噛
可
レ
遂
二
所
役
之
忠
功
一
者
也
、
安
治
誠
慎
誠
恐
謹
言
上
、

　
　
　
　
　
永
正
十
八
年
三
月
十
七
日
　
正
六
位
上
佐
伯
朝
臣
安
治

　
こ
れ
よ
り
、
伴
・
佐
伯
両
氏
は
即
位
式
の
際
に
「
開
門
」
の
役
を
勤
め
た
こ
と
に
よ
り
叙
爵
さ
れ
る
の
が
「
例
」
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

具
体
的
に
い
え
ば
、
「
開
門
」
と
は
即
位
式
の
際
に
愚
智
門
の
開
閉
を
行
う
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
『
儀
式
』
巻
第
五
の
天
皇
即
位
儀

に
よ
れ
ば
、
「
乃
開
二
章
徳
・
薦
僧
両
門
ハ
鰹
幽
伯
両
氏
各
ガ
、
磋
醸
論
概
撒
陵
各
著
ご
五
位
礼
服
噛
率
二
門
部
三
人
肺
労
鱗
．
入
レ
自
二
章
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
　
字
　
イ
　
）

・
興
礼
両
門
噛
居
二
会
昌
門
内
左
右
踊
胡
床
口
引
部
坐
二
於
門
下
ハ
（
中
略
）
両
氏
降
レ
壇
、
北
向
立
二
門
下
川
獺
累
累
レ
門
、
諸
学
共
晶
、
」
と
あ
り
、
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伴
・
佐
伯
爾
氏
が
各
一
人
、
「
五
位
礼
服
」
を
着
て
門
部
を
率
い
、
朝
堂
院
の
会
面
罵
の
開
門
に
奉
仕
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、

こ
れ
ら
「
朋
門
」
の
役
は
、
即
位
式
の
み
な
ら
ず
、
次
に
示
す
よ
う
に
大
嘗
会
の
際
に
も
伴
・
佐
伯
両
民
が
勤
め
た
こ
と
が
判
る
。
即
ち
、
『
儀

式
』
巻
第
三
の
践
酢
大
嘗
祭
儀
中
に
よ
れ
ぽ
、
「
伴
・
佐
伯
宿
禰
各
一
人
、
開
二
大
嘗
宮
南
門
馬
衛
門
府
開
二
朝
堂
灘
南
門
2
と
あ
り
、
同
じ
く

巻
第
四
の
践
酢
大
嘗
祭
儀
下
に
は
、
「
祭
礼
影
身
、
百
官
各
退
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）
可
レ
賜
レ
禄
者
、
群
コ
平
蕪
床
子
南
頭
ハ

（
中
略
）
供
コ
奉
開
門
井
久
米
舞
一
伴
・
佐
伯
宿
禰
主
典
以
上
各
恩
讐
屯
、
散
位
井
蔭
子
孫
等
各
綿
十
屯
、
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
伴
・
佐
伯
両
氏

は
大
嘗
宮
南
門
の
閉
閉
の
役
に
も
供
奉
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
大
嘗
会
叙
位
の
「
氏
爵
」
も
「
開
門
」
と
い
う
儀
式
で
の
奉

仕
の
役
に
ち
な
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
か
か
る
広
義
の
「
即
位
」
儀
に
お
け
る
「
開
門
」
の
役
が
い
つ
頃
か
ら
始
ま
っ
た
か
に
つ
い
て
い
え
ば
、
『
儀
式
』
な
ど
に
よ
り
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

世
紀
後
半
に
は
既
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
さ
ら
に
大
嘗
会
の
際
に
「
開
門
」
を
大
伴
・
佐
伯
両
氏
が
行
っ
た
と
い
う
記
事
は
奈
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

時
代
末
ま
で
遡
る
。
即
ち
、
『
続
紀
』
宝
亀
二
（
七
七
一
）
年
十
一
月
癸
卯
（
二
十
一
貝
）
条
に
は
、
「
二
二
太
政
官
院
ハ
行
二
大
嘗
会
事
ハ
（
中
略
）
大

和
守
従
四
位
上
大
伴
宿
禰
古
慈
斐
・
左
大
弁
従
四
位
上
兼
播
磨
守
佐
伯
宿
禰
今
毛
人
、
開
門
、
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
光
仁
天
皇
の
大
嘗

会
の
際
に
大
嘗
宮
の
開
門
は
大
伴
・
佐
伯
両
氏
が
勤
め
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
管
見
で
は
こ
れ
が
両
氏
に
よ
る
「
開
門
」
の
初
見
史
料
で
あ
り
、

実
際
こ
の
頃
か
ら
両
氏
が
大
嘗
宮
の
「
開
門
」
の
役
を
行
う
こ
と
が
定
例
化
し
た
と
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
確
証
は
な
い
が
、
即
位
式
の
際
に

お
け
る
「
開
門
」
の
始
ま
り
も
こ
の
頃
に
遡
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
奈
良
時
代
末
で
は
大
伴
（
伴
）
・
佐
伯
両
氏
は
一
族
か
ら
有
力
老
を
廟
堂

に
だ
し
て
お
り
、
そ
の
う
え
で
「
開
門
」
の
役
を
勤
め
て
い
た
。
し
か
し
、
伴
氏
は
応
天
門
の
変
の
後
、
九
世
紀
後
半
か
ら
没
落
し
て
ゆ
き
、

佐
伯
氏
も
同
様
な
傾
向
を
適
る
。
更
に
、
九
世
紀
段
階
で
は
『
儀
式
』
に
規
定
さ
れ
る
様
に
、
実
際
に
「
開
門
」
を
行
っ
た
「
面
部
」
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

元
来
、
伴
・
佐
伯
両
氏
に
率
い
ら
れ
て
い
た
両
氏
と
密
接
な
関
係
の
あ
る
氏
の
「
門
部
」
で
あ
っ
た
が
、
天
慶
九
（
九
四
六
）
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
村
上
天
皇
の
即
位
関
連
記
事
が
収
載
さ
れ
る
『
即
位
部
類
記
』
所
収
『
外
記
日
記
』
・
『
軸
部
王
記
』
・
『
九
条
殿
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
暁
や

朱
雀
天
皇
の
即
位
式
（
延
長
入
〔
九
三
〇
〕
年
十
一
月
二
十
一
臼
）
で
は
、
伴
・
佐
伯
両
氏
は
氏
の
「
門
部
」
を
だ
せ
ず
、
左
右
衛
門
衛
府
が
「
門
部
」
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⑩

を
だ
す
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
伴
・
佐
伯
両
氏
の
没
落
と
関
係
が
あ
ろ
う
。

　
以
上
か
ら
、
伴
・
佐
伯
両
氏
は
、
天
皇
の
即
位
式
・
大
嘗
会
と
い
っ
た
広
義
の
「
即
位
」
儀
（
王
位
就
任
儀
礼
）
に
お
け
る
奉
仕
の
役
に
対
す

る
反
対
給
付
と
し
て
「
氏
爵
」
に
預
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
ま
た
、
先
述
の
様
に
、
「
即
位
」
儀
へ
の
奉
仕
の
役
が
恒
例
と
な
る
の

が
光
仁
天
皇
の
門
即
位
」
儀
か
ら
で
あ
る
と
す
る
と
、
即
位
叙
位
で
の
「
氏
爵
」
が
定
例
化
し
始
め
る
九
世
紀
後
半
以
降
、
伴
・
佐
伯
両
氏
自

体
は
没
落
し
て
ゆ
く
の
で
、
そ
の
後
の
「
氏
爵
」
授
与
に
は
、
「
即
位
」
儀
に
欠
か
せ
な
い
特
定
の
氏
出
身
の
奉
仕
者
を
確
保
す
る
と
い
う
側

面
も
生
じ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
伴
・
佐
伯
両
氏
が
朔
旦
叙
位
の
「
耳
蝉
」
に
預
か
ら
な
い
の
は
、
「
開
門
」
の
役
の
よ
う
な
奉
仕
の

役
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
で
は
、
次
に
和
気
氏
が
「
氏
姓
」
に
預
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
和
気
馬
は
既
述
の
様
に
即
位
叙
位
・
朔
旦
叙
位
で
「
贈
爵
」
に

預
か
っ
て
お
り
、
『
江
家
次
第
』
巻
二
の
叙
位
や
『
叙
位
尻
付
抄
』
、
ま
た
裏
2
に
示
し
た
即
位
叙
位
の
史
料
の
尻
付
に
よ
れ
ば
、
「
功
臣
後
」
と

い
う
理
由
で
叙
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
功
臣
後
」
と
は
先
述
の
如
く
勲
功
が
あ
っ
た
者
（
「
功
臣
」
）
の
後
蕎
・
子
孫
と
い
う
意
味
で

あ
ろ
う
。
和
気
幾
で
「
功
販
」
と
い
う
と
思
い
起
さ
れ
る
の
は
神
護
景
雲
三
（
七
六
九
）
年
九
月
の
所
謂
宇
佐
八
幡
神
託
事
件
で
称
徳
天
皇
の
寵

愛
を
う
け
皇
位
を
望
む
道
鏡
の
野
心
を
阻
ん
だ
和
気
清
麻
呂
で
あ
る
。
清
麻
呂
は
宇
佐
神
宮
に
劃
し
て
「
天
之
臼
嗣
、
必
立
二
皇
緒
ハ
元
道
之
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

宜
ご
早
掃
除
ハ
」
と
の
託
宣
を
う
け
、
帰
京
後
、
こ
れ
を
奏
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
道
鏡
の
皇
位
へ
の
野
望
は
断
た
れ
、
そ
の
後
、
清
麻
呂
は
皇
統

断
絶
の
危
機
を
救
っ
た
「
功
臣
し
と
み
な
さ
れ
る
。
儀
式
書
や
叙
位
聞
書
の
尻
付
等
に
み
え
る
「
功
臣
後
」
と
は
そ
の
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ

る
が
、
即
位
叙
位
で
「
氏
爵
」
に
預
か
っ
た
の
は
、
更
に
、
か
か
る
清
麻
呂
の
功
績
に
ち
な
み
、
そ
の
後
、
特
に
九
世
紀
後
半
以
降
、
和
気
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

が
天
皇
の
即
位
を
宇
佐
神
宮
に
報
告
・
奉
幣
す
る
「
即
位
奉
告
使
」
（
宇
佐
使
）
と
し
て
の
使
命
を
果
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
関
連
す
る
と
思

わ
れ
る
。

　
天
皇
が
即
位
す
る
時
、
伊
勢
神
宮
を
は
じ
め
諸
道
の
名
神
に
奉
幣
す
る
こ
と
は
養
老
雲
紙
令
天
皇
即
位
条
に
、
「
凡
天
皇
即
位
、
総
飯
笥
天
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

地
祇
ハ
（
中
略
）
其
大
幣
者
、
三
月
之
内
、
令
二
修
理
一
詑
、
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
知
ら
れ
る
が
、
宇
佐
神
宮
に
天
皇
即
位
の
「
奉
告
」
が
さ
れ
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る
よ
う
に
な
る
の
は
、
『
和
気
氏
系
図
』
に
信
を
お
け
ば
、
桓
武
天
皇
の
即
位
後
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
後
醍
醐
天
皇
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

即
位
が
「
奉
告
」
さ
れ
た
文
保
二
（
一
三
一
八
）
年
ま
で
続
け
ら
れ
た
。
こ
の
間
、
文
徳
天
皇
と
陽
成
天
皇
の
即
位
奉
告
が
他
氏
に
よ
っ
て
な
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

れ
て
い
る
他
は
、
宇
佐
神
宮
へ
の
即
位
奉
告
は
殆
ど
禰
気
氏
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
儀
式
書
等
に
は
宇
佐
使
は
和
気
氏
の
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

位
以
上
が
勤
め
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
清
麻
呂
の
死
後
、
和
気
氏
も
次
第
に
没
落
す
る
が
、
九
世
紀
後
半
以
降
、
天
皇
即
位
の
際
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

奉
告
の
た
め
宇
佐
使
の
役
を
勤
め
即
位
叙
位
の
「
氏
爵
」
に
も
預
か
る
よ
う
に
な
る
。
　
『
範
國
記
』
長
元
九
（
一
〇
三
六
）
年
八
月
二
十
二
日
条

　
　
　
　
　
　
⑲
（
漁
気
）
　
（
族
）
（
末
）
（
卿
ジ

に
「
御
即
位
叙
位
預
二
和
気
氏
爵
一
者
、
弾
正
疏
致
孝
也
、
　
（
中
略
）
重
被
レ
問
云
、
件
致
孝
氏
族
之
未
胤
、
清
麿
郷
種
張
欽
、
又
先
祖
有
レ
奉
コ
仕

懸
役
一
老
、
」
と
あ
る
よ
う
に
、
和
気
氏
の
「
尊
爵
」
に
預
か
る
条
件
は
「
功
臣
」
で
あ
る
清
麻
呂
の
後
窩
で
あ
り
、
先
祖
に
宇
佐
使
の
役
に
奉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

仕
し
た
こ
と
の
あ
る
老
が
い
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
様
に
、
和
気
氏
は
「
功
臣
後
」
と
い
う
理
由
で
「
氏
爵
」
に
預
か
る
が
、
そ
れ
は
単
に
「
功
臣
」
の
子
孫
で
あ
っ
た
こ
と
の
み
な
ら
ず
、

伴
・
佐
伯
両
氏
と
同
様
に
「
代
替
り
」
儀
式
へ
の
奉
仕
の
役
、
即
ち
即
位
儀
に
関
連
し
て
宇
佐
神
宮
に
天
皇
の
即
位
を
奉
告
す
る
使
（
宇
佐
使
）

の
役
を
勤
め
て
い
た
た
め
で
も
あ
っ
た
。
「
氏
爵
」
の
授
与
は
儀
式
へ
の
奉
仕
に
対
す
る
反
対
給
付
で
あ
る
と
共
に
、
「
氏
爵
」
に
預
か
っ
た
人

物
が
実
際
そ
の
時
に
宇
佐
使
と
な
っ
た
人
物
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
即
位
儀
に
関
連
す
る
行
事
・
任
務
に
奉
仕
す
る
氏
を

確
保
し
、
儀
式
の
断
絶
を
防
ぐ
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
大
嘗
会
叙
位
で
稲
気
欝
が
「
幾
爵
」
に
預
か
ら
な
い
の
は
、
大

嘗
会
や
そ
れ
に
関
連
す
る
儀
式
に
は
奉
仕
の
役
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
和
気
氏
は
朔
旦
叙
位
の
「
氏
爵
」
に
も
預
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
先
に
示
し
た
表
8
に
み
え
る
朔
旦
叙

位
の
叙
爵
対
象
者
に
関
す
る
文
書
が
、
延
喜
十
七
年
を
境
に
、
「
門
蔭
感
興
」
か
ら
「
功
臣
末
葉
」
に
変
化
し
た
こ
と
が
参
考
と
な
ろ
う
。
「
功

臣
末
葉
」
と
は
「
功
臣
後
」
と
ほ
ぼ
同
意
で
「
功
臣
」
の
子
孫
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
前
章
で
も
述
べ
た
が
、
和
気
氏
が
朔
旦
叙
位
に
お
い
て

も
定
期
的
に
「
氏
爵
」
に
預
か
る
様
に
な
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
は
十
世
紀
初
め
、
朔
旦
叙
位
の
叙
爵
方
針
の
一
部
変
更
に
よ
ゲ
、
即
位
叙
位
と

同
じ
く
「
氏
爵
」
の
授
与
対
象
者
が
「
功
臣
」
の
子
孫
の
み
に
限
定
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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で
は
、
最
後
に
百
済
王
幾
が
「
氏
爵
」
に
預
か
っ
た
理
由
を
検
討
す
る
。
百
済
王
氏
は
朔
旦
叙
位
で
は
九
世
紀
後
半
か
ら
、
「
即
位
」
叙
位
で

は
遅
く
と
も
十
世
紀
中
頃
か
ら
（
恐
ら
く
は
十
世
紀
初
め
頃
か
ら
）
「
氏
爵
」
に
預
か
っ
て
い
る
。
和
気
氏
と
同
様
、
百
済
王
氏
は
、
『
江
家
次
第
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

巻
二
の
叙
位
や
『
叙
位
尻
付
抄
』
、
ま
た
記
録
等
に
み
え
る
叙
位
聞
書
の
尻
付
に
「
功
臣
後
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
功
臣
」
の
子
孫
で
あ
る
と
い

う
理
由
で
「
氏
爵
」
に
預
か
っ
て
い
る
。
一
体
、
百
済
王
氏
は
如
何
な
る
理
由
で
「
功
臣
」
と
称
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
一
章
で
も
述
べ
た
が
、
百
済
王
琉
と
天
皇
家
が
関
係
を
深
め
る
の
は
八
世
紀
末
の
光
仁
・
檀
弓
朝
か
ら
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
で
あ
る
。
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

桓
武
天
皇
の
母
の
高
野
新
玉
は
百
済
王
琉
の
支
族
を
称
し
て
い
た
和
民
出
身
で
あ
っ
た
た
め
、
『
続
紀
』
延
暦
九
（
七
九
〇
）
年
二
月
甲
子
（
二
十

七
日
）
条
に
み
え
る
詔
に
「
百
済
下
等
者
朕
之
外
戚
也
、
」
と
あ
る
様
に
、
百
済
王
民
は
天
皇
家
の
「
外
戚
」
と
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

し
て
、
桓
武
・
平
城
・
嵯
峨
朝
に
か
け
て
、
警
済
王
氏
よ
り
後
宮
に
入
っ
た
女
性
は
多
く
、
天
皇
家
と
の
関
係
は
一
層
強
ま
っ
た
。
と
り
わ
け
、

桓
武
天
皇
は
天
智
系
で
あ
る
父
の
光
仁
天
皇
が
皇
位
に
就
い
た
こ
と
を
強
く
意
識
し
、
光
仁
天
皇
の
即
位
を
以
っ
て
新
王
朝
の
創
始
と
す
る
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

え
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
る
と
、
百
済
王
氏
は
、
桓
武
天
皇
の
母
（
高
野
新
笠
）
を
だ
し
た
氏
（
和
氏
）
の
宗
家
と
み
な
さ
れ

て
い
た
（
「
外
戚
」
）
た
め
、
「
功
臣
」
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
す
れ
ば
、
伴
・
佐
伯
・
和
気
の
各
氏
と
同
じ
く
「
即
位
」
儀
に
か
か
わ
る
儀
式
に
対
す
る
奉
仕
と
「
民
業
」
と
の
関
係
は
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
儀
式
書
や
記
録
に
は
、
禁
野
で
の
供
御
と
「
即
位
」
儀
と
の
関
係
は
み
い
だ
せ
ず
、
そ
の
他
に
も
百
済
王
氏
の
「
即
位
」
儀
へ
の

奉
仕
は
み
う
け
ら
れ
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
私
は
、
先
に
指
摘
し
た
様
に
伴
・
佐
伯
・
和
気
の
三
面
に
は
「
氏
爵
」
授
与
と
「
代
替
り
」
の
儀
式
に
お
け
る
奉
仕
と
が

関
係
が
あ
る
こ
と
、
百
済
王
氏
が
「
功
臣
」
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
桓
武
天
皇
と
関
連
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
「
即
位
」
儀
と

百
済
王
民
に
対
す
る
「
氏
爵
」
の
授
与
の
始
ま
り
と
が
何
ら
か
の
関
係
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
憶
測
し
て
い
る
。

　
当
時
の
「
即
位
」
儀
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
平
城
天
皇
の
時
か
ら
、
先
帝
崩
御
の
そ
の
陰
、
直
ち
に
、
剣
璽
渡
御
、
即
ち
天
皇
家

に
伝
え
ら
れ
て
い
る
皇
位
を
象
徴
す
る
レ
ガ
リ
ア
（
神
璽
）
の
新
帝
へ
の
授
与
を
行
う
儀
式
、
所
謂
熟
酢
の
儀
が
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
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「氏爵」の成立（田島）

そ
し
て
、
こ
の
剣
璽
渡
御
の
儀
は
、
九
世
紀
後
半
の
陽
成
天
皇
即
位
の
時
か
ら
先
帝
譲
位
の
際
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
譲
国
の
儀
（
受
禅

の
儀
）
と
呼
ば
れ
た
。
戸
当
の
儀
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
奈
良
時
代
聖
心
、
皇
位
継
承
時
に
政
治
不
安
が
昂
ま
る
な
か
で
、
桓
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

天
皇
乃
至
そ
の
朝
廷
が
こ
の
制
度
を
創
出
し
、
初
め
て
実
施
さ
れ
た
の
は
桓
武
が
崩
御
し
平
城
「
即
位
」
の
時
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
と
け
い

　
と
こ
ろ
で
、
虚
数
渡
御
の
際
に
は
大
刀
契
も
新
天
皇
の
も
と
に
渡
さ
れ
、
大
刀
契
の
中
に
は
百
済
国
よ
り
奉
ら
れ
た
と
の
伝
え
を
も
つ
霊
剣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

二
柄
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
『
塵
袋
』
第
八
雑
物
一
の
「
行
幸
ノ
語
聾
セ
ラ
ル
ル
大
刀
契
ハ
何
テ
イ
ノ
物
ソ
」
と
い
う
条

な
ど
に
み
え
、
霊
剣
の
う
ち
、
「
護
身
剣
」
と
称
さ
れ
る
も
の
に
は
「
歳
在
“
一
算
申
一
正
月
、
百
済
所
レ
造
」
の
銘
文
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
た
め
、
近
年
、
銘
文
入
り
の
鉄
剣
の
相
次
ぐ
発
見
に
よ
っ
て
、
こ
の
銘
文
は
注
自
さ
れ
、
詳
し
い
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
研
究

を
大
別
す
る
と
、
O
こ
の
霊
剣
と
石
上
神
宮
の
所
謂
七
支
刀
と
を
関
連
さ
せ
、
四
・
五
世
紀
頃
、
百
済
国
か
ら
倭
国
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
す

る
説
、
◎
百
済
国
の
滅
亡
に
よ
っ
て
亡
命
し
た
百
済
国
の
王
族
（
百
済
王
茂
）
か
ら
、
倭
国
（
霞
本
）
の
「
天
皇
」
に
彼
ら
が
臣
従
す
る
の
に
際
し

て
、
百
済
国
の
王
位
を
象
徴
す
る
宝
剣
が
献
上
さ
れ
、
そ
れ
が
天
皇
位
の
象
徴
と
し
て
大
刀
契
中
の
護
身
剣
と
破
敵
剣
の
霊
剣
と
い
わ
れ
伝
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

さ
れ
、
天
皇
は
百
済
国
王
を
兼
帯
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
説
、
の
二
つ
に
分
類
で
き
よ
う
。

両
説
双
方
と
も
部
分
的
に
は
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
軽
士
は
・
た
と
え
四
●
琶
紀
に
倭
国
に
伝
え
ら
れ
貸
杢
家
に
受
け
継
が
れ
る

か
、
或
は
七
世
紀
後
半
に
亡
命
し
た
百
済
王
家
の
王
族
か
ら
献
上
さ
れ
た
に
し
ろ
、
壬
申
の
乱
に
よ
っ
て
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
高
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

こ
と
、
百
済
よ
り
進
上
さ
れ
た
と
い
う
大
刀
契
中
の
霊
剣
に
関
す
る
所
伝
は
平
安
時
代
中
期
よ
り
前
に
は
遡
ら
な
い
こ
と
、
百
済
王
氏
系
を
称

す
る
和
氏
出
身
の
高
野
新
着
を
母
と
す
る
桓
武
天
白
三
は
、
百
済
国
滅
亡
後
に
再
興
を
計
る
「
救
援
」
軍
を
派
遣
す
る
な
ど
百
済
王
家
と
友
好
関

係
を
も
つ
天
智
天
皇
の
皇
統
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
、
等
を
勘
案
す
る
と
、
百
済
王
氏
が
天
皇
の
「
外
戚
」
と
称
さ
れ
た
前

後
に
、
百
済
王
氏
よ
り
新
た
に
宝
剣
が
献
上
さ
れ
、
桓
武
天
皇
は
自
ら
新
王
朝
を
始
め
た
の
だ
と
い
う
意
識
も
あ
い
ま
っ
て
、
以
後
、
皇
位
を

継
承
す
る
者
に
そ
の
意
識
が
受
け
継
が
れ
る
よ
う
に
と
の
意
味
も
込
め
て
、
レ
ガ
リ
ア
の
一
つ
で
あ
る
大
刀
契
の
中
に
百
済
王
玩
よ
り
進
上
さ

れ
た
霊
剣
を
加
え
入
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
桓
武
朝
に
は
高
句
麗
を
継
承
し
た
と
す
る
渤
海
に
対
し
て
積
極
的
な
政
策
が
と
ら
れ
た
こ
と
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⑫

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
れ
ぽ
、
桓
武
天
皇
が
百
済
王
属
よ
り
贈
ら
れ
た
霊
剣
を
皇
位
を
象
徴
す
る
レ
ガ
リ
ア
の
中

に
新
た
に
加
え
た
こ
と
も
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
さ
す
れ
ば
、
伴
・
佐
伯
・
和
気
の
三
聖
と
同
様
、
百
済
王
氏
の
「
五
爵
」
も
「
即
位
」

90　（90）

儀
と
の
関
連
が
指
摘
で
き
よ
う
。
但
し
、
儀
式
で
の
実
際
の
奉
仕
の
役
と
い
う
点
で
は
、
『
儀
式
』
三
五
の
譲
国
儀
な
ど
に
み
え
る
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
禰
注
4
）

剣
璽
渡
御
は
内
侍
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
た
め
、
百
済
冥
福
が
直
接
、
践
詐
の
儀
に
奉
仕
し
な
く
て
も
済
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

①
　
は
じ
め
に
注
◎
・
⑫
参
照
。

②
和
気
筑
が
「
氏
爵
」
に
預
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
注
⑧
前
掲
宮
崎

　
論
文
・
は
じ
め
に
注
⑬
前
掲
宇
根
論
文
に
も
簡
単
な
説
明
が
あ
る
。

③
　
第
一
章
注
⑦
参
照
。

④
第
二
章
注
⑤
参
照
。

⑤
　
申
文
の
人
名
の
右
上
の
肩
に
墨
で
勾
を
か
け
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
申
請
通
り
取

　
扱
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
（
桃
裕
行
「
古
代
末
期
の
大
学
－
文
章
歴
名
帳
の
検
討

　
－
」
『
講
座
日
本
教
育
史
』
1
　
一
九
八
四
年
）
。

⑥
　
大
伴
氏
は
、
淳
和
天
皇
の
即
位
に
伴
い
、
そ
の
緯
を
避
け
、
以
後
、
夢
占
と
称

　
し
た
（
『
日
本
紀
略
』
弘
仁
十
四
〔
入
二
三
〕
年
四
月
壬
子
〔
二
十
八
日
〕
条
）
。

⑦
　
省
略
部
分
に
は
参
議
式
部
獅
石
上
宅
嗣
・
丹
波
守
石
上
息
嗣
・
勅
旨
少
輔
石
上

　
家
成
と
散
位
榎
井
種
人
が
「
立
一
㎜
神
楯
稗
ハ
」
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
物
部
氏
の

　
後
衛
で
あ
る
石
上
・
榎
井
両
氏
は
『
延
喜
式
隠
巻
七
の
践
詐
大
嘗
祭
に
「
諸
司
陳
二

　
威
儀
物
ハ
如
二
元
日
儀
ハ
石
上
・
榎
井
二
氏
各
二
人
、
皆
朝
服
率
世
襲
物
部
難
人
ハ

鑑
爽
蚕
徹
・
南
北
門
神
綴
酌
翻
無
蓋
駆
風
発
糠
馨
徽
讐

　
と
あ
る
よ
う
に
、
大
嘗
祭
で
神
楯
稗
の
樹
立
を
行
っ
て
い
た
（
『
儀
式
』
も
同
じ
）
。

　
ま
た
奈
良
時
代
で
は
即
位
式
で
同
じ
役
を
勤
め
て
い
る
（
面
木
孝
次
郎
「
石
上
と

　
榎
井
」
『
続
日
本
紀
研
究
』
一
－
一
二
　
一
九
五
賜
年
、
橋
本
義
劉
「
朝
政
・
朝

　
儀
…
の
展
開
」
岸
俊
男
編
『
日
本
の
古
代
』
7
ま
つ
り
ご
と
の
展
開
一
九
八
六
年
）
。

　
し
か
し
石
上
・
榎
井
両
氏
は
「
氏
爵
」
に
預
か
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
九

　
世
紀
以
降
、
神
楯
稗
の
樹
立
が
即
位
式
で
は
行
わ
れ
な
く
な
る
な
ど
、
そ
の
重
要

　
性
の
低
下
が
関
連
し
よ
う
。

⑧
山
田
英
雄
「
宮
誠
十
二
奮
励
に
つ
い
て
」
（
『
雨
雪
本
紀
研
究
』
一
…
一
〇
一

　
九
五
四
年
、
の
ち
、
同
『
日
本
古
代
史
致
』
～
九
八
七
年
）
。

⑨
　
『
大
日
本
史
料
』
第
一
編
之
八
所
収
。

⑩
天
慶
九
年
の
一
位
式
で
は
、
「
開
門
」
を
め
ぐ
り
、
「
開
門
是
等
人
影
職
也
、
非
二

　
此
府
之
所
ウ
職
、
」
（
『
九
条
殿
記
』
）
と
か
「
検
二
故
実
「
所
謂
門
三
教
二
面
門
田
「

　
是
両
氏
所
レ
率
之
門
部
也
、
」
（
『
園
部
単
記
』
）
と
主
張
す
る
右
衛
門
府
と
門
部
を
率

　
い
る
こ
と
の
で
き
な
い
伴
・
佐
伯
両
氏
と
の
間
で
争
論
が
起
り
、
開
門
が
遅
れ
る

　
と
い
う
不
手
際
が
生
じ
問
題
と
な
っ
た
。

⑪
『
皇
紀
』
神
護
景
雲
三
年
九
月
己
丑
（
二
十
五
日
条
）
条
。

⑫
宇
佐
使
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
注
⑧
前
掲
宮
綺
論
文
、
末
広
利
人
『
勅
使
街
道
』

　
（
〈
大
分
県
教
育
委
員
会
編
「
歴
史
の
道
」
調
査
報
告
霞
〉
一
九
八
一
年
）
、
中
野

　
無
能
『
宇
佐
神
賞
口
』
（
一
九
八
五
年
）
参
照
。

⑬
第
二
章
注
⑧
前
掲
宮
綺
論
文
参
照
。

⑭
　
注
⑫
末
広
前
掲
書
所
収
「
宇
佐
宮
参
向
勅
使
銘
抄
（
改
）
」
参
照
。
但
し
桓
武
天

　
皇
と
平
城
天
皇
の
即
位
奉
告
使
は
『
和
気
氏
系
図
』
に
よ
る
。
な
お
、
中
野
幡
能

　
氏
は
『
続
紀
』
宝
砲
元
（
七
七
〇
）
年
八
月
庚
寅
同
条
で
「
（
宇
佐
）
八
幡
神
宮
」

　
に
鹿
毛
馬
一
疋
を
奉
る
た
め
巡
遣
さ
れ
た
内
舎
人
佐
伯
老
を
光
仁
天
皇
の
即
位
奉

　
告
使
と
考
え
て
お
ら
れ
る
が
（
注
⑫
中
野
前
掲
書
）
、
　
そ
の
三
日
後
の
癸
巳
（
四



「氏爵」の成立（田島）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
光
仁
天
嘉
）

　
日
）
に
称
徳
天
皇
の
崩
御
記
事
が
あ
り
（
白
壁
王
の
立
太
子
記
窮
も
あ
り
）
、
即
位

　
は
十
月
己
丑
朔
条
に
み
え
る
の
で
、
八
月
庚
寅
朔
条
を
即
位
奉
告
の
記
事
と
す
る

　
こ
と
に
は
慎
重
を
期
し
た
い
。

⑯
そ
れ
ぞ
れ
、
『
文
徳
実
録
』
嘉
祥
益
（
八
五
〇
）
年
八
月
戊
辰
（
二
十
三
日
）
条
、

　
『
三
実
』
元
慶
元
（
八
七
七
）
年
二
月
二
十
一
日
癸
亥
条
を
参
照
。

⑯
宝
治
元
（
一
二
四
七
）
年
十
二
月
の
後
深
草
天
皇
の
即
位
奉
告
が
藤
原
藍
那
に
よ

　
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
以
外
は
、
光
孝
天
皇
の
即
位
奉
告
（
元
慶
八
年
四
月
）
以
降

　
は
全
て
和
気
矯
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

⑰
　
『
侍
中
群
要
』
、
『
照
勲
記
』
等
参
照
。

⑯
　
『
範
国
記
』
は
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
平
松
文
庫
本
（
請
求
番
署
　
平
松

　
第
三
門
・
－
一
2
）
に
よ
っ
た
。

⑲
　
こ
の
時
の
即
位
叙
位
は
七
月
六
日
に
行
わ
れ
た
。

⑳
　
注
②
参
照
。

⑳
　
側
え
ば
『
本
朝
世
紀
』
治
暦
四
年
七
月
十
九
日
条
。

⑫
　
第
一
章
注
⑳
参
照
。

⑳
　
長
山
泰
孝
「
百
済
王
氏
」
（
『
枚
方
市
史
』
第
二
巻
　
一
九
七
二
年
）
。

⑭
　
瀧
川
政
次
郎
「
革
命
思
想
と
長
岡
遷
都
」
　
（
同
『
京
表
並
に
都
城
制
の
研
究
』

　
一
九
山
ハ
七
口
十
）
。

⑮
　
井
上
光
貞
「
即
位
儀
と
そ
の
成
立
」
（
同
『
日
本
古
代
の
王
権
と
祭
祀
』
一
九

　
八
四
年
）
、
鎌
限
元
一
「
律
令
捌
と
文
書
行
政
」
（
前
掲
『
目
本
の
古
代
』
7
）
。

⑳
　
大
刀
契
に
つ
い
て
は
、
大
石
良
材
「
大
刀
契
－
平
安
時
代
に
お
け
る
神
器
観

　
一
」
（
『
平
安
博
物
館
紀
要
』
第
四
輯
　
一
九
七
一
年
、
の
ち
、
同
『
日
本
王
権

　
の
成
立
』
一
九
七
五
年
）
。

⑰
　
是
俊
男
「
聖
徳
太
子
と
古
代
刀
剣
」
・
「
『
庚
申
』
と
刀
剣
」
（
同
『
罪
跡
・
遺
物

　
と
古
代
史
学
』
一
九
八
○
年
）
、
東
野
治
之
「
護
身
剣
銘
文
考
」
（
同
『
日
本
古
代

　
木
簡
の
研
究
勧
一
九
八
三
年
）
、
岡
田
精
司
「
大
里
就
任
儀
礼
の
原
形
と
そ
の
展

　
開
一
即
位
と
大
嘗
1
」
（
『
霞
本
史
研
究
隔
二
四
五
号
　
一
九
八
三
号
）
、
石

　
上
英
一
「
古
代
鞘
堂
と
対
外
関
係
」
（
前
掲
『
講
座
目
本
歴
史
』
2
古
代
2
　
一

　
九
八
四
年
）
、
水
野
正
好
「
紹
福
・
除
災
一
そ
の
考
古
学
1
」
（
朔
国
立
歴
史
民

　
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
七
集
　
一
九
八
五
年
）
。
な
お
、
薗
田
香
融
「
護
り
刀

　
考
」
（
『
伝
唱
照
文
化
研
究
』
－
　
　
一
九
六
四
年
）
も
参
照
。

⑱
　
注
⑳
前
掲
東
野
論
文
・
同
前
掲
水
野
論
文
。

⑳
　
注
⑳
前
掲
大
石
論
文
・
注
⑰
前
掲
岡
田
論
文
。

⑳
　
石
上
英
一
氏
は
「
天
皇
が
百
済
王
位
を
象
微
す
る
宝
剣
を
得
て
百
済
国
王
を
兼

　
帯
し
た
と
は
い
え
な
い
が
、
天
皇
位
を
象
徴
す
る
大
刀
契
の
宝
鋼
中
に
首
際
か
ら

　
贈
ら
れ
た
剣
が
あ
り
、
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

　
は
、
薔
済
か
ら
贈
ら
れ
た
時
期
や
経
緯
は
不
明
で
あ
っ
て
も
、
日
本
の
董
権
が
百

　
済
王
権
を
構
成
要
素
と
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
考
慮
し
て
お
か
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
」
と
膜
重
な
態
度
を
と
ら
れ
て
い
る
（
注
⑳
前
掲
石
上
論
文
）
。

⑪
　
大
刀
契
関
連
の
史
料
は
『
古
事
類
苑
』
帝
王
部
三
神
器
下
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。

　
百
済
よ
り
進
上
さ
れ
た
と
い
う
大
刀
至
芸
の
霊
剣
の
史
料
上
の
初
見
は
、
村
上
天

　
皇
の
天
徳
四
（
九
六
〇
）
年
九
月
二
十
四
日
に
平
安
宮
の
内
裏
が
初
め
て
焼
亡
し
た

　
記
事
に
関
係
し
て
み
え
る
。

⑫
　
橋
本
義
則
「
平
安
宮
草
創
期
の
豊
楽
院
」
（
岸
俊
男
教
授
退
官
記
念
会
編
『
沼
本

　
政
治
社
会
史
研
究
』
中
　
一
九
八
四
年
）
参
照
。
な
お
、
『
三
国
封
事
』
巻
第
二

　
紀
異
第
二
の
　
7
5
聖
大
王
の
条
に
よ
れ
ば
、
「
貞
元
二
（
七
八
穴
・
延
暦
五
）
年
丙
寅

＋
早
耳
・
量
器
．
鱒
鋒
遭
難
甲
羅
擁
糞
欲
レ

　
伐
二
新
羅
「
聞
一
二
新
羅
有
一
一
万
善
書
笛
ハ
退
レ
兵
、
以
二
金
五
十
両
ハ
遣
レ
使
講
二
其
迄
「

　
召
請
レ
使
日
、
朕
聞
二
上
世
真
平
王
代
有
7
之
耳
、
今
不
レ
知
二
所
在
「
明
年
七
月
七

　
窺
、
更
遭
レ
使
、
以
雛
金
～
千
両
ハ
請
レ
之
日
、
寡
人
願
レ
得
レ
見
二
神
物
一
躍
還
レ
之
夷
、

　
王
亦
辞
以
二
巴
対
「
以
一
榊
銀
三
千
両
ハ
賜
二
其
使
山
々
レ
金
瓢
箪
レ
受
、
八
月
、
使
還
、

　
蔵
二
二
笛
於
内
黄
殿
「
」
と
あ
る
。
聞
本
編
史
料
に
対
応
す
る
記
事
は
み
え
ず
、
後

　
世
の
編
纂
物
で
説
話
的
要
素
も
多
い
が
、
桓
武
天
皇
が
新
羅
の
「
国
宝
」
（
『
同
』

　
神
文
大
王
の
条
）
と
さ
れ
る
「
万
波
罵
言
」
を
求
め
よ
う
と
し
た
こ
と
が
事
実
な

91 （91）



ら
ば
、
大
刀
契
中
の
百
済
国
よ
り
低
え
ら
れ
た
と
称
す
る
霊
剣
の
存
在
と
も
あ
い

ま
っ
て
大
変
興
味
深
い
。
そ
の
当
否
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
は
か
か
る
俵
承
が
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

92　（92）

む
す
び
に
か
え
て

　
三
章
に
亘
り
、
伴
・
佐
伯
・
和
気
・
百
済
王
の
四
五
に
対
す
る
「
氏
爵
」
の
実
態
、
成
立
時
期
、
成
立
理
由
を
検
討
し
て
き
た
が
、
簡
単
に

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
纒
め
、
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
、
伴
氏
以
下
四
残
へ
の
「
氏
爵
」
の
淵
源
は
即
位
式
や
大
嘗
会
な
ど
「
代
替
り
」
の
儀
式
で
の
奉
仕
や
「
功
臣
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に

先
祖
に
よ
る
天
皇
家
へ
の
か
つ
て
の
功
績
に
対
す
る
一
種
の
反
対
給
付
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
も
、
大
宝
令
の
制
定
さ
れ
た
八
世
紀
初
頭
や
そ

れ
以
前
の
時
代
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
天
同
系
か
ら
天
智
系
へ
と
皇
統
が
変
化
す
る
光
仁
・
桓
武
朝
に
お
け
る
、
王
権
へ
の
功
労
や
そ
の

際
の
「
代
替
り
」
儀
式
で
の
奉
仕
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
背
景
に
、
「
即
位
」
叙
位
の
「
氏
爵
」
が
顕
著

化
し
始
め
る
の
は
清
和
朝
頃
か
ら
で
、
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
前
半
に
か
け
て
「
雲
隠
」
が
定
例
化
す
る
と
い
え
よ
う
。
「
氏
爵
」
の
特
定

氏
族
に
対
す
る
授
与
が
顕
著
化
し
定
例
化
し
始
め
る
頃
、
伴
・
佐
伯
・
和
気
・
百
済
王
の
各
氏
は
廟
堂
か
ら
勢
力
を
後
退
さ
せ
没
落
の
過
程
を

た
ど
っ
て
ゆ
く
が
、
「
即
位
」
儀
に
関
連
す
る
儀
式
・
行
事
へ
の
奉
仕
の
役
は
五
位
以
上
が
中
心
と
な
っ
て
勤
め
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
「
氏
爵
」

の
授
与
は
そ
の
儀
式
に
奉
仕
す
る
特
定
の
茂
や
儀
式
に
由
来
の
深
い
「
功
臣
」
を
先
祖
と
す
る
民
を
維
持
・
継
承
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、

そ
れ
は
天
皇
の
「
代
替
り
」
の
儀
を
継
続
し
て
ゆ
く
上
で
も
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
関
連
し
て
い
え
る
こ
と
は
朔
旦
叙
位
の
「
氏

爵
」
で
あ
る
。
朔
旦
叙
位
の
「
氏
爵
」
は
「
功
臣
」
と
さ
れ
る
和
気
・
百
済
王
両
氏
に
限
定
さ
れ
、
「
即
位
」
叙
位
の
「
氏
爵
」
と
同
様
に
清

和
朝
頃
か
ら
顕
著
化
し
、
十
世
紀
初
め
以
降
に
定
着
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
朔
旦
叙
位
の
詔
に
み
え
る
叙
爵
対
象
者
の
文
言
の
変
化
か

ら
も
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
朔
旦
叙
位
の
詔
に
は
、
叙
爵
の
対
象
者
と
し
て
、
九
世
紀
段
階
で
は
「
其
門
鑑
久
絶
」
と
あ
る
も
の
が
、
十
世
紀
初

め
（
延
喜
十
七
年
目
か
ら
「
其
功
臣
末
葉
」
に
変
化
す
る
が
、
そ
れ
は
、
暦
の
「
代
替
り
」
と
も
い
う
べ
き
十
九
年
に
一
度
の
朔
旦
冬
至
に
ち
な



み
、
久
し
く
五
位
に
昇
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
氏
の
氏
長
者
的
人
物
や
そ
の
子
息
ら
に
従
五
位
下
を
授
け
、
律
令
制
定
当
時
以
来
の
有
力
貴

族
の
没
落
を
救
う
措
置
で
あ
っ
た
も
の
が
、
九
世
紀
後
半
か
ら
顕
著
化
す
る
藤
原
氏
を
中
心
に
一
部
の
氏
族
に
よ
っ
て
高
位
高
官
が
独
占
さ
れ

る
と
い
う
様
な
貴
族
社
会
の
構
造
の
変
化
を
経
て
、
十
世
紀
に
入
り
、
そ
の
よ
う
な
歯
止
め
措
置
が
無
意
味
と
な
る
に
従
い
、
「
即
位
」
叙
位

の
「
氏
爵
」
の
成
立
と
も
関
連
し
、
「
功
臣
」
の
子
孫
と
さ
れ
る
特
定
の
氏
族
の
み
に
叙
爵
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

　
史
料
的
制
約
の
た
め
推
測
に
推
測
を
重
ね
た
点
も
多
く
、
浅
学
の
た
め
に
思
わ
ぬ
誤
り
を
お
か
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
に
よ
り
、

近
年
再
び
注
爵
さ
れ
つ
つ
あ
る
平
安
時
代
の
天
皇
の
果
し
た
役
割
や
機
能
を
解
明
す
る
研
究
に
、
ま
た
、
平
安
時
代
の
「
氏
」
や
「
家
」
の
実

態
を
解
明
す
る
研
究
に
一
素
材
を
提
供
で
き
た
と
し
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

　
（
補
注
1
）
　
『
本
朝
本
粋
』
名
義
奏
状
中
の
「
天
延
二
年
十
二
月
十
七
日
散
位
従
四

　
　
位
上
藤
原
倫
寧
等
奏
状
」
も
参
照
。
な
お
先
述
の
『
吏
部
軍
記
』
の
記
述
（
6
6
頁
）

　
　
は
こ
れ
ら
諸
車
・
諸
司
の
尊
爵
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

　
（
補
注
2
）
　
「
絶
蔭
者
」
の
用
例
と
し
て
は
『
詳
記
』
長
徳
四
年
正
月
五
匿
（
カ
）
条
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
補
注
5
）

ひ
と
ま
ず
は
欄
参
し
大
方
の
御
批
判
を
仰
ぐ
こ
と
に
す
る
。

　
（
補
注
3
）
後
の
例
だ
が
、
『
筆
記
』
治
暦
四
年
七
月
二
十
一
日
条
参
照
。

　
（
捕
注
4
）
　
そ
の
点
、
桓
武
朝
の
尚
侍
筥
済
王
明
信
の
存
在
は
注
爵
さ
れ
る
。

　
（
補
注
5
）
　
『
段
本
の
社
会
史
』
3
（
一
九
八
七
年
九
月
）
は
本
稿
と
関
連
す
る
論

　
　
文
を
収
載
す
る
が
、
投
稿
後
の
た
め
そ
の
成
果
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

「旋爵」の成立（田島）

　
〔
付
記
〕

　
本
稿
は
｝
九
八
五
年
三
月
に
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
に
提
出
し
た
研
究
報
告
を
も
と
に
書
き
改
め
た
も
の
で
、
そ
の
一
部
は
一
九
八
七
年
五
月
三
十

臼
に
欝
本
史
研
究
会
古
代
史
部
会
で
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
際
、
貴
重
な
御
意
見
・
御
批
判
を
賜
わ
っ
た
が
、
十
分
生
か
し
き
れ
て
い
な
い
点
、
お

許
し
い
た
だ
き
た
い
。
成
稿
に
あ
た
っ
て
は
、
岸
俊
男
・
鎌
田
元
一
・
久
野
修
義
・
西
山
良
平
・
美
川
圭
・
吉
川
真
司
、
飯
倉
晴
武
・
吉
岡
長
丘
の
各
髭
よ
り

釈
文
の
作
成
や
紙
背
文
書
と
し
て
の
性
格
等
に
つ
い
て
御
教
示
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
ら
の
方
々
に
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
ま
た
、
『
為
房
卿
記
』
の
閲
覧
及

び
写
真
掲
載
を
許
可
さ
れ
た
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
、
大
学
院
在
学
当
時
、
写
本
等
を
多
く
見
せ
て
い
た
だ
い
た
京
都
大
学
文
学
部
・
同
附
属
図
書
館
、
宮

内
庁
書
陵
部
に
も
感
謝
申
し
上
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
内
庁
書
陵
部
　
東
京
都

）
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The　Formation　of　the～甥％os三々z6氏爵Practice

　　　　　　　　　　Ceremony，　Service，　and　investiture

by

Isao　Tajima

　　U7’inoshafeu　has　generally　been　thought　to　be　a　practice　in　the　1｛eian

period　that　could　be　found　in　the　regular　January　investitures・that

collferred　court　rank．of　ju－goi－ge従五位野　（ブOshaku叙爵）upoh　the

children　of　the　four　influential　families　of　that　time，　na皿ely，0王，

Minαmoto源，　Fzt7’iwara藤原，　and　Tachibana橘．　Yet，　in　the　case　of　the

inves’狽奄狽浮窒?ｓ　connected・　with　the　ceremonies　of　imperial　succession　such

as　the　coronation　or　6α〃δ一6大嘗会，　and　of　sα忽∫α％一渉δ露朔旦冬至which

could　in　a　way　be　interpreted　as　“succession　of　callendars”，　the　same

rank　was　conferred　upon　the　children　of　the　four　effete　families，　namely，

Tomo伴，　Saefei佐伯，　Wafee和気and　Kudaraσ百済三E．　As　to　the．・second

type　6f　zsdinoshaleu　practice，　hardly　any　meaningful　resarch　has　been　done，

due’　to　the　limitations’　of’　the　records．　This　article，　by　analyzing　the

actual．conditions　of　the　second　type　of　cenferment，　tries　to　ascertain

the　time　and　the　background　of　its　formation．　First，　iXre　examined　two

historical　documents：mδshibz・tmi申文．　of．the撫4a7αδ＝．．family　by　which

they　applied　for　conferments，　and’A4ichitoshi一んッ。一々∫通俊卿記th6　Diary

of　Michitoshii　BOth　’ 盾?・　them　were　related　to　the　inVe’ 唐狽奄狽浮窒?ｓ　’
高≠р?　on

the　occasion　of　the　coronation　ih．the．　third　year　of　6toku応徳．；Th士ot逡h

this　inquiry，　We　were　able　tb　extract　a・　typlcal　case　of　the　practice．

Then，　we　spt’ead　our　seope’　of　arialysis　to　take　intO’・consideration　the

investitures　at　daijO－e　and’Safeutan－tofi1’i．　ln　conclusion，　the　date　of　the

for皿ation　of　the　practiごe　should　be　set　between　the　latter　・half　of　the

gth　century　and　the　beginning’　of　the　’10th　century．’・　ln　addition，　we

pointed　out　the　fact　that　the　practice　came　about　in　consideration　of

the　services　that　were　done　by　the　ancestors　of　the　four　families　during

the　reigns　of飾卿光仁and　Kanmu桓武，　when　the　imperial　lineage

had　changed　from　the　Tenmu天武line　to　the　Tenchi天智1ine．　The

ancestors　had　served　in　the　ceremonies　of　“succession”　and　made　such

distinguished　contributions　to　the　imperial　family　as　to　be　called　feoshin
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功臣．Although　these　four　families　declined　1n　the　course　of　time，　they

continued　to　serve　in　tke　imperial　ceremonies，　as　their　attendance　was

still　necessary　for　the　proper　execution　of　the　cere皿onial　functions．

Thus，　the　ttl’inoshafeu　practice　came　to　be　utilized　for　preserving　the

lineages　oi　these　families．

English　Parish　Clergy　in　the　Reformation　Period

by

Akihiro　Sashi

　　In　rnid－sixteenth　century　England，　the　shortage　of　ciergy　men　arose

from　the　confusion　caused　by　the　Reformation；　for　example，　the　Dis－

solution　of　the　Monasteries　and　the　economic　diMculties　of　ecclesistical

recruitment．　This　phenomenon　caused　critica1　problems　for　the　church，

for　instance　vacancy，　pluralism，　non－residetice　and　so　on，　which　had　a

crucial　effect　upon　the　religious　policy　of　the　government．　The　situation

was　especially　serious　for　the　Marian　goverhment，　which　intended　to

re－establish　the　authority　of　the　Roman　Catholic　Church　in　England．

　　This　situation　continued　in　the　reign　of　Elizabeth　so　that　she　could

not　mal〈e　bold　changes　in　the　institution　of　the　church．　But　her　leng

reign　brought　about　stability　in　the　church　and　produced　good　results．

Notable　were　the　increasing　numbers　of　graduates　among　the　clergy

which　caused　an　improvement　in　the　quality　oi　the　parish　clergy．　Finally

the　ciergy　as　a　new　social　group　emerged　from　this　new　situation．

This　was　an　lmportant　aspect　of　the　Church　of　England．
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